
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  緊 急 輸 送 



 

  

各  課  等  配  属  庁  用  車  一  覧  表 

（令和３年３月） 

６
－
１
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(1) 第１次路線：高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワーク及び港湾等に連絡する路線で緊急輸送の骨格をなす路線 

神  奈  川  県  の  緊  急  輸  送  路  線 

６
－
２
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(2) 第２次路線：第１次緊急輸送路を補完し地域的ネットワークを形成する路線及び市町村庁舎等に連絡する路線 
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緊  急  交  通  路  指  定  想  定  路  線 
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秦 野 市 優 先 確 保 路 線 候 補 一 覧 
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２ 空路からの物資受入れ拠点 

ヘ  リ  コ  プ  タ  ー  臨  時  離  着  陸  場 

（平成３１年４月現在） 
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第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸        送        記        録        簿 

輸 送 
年月日 

目的 

輸送 

区間 

（距離） 

借     上     等 修                       繕 

燃料費 実支出額 備考 
使用車両等 

金  額 

故障車両等 

修繕月日 修繕費 故障の概要 

種 類 台  数 名称番号 所有者氏名 

          円       円   円 円   

                           

計 
                          

（注）  １  「目的」欄は、主たる目的（又は救助の種類名）を記入すること。 

２ 都道府県の車両等による場合は「備考」欄に車両番号を記入すること。 

３ 借上車両等による場合は、有償・無償を問わず記入すること。 

４ 借上等の「金額」欄には、運送費又は車両等の借上費を記入すること。 

５  「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること。 

６
－
３
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第２号様式 

車    両    出    動    記    録    簿 

年   月    日 

時     間 行     先 

運 転 者 

目       的 

車 両 番 号 乗 用 者 

年   月   日 出発   時   分  
      

  帰庁   時    分 
  

年   月   日 出発   時    分 
      

  帰庁   時    分 
  

年   月   日 出発   時    分 
      

  
帰庁  時   分 

  

年   月   日 出発   時    分 
      

  帰庁   時    分 
  

年   月   日 出発   時    分 
      

  帰庁    時   分 
  

年   月   日 出発    時   分 
      

  帰庁   時   分 
  

年   月   日 出発   時    分 
      

  帰庁   時    分 
  

年   月   日 出発   時    分 
      

  帰庁   時    分 
  

年   月   日 出発   時    分 
      

  帰庁    時    分 
  

年   月   日 出発    時    分 
      

  帰庁    時    分 
  

年   月   日 出発    時    分 
      

  帰庁    時    分 
  

年   月   日 出発    時    分 
      

  帰庁    時    分 
  

年   月   日 出発    時    分 
      

  帰庁    時    分 
  

年   月   日 出発    時    分 
      

  帰庁    時    分 
  

６－４ 
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第         号 
 
                                                   年   月   日 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 

 

神奈川県知事             印   

神奈川県公安委員会         印   

番 号 標 に表 示  
されている番 号 

 

車両の用途（緊急  

輸送を行う車両に  

あっては、輸 送 人 

員 又 は 品 名 ）  

  

  

使 用 者 

住 所 （      ）      局        番 

氏 名 

  

通 行 日 時 

    

通 行 径 路 

出     発     地 目      的     地 

    

備     考 

    

備考     用紙は、 日本工業規格Ａ５とする。 

６－５ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  水     防 
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７－１ 

重 要 水 防 区 域 一 覧 表 

 

７－２ 

重 要 水 防 箇 所 一 覧 表（重点箇所） 

水防管理

団体名 
河川名 

重要度 左右

岸別 
地先名 

延 長

（ｍ） 
重要なる理由 

種別 階級 

秦野市 金目川 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
右 秦野市下大槻 200 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市下大槻 250 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
右 秦野市上大槻 100 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市曽屋 400 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
右 秦野市曽屋 200 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市曽屋 250 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 大根川 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市南矢名一丁目 200 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 室川 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市室町 20 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
右 秦野市室町、尾尻 110 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市尾尻、大秦町 150 

流下能力不足 

護岸老朽 

水系名 河川名 
区域箇所 

土木水防支部名 水防管理団体名 
管理延長（ｍ） 箇所数 延  長 

金目川 金 目 川 19,500 13 6,750 平塚土木 平塚市、秦野市、大磯町 

〃 善 波 川 1,500 － － 〃 － 

〃 室    川 5,000 14 3,120 〃 秦 野 市 

〃 水 無 川 7,500 5 1,345 〃 〃 

〃 葛 葉 川 6,220 － － 〃 － 

酒匂川 四十八瀬川 7,850 4 400 〃 秦 野 市 
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〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市今泉 170 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
右 秦野市今泉 125 護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市今泉 105 

流下能力不足 

護岸老朽 

秦野市 室川 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
右 秦野市平沢 100 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 四十八瀬川 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
右 秦野市菖蒲 100 

流下能力不足 

護岸老朽 

〃 〃 
堤防高 

堤防強度 

重点 

Ｂ 
左 秦野市堀西 100 

流下能力不足、護岸老朽、

すべり発生のおそれ 

(平成２９年度平塚土木水防実施要領抜粋) 

７－３ 

重 要 水 防 区 域 重 要 度 評 定 基 準 

重 要 度 
評 定 基 準 

種 別 階級 

堤 防 高 

Ａ 
計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）

が現況の堤防高を越える箇所。 

Ｂ 
計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）

が現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。 

堤 防 断 面  

Ａ 
現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅

の２分の１未満の箇所。 

Ｂ 
現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅

に対して不足しているが、それぞれ２分の１以上確保されている箇所。 

堤 防 強 度  

(法崩れ・すべり) 

Ａ 法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が未施工の箇所。 

Ｂ 

法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配

等からみて法崩れ又はすべりが発生するおそれのある箇所で、所要の対策

が未施工の箇所。 

漏 水 

Ａ 漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。 

Ｂ 

漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 

漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防であること、あるいは基礎

地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所

要の対策が未施工の箇所。 

水衝・洗掘 Ａ 
水衝部にある堤防の前面の河床が深堀れしているが、その対策が未施工の箇

所。 
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橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗わ

れ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 

波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工

の箇所。 

Ｂ 
水衝部にある堤防の前面の河床が深堀れにならない程度に洗堀されている

が、その対策が未施工の箇所。 

Ｂ 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満た

ない箇所。 

工作物 

Ａ 

河川管理施設等応急対策基準に基づく改善計画が必要な堰、橋梁、樋管、

その他の工作物の設置されている箇所 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。 

Ｂ 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満

たない箇所。 

工 事 施 工  要注意区間 
出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を

及ぼす箇所。 

新堤防・破堤

跡・旧川跡 
要注意区間 

新堤防で築造後３年以内の箇所。 

破堤跡又は旧川跡の箇所。 

陸 閘 

防 潮 扉 
要注意区間 陸閘、防潮扉が設置されている箇所。 

 重点区間 水防活動上の必要性に応じて、特に水防時に重点的に巡視すべき区間。 

※ 階級のＡとは「水防上最も重要な区間」、Ｂとは「水防上重要な区間」を言う。 

  暫定区間を定めて改修を進めている河川にあっては、計画高水流量を暫定計画高水流量と読み替え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資－163 

 

７－４ 

重 要 水 防 箇 所 位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金
目
川
中
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金
目
川
上
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室
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水
無
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四
十
八
瀬
川  
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７－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防管理団体水防実施状況報告書 

年    月    日 

㊞ 

第１号様式 

（作成責任者） 

（注） １ 水防を行った箇所ごとに作成すること。 

２ 箇所ごとの報告書に集計表を添付して３部水防支部長に提出すること。 

３ 集計表は本様式を利用し、水防実施箇所欄には箇所数のみ記入すること。 

４ 管内図（1/5,000以上）を添付し、はんらん区域及び実施箇所を明示すること。 

５ はんらん区域ごとに、床上戸数、床下戸数、はんらん面積を記入すること。 
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７－６ 

    第２号様式（その１） 

水  防  警  報 

 

 

水防団待機水位＝    ｍ   はん濫注意水位＝    ｍ  避難判断水位＝    ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 待 機 ・ 準 備 ・ 出 動 ・ 解 除 

発表河川  基準水位観測所  第   号 

日時 平成  年  月  日  時  分          平塚土木水防支部発表 

番号 発  表  内  容 

１ 

 

         ① 流域 

         ② 地点  の雨量は、  日  時  分 までに   ｍｍです。 

 

２ 
 

            の水位は、  日  時  分 現在   ｍです。 

３ 

                           ③ を上回りました。 

             ① 水防団待機水位     ④ を上回る恐れがあります。 

         では、 ② はん濫注意水位     ⑤ 程度です。 

                           ⑥ を下回る見込みです。 

４ 

              ① 待機 

水防管理者は、水防機関を  ② 準備    させて下さい。 

              ③ 出動 

５ 水防管理者は、水防機関の巡視員を現地に残し、水防機関を待機させて差支えありません。 

６ 水防警報を解除します。 

７             の水位は、  日  時 には、    ｍ程度と予想されます。 

８ 
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 ７－７ 

第２号様式（その２） 

水    防    警   報 

種 類 指 示 ・ 情 報 

発表河川  基準水位観測所  第   号 

日時 平成  年  月  日  時  分        平塚土木水防支部発表 

番号 発  表  内  容 

１ 

 

         ① 流域 

         ② 地点  の雨量は、  日  時  分 までに   ｍｍです。 

２ 
 

            の水位は、  日  時  分 現在   ｍです。 

３ 

                      

① はん濫注意水位  ③ に達し     

       の水位は、  日  時  分に                   ④ を超え   ました。 

                       ② 最高水位  ｍ   ⑤ を下回り 

４ 

             

① 1時間に    ㎝程度上昇して 

      の水位は、 ② 平衡状態が続いて         います。 

            ③ 1時間に    ㎝程度下がって 

５ 
 

        の水位は、  日  時に   ｍ程度と予想されます。 

６ 

                     

① はん濫注意水位  ③ に達し     

上流     の水位は、  日  時  分に                   ④ を超え   ました。 

                       ② 最高水位  ｍ   ⑤ を下回り 

    

７ 

                    

                   ⑤漏水 ⑥亀裂 ⑦深掘れ 

         ①堤防        ⑧堤防斜面崩れ ⑨護岸崩壊    ⑭する恐れがあります. 

     地先の ②堤防の居住側 に  ⑩堤防の決壊 ⑪越水       が発生 ⑮しました。 

         ③無堤地       ⑫浸水 ⑬       

                 

８ 水防管理者は、水防機関に厳重な警戒をさせて下さい。 

９ 水防管理者は、水防機関の出動体制を強化し、水防工法を行わせてください。 

10 
 

                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  消     防 
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８－１ 

 

 

 

 

 

 

消防ポンプ車等所有自衛消防隊一覧表  

番

号 

名 称 ポンプ車 
水槽付 
ポンプ車 

小型動力 
ポンプ 

所 在 地 

１ 
(株)日立製作所 ｼｽﾃﾑ＆ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ

統括本部 神奈川事業所 
１ ２ ２ 秦野市堀山下１ 

２ 日鍛バルブ㈱本社工場 

    

１ 〃 曽屋518 

３ 
㈱コベルコマテリアル 

銅管秦野工場 
１  １ 

 

〃 平沢65 

４ 京セラ㈱神奈川秦野工場 
    

１ 〃 曽屋1204 

５ ㈱ティラド秦野製作所 

    

１ 

 

〃 曽屋937  

６ 日産車体㈱秦野事業所  

 

２ 〃 堀山下223 

７ ㈱トープラ秦野工場 

  

１ 〃 曽屋201 

８ ＤＣＭくろがねや㈱渋沢店 
  

１ 〃 堀川625 

９ 共同薬品㈱秦野工場  

 

１ 
〃 菩提133－5 

１０ 共同薬品㈱丹沢工場  

 

１ 
〃 菩提156－1 

１１ 秦野市役所  

 

１ 
〃 桜町1－3－2 

１２ 
社会福祉法人かしの木会 くず葉学

園 
 

 

１ 
〃 菩提2058－2 

計 

  

２ ２ １４ 

  

 
（令和２年４月１日現在） 
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別表１ 

消 防 力 の 現 況 ( 常 備 消 防 ) 

（令和２年４月 1日現在） 

    区 

 

     分 

 

  本 

地  部 

域  署 

別   別 

本部署別 人 員 車        両 水 利 

消

防

本

部 

本

署 

分

署 

合

計 

内訳 

車

両

合

計 

小

計 

ポンプ車 

小

計 

特殊車 

小

計 

その他 

計 

防

火

水

そ

う 

消

火

栓 

プ

ー

ル

・

池

等 

日

勤 

隔

日 

普

通

車 

水

そ

う

車 

化

学

車 

救

助

車 

は

し

ご

車 

屈

折

は

し

ご

車 

救

急

車 

指

令

車 

指

揮

車 
広

報

車

等 

本町  消 防 本 部 1   45 31 14 7          7 1  6 
544 205 330 9 

本 署  1  57 9 48 11 2 1 1 5  1 １  3 4  1 3 

南 南 分 署    1 22  22 4 1 1  2 1    1 1   1 568 210 347 11 

東 ( 本 署 )                     315 106 204 5 

北 （ 〃 ）                      327 141 184 2 

大根  

大 根 分 署   1 22  22 3 1 1  １     １ 1   1 
608 222 376 10 

鶴 巻 分 署   1 22  22 5 2 2  2    １ １ 1   1 

西 西 分 署    1 30  30 5 2 1 1 １     １ 2   1 699 204 485 5 

上 （ 〃 ）                      130 47 82 1 

計 1 1 4 198 40 158 35 8 6 2 11 1 1 1 1 7 16 1 1 13 3,191 1,140 2,008 43 

８
―
２
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別表２ 

消 防 力 の 現 況  （ 非 常 備 消 防 ） 

（令和２年４月１日現在） 

区 

 

分 
     本 
      部 
       分 
        団 
         別 

団

本

部 

分

団 

部 

人     員 人    員 

計 

階      級 

計 

消

防

ポ

ン

プ

自

動

車 
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車 

多
機
能
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車 

団

長 

副

団

長 

分

団

長 

副

分

団

長 

班

長 

団

員 

本町 

団 本 部  1   6 1 2 3        

第 １分 団  1 8 77   1 1 8 67 8  7 1 

南 第 ２分 団  1 6 62   1 1 6 54 6 1 5  

東 第 ３分 団  1 5 48   1 1 5 41 5 1 4  

北 第 ４分 団  1 3 34   1 1 3 29 3 1 2  

大根 第 ５分 団  1 4 45   1  4 40 4  3 1 

西 第 ６分 団  1 6 58   1 1 6 50 6 1 5  

上 第 ７分 団  1 4 46   1 1 4 40 4 1 3  

計 1 7 36 376 1 2 10 6 36 321 36 5 29 2 

８
―
３
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域 
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別表３ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 震 防 災 応 急 対 策 、 非 常 災 害 時 各 部 隊 編 成 

 

 

 

（組織図） 

 

消防部長

（消防長） 

署警備班 

（消防署長） 

団警備班 

（消防団長） 

団本部 

（団本部員） 

警防班 

（警防課長） 

警防担当 

地域消防担当 

総務班 

（消防総務課

長） 

庶務担当 

施設厚生担当 

予防班 

（予防課長） 

 

予防危険物担当 

 

情報指令班 

（情報指令課長） 

情報指令第一担当 

情報指令第二担当 

警備第一課 

警備第二課 

第１分団 

第２分団 

第３分団 

第４分団 

第５分団 

第６分団 

第７分団 

 

消防管理担当 

救急救命担当 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９  条例、要綱、規程等 
 



資－171 

 

 

９－１ 

 

秦 野 市 災 害 対 策 本 部 条 例 

                                 （昭和39年 3月31日条例第28号） 

 

 （趣 旨） 

第 １ 条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第223号）第23条の２第８項の規定により秦野市災害

対策本部に関し必要な事項を定める。 

 （組 織） 

第 ２ 条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。 

 （ 部 ） 

第 ３ 条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 （現地災害対策本部） 

第 ４ 条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本

部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（委 任） 

第 ５ 条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成8年 6月 24日条例第19号）抄 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年7月24日条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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９－２ 

 

秦 野 市 災 害 対 策 本 部 要 綱 

（昭和 39年 3月31日施行） 

 （趣 旨） 

第 １ 条 この要綱は、秦野市災害対策本部条例（昭和 39年秦野市条例第28号）に基づき設置される秦野市災

害対策本部（以下｢本部｣という。）の組織及び運営について必要な事項を定める。 

 （組織及び業務） 

第 ２ 条 本部の機構及び分担業務は、別表第１及び別表第２のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害対策上特別の必要があると本部長が認めるときは、本部の機構及び分担業務

を別に定めることができる。 

第 ３ 条 部に部長等（以下｢部長｣という。）を、班に班長を置く。 

２ 部長及び班長は、別表第２の部長の欄及び班長の欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

第 ４ 条 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 班員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。 

 （本部会議） 

第 ５ 条 本部長は、災害対策についての重要な指示又は総合調整を行うため必要があるときは、本部会議を招

集する。 

２ 本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監、副危機管理監、危機管理監補及び本部員をもって構成する。 

３ 本部員は、部長をもって充てる。 

 （本部連絡員） 

第 ６ 条 本部に本部連絡員を置き、部長が所属班員のうちから指定する。 

２ 本部連絡員は、本部室において服務し、所属部班との連絡をとり、所属部班に関する被害及び災害対策活動

に関する情報並びに資料の整理等の事務に従事する。 

 （非常配備の基準及び編成計画等） 

第 ７ 条 本部は、災害の発生を回避し、及び災害の拡大を防止するため、迅速かつ強力な非常配備体制を整え

るものとする。 

２ 非常配備体制の種別及び内容の基準は、次のとおりとする。 

 (1) 大雨、台風等の風水害の配備体制は、秦野市地域防災計画（風水害等災害対策計画）第３章第１節組織計

画の配備基準による。 

 (2) 地震災害の配備体制は、秦野市地域防災計画（地震等災害対策計画）第３章第２節職員動員計画の配備基

準による。 

３ 非常配備体制は、次のとおりとする。 

 (1) 大雨、台風等の風水害の配備体制は、１号配備及び２号配備並びに鶴巻現地災害対策本部の配備とし、職

員配備動員は、秦野市地域防災計画（風水害等災害対策計画）第３章第２節職員動員計画の班員動員計画に

よる。 

(2) 地震災害の配備体制は、震度階級別に定め、前項第２号のとおりとする。 
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４ 職員動員状況の報告は、職員動員報告書（第１号様式）により行う。 

 （１号配備下の活動） 

第 ８ 条 １号配備下における活動は、次のとおりとする。 

 (1) 部長は、所掌事務に係る情報を収集したときは、 

次の事項を行い、防災体制を整える。 

  ア 災害の現況等を所属職員に周知させ、別に定める配備編成計画に基づき、あらかじめ指定した非常配備

要員を警戒体制に就かせる。 

  イ 装備、物資、機材、設備等を整備点検し、必要に応じて事前に処置を行う。 

  ウ 関係部及び関係機関との連絡を密にし、協力体制を強化する。 

 (2) 本部事務局長は、他の部長と連絡を密にするとともに、災害情報等から客観情勢を判断し、随時本部長に

報告する。 

 （２号配備下の活動） 

第 ９ 条 本部長が２号配備を命じたときは、部長は、災害対策活動に全力を集中するとともに、その活動状況

を随時本部長に報告するものとする。 

 （震度階級別の活動） 

第 10 条 震度階級別における活動は、秦野市地域防災計画（地震等災害対策計画）第３章第２節職員動員計画

のとおりとする。 

 （地区配備隊の活動） 

第 11 条 地区配備隊には、大規模地震発生の際各地区ごとの情報収集及び情報の受伝達並びに避難所等の初

期対応に従事するため、地域性を考慮した職員を次のとおり配備するものとする。 

 (1) 地区配備隊の機構及び分担業務は、別表第３及び別表第４のとおりとする。 

 (2) 地区配備隊の配備動員の基準は、秦野市地震等災害対策計画第３章第１節組織計画及び第２節職員動員計

画の配備基準による。 

２ 前項の規定にかかわらず、地震防災応急対策上特別の必要があると本部長が認めるときは、地区配備隊の機

構及び分担業務を別に定めることができる。 

 （非常体制の開始及び解除） 

第 12 条 非常体制の開始及び解除は、本部長が命じる。 

 （災害対策連絡票等） 

第 13 条 災害対策に関する本部長の命令、指示等を部班に連絡するとき、又は部班から本部長に報告するとき

は、すべて災害対策連絡票（第２号様式）に記載して行う。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話によ

り行うことができる。 

２ 気象通報の受信及び伝達は、情報等受信原簿（第３号様式及び第３号様式の２から５まで）に記載して行う。

ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話により行うことができる。 

３ 被害状況の報告は、被害状況等報告（第４号様式及び第４号様式の２）に記載して行う。 

 （緊急参集等） 

第 14 条 別に定める配備編成計画に基づき非常配備要員に指定された職員は、勤務時間外、休日等において、

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあると判断したときは、直ちに所属部班に参集し、又は所属部班 

に連絡をとり上司の指示を受けるものとする。 
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２ 前項に掲げる職員は、災害時においては、自から進んで所属部班に参集し、又は上司の指示を受けられるよ

うテレビ、ラジオニュース等の災害報道の聴取に努めるものとする。 

（雑 則） 

第 15 条 本部の庶務は、防災主管課が行う。 

附 則 

この要綱は、昭和39年3月 31日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、昭和42年10月19日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、昭和57年11月24日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和58年11月28日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和59年12月4日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和61年2月 17日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和63年12月19日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成元年8月 4日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成6年 4月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成7年 8月 10日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成13年4月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成15年4月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成16年4月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成17年4月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成19年4月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成31年4月 1日から施行する。 
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９－３ 

別表第１（第２条関係） 

秦 野 市 災 害 対 策 本 部 の 機 構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                地区配備隊 

 

本 部 長 

（市 長） 

 

副 本 部 長  

－担任の副市長 

－他の副市長 

－教育長 

 

本部事務局────防災班 

        地域安全班 

 ──政 策 部─── 

 ──総 務 部─── 

 ──くらし安心部 

 ──文化スポーツ部 

 ──福 祉 部─── 

 ──こども健康部── 

 ──環境産業部 

 ──建 設 部─── 

 ──都 市 部─── 

 ──会 計 部─── 

 ──上下水道部─── 

 ──教 育 部─── 

 ──消 防 部─── 

 ──協 力 部─── 

各 班 

危機管理監 

(くらし安心部長) 
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別表第２（第２条及び第７条関係） 

秦 野 市 災 害 対 策 本 部 組 織 表 

 本 部 長（市長） 

 副本部長（副市長又は教育長） 

（本部事務局） 

名  称 局  長 班 分  担  事  項 

事 務 局 防 災 課 長 
防 災 班 

１ 災害対策本部の庶務に関すること。 

２ 各部からの被害報告及び記録の取りまとめに関すること。 

３ 県本部及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

４ 気象予報、警報及び情報の取りまとめに関すること。 

５ 本部職員の被服等に関すること。 

６ 自衛隊の出動要請に関すること。 

７ 各部との連絡調整に関すること。 

８ その他部班の所管に属さないこと。 

地 域 安 全 班  特命事項に関すること。 

 

（部・班） 

部 部 長 班 班  長 分  担  事  項 

政 

 

策 

 

部 

政 策 部 長 

総 合 政 策 班 総合政策課長 

１ 市内の電気及び通信施設の状況把握に関すること。 

２ 部内の連絡及び調整に関すること。 

３ 特命事項に関すること。 

行 政 経 営 班 行政経営課長  特命事項に関すること。 

財 政 班 財 政 課 長 
１ 災害関係予算に関すること。 

２ 部内の連絡調整に関すること。 

広 報 広 聴 班 広報広聴課長 
１ 災害広報活動の調整及び実施に関すること。 

２ 報道機関との連絡調整に関すること。 

秘 書 班 秘 書 課 長 

１ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２ 見舞等のための来庁者の接遇に関すること。 

３ 本部長事務局の援助協力に関すること。 

 

 

 

 

 

総

務

部 

 

 

 

 

 

 

総 務 部 長 

文 書 法 制 班 文書法制課長 
１ 法律相談、法令審査等に関すること。 

２ 被災状況等の記録保存に関すること。 

人 事 班 人 事 課 長 

１ 職員の動員に関すること。 

２ り災職員の調査等に関すること。 

３ 他の地方公共団体の職員派遣要請及びその身分取扱いに関 

すること。 

４ 職員の健康管理に関すること。 

５ 本部職員の給食に関すること。 

財 産 管 理 班 財産管理課長 

１ 職員及び来庁者に対する安全確保に関すること。 

２ 庁内放送に関すること。 

３ 庁舎の自営警備及び電気通信施設の保全に関すること。 

４ 市庁舎の被害調査及び応急対策に関すること。 

５ 他部の所管に属さない市有財産（普通財産）の被害調査 

及び応急対策に関すること。 

６ 本部用車両の確保及び運転に関すること。 

７ 緊急輸送計画に関すること。 

情報システム班 情報システム課長 
１ 電算室各端末装置等の復旧に関すること。 

２ 特命事項に関すること。 
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契 約 検 査 班 契約検査課長 
１ 災害関係諸物品（救援物資を除く。）の調達に関すること。 

２ 特命事項に関すること。 

市 民 税 班 市 民 税 課 長 
１ 災害に係る市民税等の減免に関すること。 

２ 特命事項に関すること。 

資 産 税 班 資 産 税 課 長 

１ り災に係る宅地建物の被害調査及び固定資産税等の減免に

関すること。 

２ 特命事項に関すること。 

債 権 回 収 班 債権回収課長 
１ 災害に係る市民税等の徴収猶予等に関すること。 

２ 災害応急対策に必要な特命事項に関すること。 

く

ら

し

安

心

部 

 

 

くらし安心

部   長 

市 民 活 動 

支 援 班 

市 民 活 動 

支 援 課 長 

１ 自治会組織との連絡調整に関すること。 

２ 秦野市社会福祉協議会及び災害ボランティアとの連絡調整に

関すること。 

３ 部内の連絡及び調整に関すること。 

４ 特命事項に関すること。 

戸 籍 住 民 班 戸籍住民課長 
１ り災証明に関すること。 

２ 特命事項に関すること。 

市 民 相 談 

人 権 班 

市 民 相 談 

人 権 課 長 

１ 市民の相談に関すること。 

２ ほうらい会館の被害調査及び応急対策に関すること。 

文

化

ス

ポ

｜

ツ

部 

文化スポーツ

部    長 

生 涯 学 習 班 
生 涯 学 習 

課 長 

１ 文化財の保護及び応急対策に関すること。 

２ 公民館等の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 公民館等の避難所開設及び運営に関すること。 

４ 部内の連絡調整に関すること。 

ス ポ ー ツ 

推 進 班 

ス ポ ー ツ 

推 進 課 長 
１ スポーツ施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

文 化 振 興 班 文化振興課長 
１ 文化施設等の来場者の避難誘導に関すること。 

２ 文化施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

図 書 館 班 図 書 館 長 
１ 図書館の来館者の避難誘導に関すること。 

２ 図書館の被害調査及び応急対策に関すること。 

福 

 

祉 

 

部 

福 祉 部 長 

地 域 共 生 

推 進 班 

地 域 共 生 

推 進 課 長 

１ 災害救助法の運用に関すること。 

２ 保健福祉センターの被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 応急救助物資及び義援金品の受領及び配分計画に関するこ

と。 

４ 日赤活動との連絡及び協調に関すること。 

５ 部内の連絡及び調整に関すること。 

生 活 援 護 班 生活援護課長 
１ 遺体の保存及び埋設に関すること。 

２ 特命事項に関すること。 

高 齢 介 護 班 高齢介護課長 

１ 災害時要配慮者支援に関すること。 

２ 広畑ふれあいプラザ及び老人いこいの家の被害調査及び応

急対策に関すること。 

３ 指定居宅サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所並び

に介護保険施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

４ 協定施設との調整及び協働に関すること。 

障 害 福 祉 班 障害福祉課長 

１ 災害時要配慮者支援に関すること。 

２ 身体障害者施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 知的障害者及び知的障害児施設の被害調査及び応急対策に

関すること。 

４ 福祉避難所の開設及び運営に関すること。 
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国 保 年 金 班 国保年金課長 

１ 国民健康保険税の減免に関すること。 

２ 災害による身分証明書類の紛失に伴う保険証の発行に関す

ること。 

こ

ど

も

健

康

部 

こども健康 

部 長 

子育て総務班 子育て総務課長 

１ 要保護児童の把握及び措置に関すること。 

２ 助産に関すること。 

３ 部内の連絡調整に関すること。 

保 育 

こ ど も 園 班 

保 育 

こども園課長 

１ 児童福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 応急保育対策に関すること。 

こ ど も 家 庭 

支 援 班 

こ ど も 家 庭 

支 援 課 長 

１ 医療救護活動に関すること。 

２ 要保護児童の把握と対応に関すること。 

こども育成班 こども育成課長 
１ 児童厚生施設等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 児童厚生施設等の避難所開設及び運営に関すること。 

健康づくり班 健康づくり課長 

１ 応急救護及び医療入院に関すること。 

２ 医療救護活動に関すること。 

３ 医療薬品の確保及び器材の整備に関すること。 

環 

 

境 

 

産 

 

業 

 

部 

環境産業部長 

環 境 共 生 班 環境共生課長 

１ 林道、山林等の被害調査及び応急対策に関すること 

２ 林業関係の被害調査に関すること。 

３ 部内の連絡調整に関すること。 

４ 特命事項に関すること。 

環 境 資 源 

対 策 班 

環 境 資 源 

対 策 課 長 

１ 清掃その他環境衛生の保持に関すること。 

２ 清掃工場及びし尿処理場の状況把握に関すること。 

３ 災害廃棄物の処理等に関すること。 

生 活 環 境 班 生活環境課長 

１ 有害物質の安全確保及び指導に関すること。 

２ 公害防止施設の被害調査に関すること。 

３ し尿処理場の状況把握に関すること。 

４ 動物の死体処理及び害虫駆除に関すること。 

産 業 振 興 班 産業振興課長 

１ 食料、衣料、寝具、燃料その他生活必需品の調達に関すること。 

２ 商工関係の被害調査に関すること。 

３ 中小企業に対する災害融資に関すること。 

４ 工場、事業所等の被害調査に関すること。 

農 業 振 興 班 農業振興課長 

１ 農業関係の被害調査に関すること。 

２ 農業災害補償に関すること。 

３ 病害虫異常発生の防除に関すること。 

４ 農産物の種苗及び生産資材のあっせんに関すること。 

５ 家畜飼料のあっせんに関すること。 

６ 家畜伝染病の予防防疫に関すること。 

７ 家畜施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

８ 湛水防除施設の管理運営に関すること。 

 

 

産 業 政 策 班 産業政策課長 

１ 食料、衣料、寝具、燃料その他生活必需品の調達に関すること。 

２ 商工関係の被害調査に関すること。 

３ 中小企業に対する災害融資に関すること。 

４ 工場、事業所等の被害調査に関すること。 
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観 光 振 興 班 観光振興課長 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

都 

 

 

市 

 

 

部 

 

都 市 部 長 

まちづくり計画班 まちづくり計画課長 

１ 被災市街地復興推進地域の指定に関すること。 

２ 緊急復興方針の決定に関すること。 

３ 部内の連絡及び調整に関すること。 

都 市 整 備 班 都市整備課長 

１ 土地区画整理事業工事現場の被害調査及び応急対策に関する

こと。 

２ 特命事項に関すること。 

交 通 住 宅 班 交通住宅課長 
１ 鉄道、バス等の交通機関の運行状況に関すること。 

２ 特命事項に関すること。 

開 発 指 導 班 
開 発 指 導 課  

長 

１ まちづくり条例に基づく開発行為等に係る被害調査及び応急

対策の指導に関すること。 

２ 都市計画法に基づく開発行為等に係る被害調査及び応急対策

の指導に関すること。 

建 築 指 導 班 建築指導課長 

１ 工事中の建築物等に係る被害調査及び応急対策の指導に関す

ること。 

２ 応急危険度判定活動に関すること。 

公 共 建 築 班 公共建築課長 

１ 市有建築物の被害調査及び技術的指導に関すること。 

２ 応急対策に要する建築機械器具、資材等の調達に関すること。 

３ 市有建築物の応急修理及び緊急処置の実施に関すること。 

４ 応急仮設住宅等の建設に関すること。 

建 

設 

部 

 

建 設 部 長 

建 設 総 務 班 建設総務課長 

１ 部内の協力に関すること。 

２ 特命事項に関すること。 

３ 部内の連絡調整に関すること。 

建 設 管 理 班 建設管理課長 

１ 緊急輸送路の確保に関すること。 

２ 応急対策に要する土木機械器具、資材等の調達に関すること。 

３ 道路、橋りょう等の被害調査及び応急対策に関すること。 

道 路 整 備 班 道路整備課長 土木関係施設の被害調査に関すること。 

公 園 班 公 園 課 長 

１ 都市公園及び緑地等の被害調査及び応急対策に関すること。 

２  部内の連絡調整に関すること。 

３  カルチャーパーク総合体育館の避難所開設及び運営 

に関すること。 

国 県 事 業 

推 進 班 

国 県 事 業 

推 進 課 長 

１ 国道及び県道の被害調査及び応急対策並びに関係 

機関との連絡調整に関すること。 

２ 国道及び県道に係る緊急輸送路の確保に関 

すること。 
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会 

計 

部 

会計管理者 会 計 班 会 計 課 長 

１ 義援金の受付及び保管に関すること。 

２ 災害時の緊急支払に関すること。 

３ 指定金融機関等の被害状況及び応急対策に関すること。 

上 

下 

水 

道 

部 

上下水道局

長 

経 営 総 務 班 経営総務課長 
１ 応急対策に要する機械器具及び資機材の調達に関すること。 

２ 部内の連絡調整に関すること。 

営 業 班 営 業 課 長 
１ 被災者に対する水道料金等の徴収猶予等に関すること。 

２ 特命事項に関すること。 

水 道 施 設 班 水 道 施 設 課 
１ 水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２ 水道の応急建設計画に関すること。 

下水道施設班 下水道施設課長 

１ 下水道施設の被害調査及び応急対策の関するこ 

 と。 

２ 下水道の応急復旧計画に関すること。 

３ 水防活動の総括に関すること。 

４ 鶴巻現地災害対策本部の運営に関すること。 

議
会
局 議会局長 議 会 班 議事政策課長 特命事項に関すること。 

教 

 

 

育 

 

 

部 

教 育 部 長 

教 育 総 務 班 教育総務課長 

１ 学校施設の管理等に関すること。 

２ 学校施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 学校及び施設利用者に対する安全確保の指示に関すること。 

４ 応急教育の実施に関すること。 

５ 部内の連絡調整に関すること。 

学 校 教 育 班 学校教育課長 

１ 通学園路の安全確認に関すること。 

２ 被災児童及び生徒に対する教科書及び学用品の給付に関

すること。 

３ 応急教育の実施に関すること。 

４ 被災児童及び生徒に対する保健給食対策に関すること。 

教 職 員 班 教 職 員 課 長 特命事項に関すること。 

教 育 指 導 班 教育指導課長  市立小・中学校及び幼稚園との連絡調整に関すること。 

教 育 研 究 班 教育研究所長  部内の協力に関すること。 

消 

 

防 

 

部 

消 防 長 

消 防 総 務 班 消防総務課長 

１ 消防施設等の点検・緊急措置に関すること。 

２ 消防職員の動員及び長期活動対策に関すること。 

３ 消防応急対策に係る資機材の調達・輸送・配分に関す

ること。 

警 防 班 警 防 課 長 

１ 消防活動全般の総括指揮に関すること。 

２ 消防活動状況の記録・集計に関すること。 

３ 消防団員の動員及び長期活動対策に関すること 

予 防 班 予 防 課 長 
１ 危険物等の監視警戒及び応急処置指導に関すること。 

２ 火災の原因及び損害の調査記録に関すること。 

情 報 指 令 班 情報指令課長 
１ 災害情報及び各種情報の受理伝達に関すること。 

２ 無線運用及び通信統制に関すること。 
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消 防 署 班 消 防 署 長 

１ 火災、水災等の警戒防御に関すること。 

２ 人命の救出及び救助並びに傷病者の応急手当及び搬送に関

すること。 

３ 避難命令の伝達、誘導及び広報に関すること。 

４ 災害情報の収集及び報告に関すること。 

５ 消防部隊の災害活動の調査記録に関すること。 

６ 火災によるり災証明に関すること。 
 
協 
 
力 
 
部 

農業委員会事

務局長 

農委事務局班 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
 特命事項に関すること。 

監査事務局長 
監 査 

事 務 局 長 
 特命事項に関すること。 

選管事務局班 
選挙管理委員 

会 事 務 局 長 
 特命事項に関すること。 
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９－４ 

別表第３（第 11条関係） 

地 区 配 備 隊 の 機 構 

 

○地区配備隊の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北小学校 

大根小学校 

災

害

対

策

本

部 

本 町 地 区 配 備 隊  

南 地 区 配 備 隊 

南が丘地区配備隊 

東 地 区 配 備 隊 

北 地 区 配 備 隊 

大 根 地 区 配 備 隊  

西 地 区 配 備 隊 

上 地 区 配 備 隊 

本町小学校 

南小学校 

南が丘小学校 

東中学校 

西中学校 

上小学校 

本 町 小 避 難 所 

本 町 中 避 難 所 

末 広 小 避 難 所 

南 小 避 難 所 

南 中 避 難 所 

総 合 体 育 館 避 難 所 

南 が 丘 小 避 難 所 

南 が 丘 中 避 難 所 

 

 

東 小 避 難 所 

東 中 避 難 所 

 

北 小 避 難 所 

北 中 避 難 所 

大 根 小 避 難 所 

大 根 中 避 難 所 

広 畑 小 避 難 所 

鶴 巻 小 避 難 所 

鶴 巻 中 避 難 所 

西 小 避 難 所 

西 中 避 難 所 

渋 沢 小 避 難 所 

渋 沢 中 避 難 所 

堀 川 小 避 難 所 

上 小 避 難 所 

 

鶴 巻 地 区 配 備 隊  

鶴巻中学校 
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９－５ 

別表第４（第 11条関係） 

地 区 配 備 隊 の 業 務 

 

１ 地区配備隊の構成 

 (1) 隊長及び副隊長 

 (2) 無線班 

 (3) 情報収集班  本町、南、南が丘、大根、鶴巻、西、東、北、上 

 (4) 避難所班（23か所の避難所に配置） 

 (5) 貯水槽班  本町小、末広小、南小、南が丘小、総合体育館、東小、北小、鶴巻小、大根中、西中、堀川

小、上小、渋沢小、広畑小（避難所班兼任有） 

２ 地区配備隊の役割 

 (1) 隊長及び副隊長 

  ア 災害発生時の前線基地として、地区内を総括し、災害対策本部との連絡調整を行う。 

  イ 隊員の出動状況を災害対策本部（本部事務局長）へ報告を行う。 

  ウ 自主防災会本部との連絡調整を行う。 

  エ アマチュア無線クラブとの連絡調整を行う。 

  オ 避難所管理責任者との連絡調整を行う。 

  カ 防災備蓄倉庫を開く。 

  キ 隊員の連絡網を作成する。 

 (2) 無線班 

  ア ＭＣＡ無線により情報の受伝達を行う。 

  イ 災害時優先電話により情報の受伝達を行う。 

 (3) 情報収集班 

  ア 道路網の遮断を考慮し、オートバイ及び自転車（地区備蓄倉庫に備蓄）を利用した情報収集活動を行う。 

  イ 各地区の被害状況を調査（道路の破損、水道管の破裂、人的被害状況等）する。 

  ウ 被害状況を携帯電話（地区備蓄倉庫に備蓄）により地区配備隊本部に報告する。 

  エ 発災から３日程度情報収集活動を行い、その後、災害対策本部と調整し、必要な部署において従事する。 

 (4) 貯水槽班（本町小、末広小、南小、南が丘小、東小、鶴巻小、堀川小、大根中、西中、総合体育館、北小、

渋沢小、広畑小、上小） 

  ア 貯水槽を操作して、避難者に給水を行う。 

  イ 貯水槽セット後は、必要人員を残し避難所班として従事する。 

  ＜操作方法＞ 

   ・倉庫から止水棒と手押しポンプを取り出す。 

   ・止水栓を開閉する。 

   ・マンホールを開け手押しポンプを設置する。 
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 (5) 避難所班 

  ア 広域避難場所の開設（小中学校校庭・運動公園） 

   (ｱ) 広域避難場所としての施設の安全性の確認を行う。 

   (ｲ) 防災備蓄倉庫を開き、必要な資機材の設置を行う。 

   (ｳ) 広域避難場所の本部となるテント設営を行う。 

   (ｴ) 各自主防災会ごとの避難人員の報告の取りまとめを行う。 

   (ｵ) 避難人員を地区配備隊本部に報告する。 

  イ 避難所の開設（小中学校体育館等・総合体育館） 

   (ｱ) 学校の避難所従事者と協力し、避難所等の運営を実施する。 

   (ｲ) 応急危険度判定士の判定結果後避難所を開設する。 

   (ｳ) 広域避難場所から避難所施設まで被災者を誘導する。 

   (ｴ) 地区配備隊本部に避難者数を報告する。 

     ｢避難所収容者世帯別名簿報告書｣、「避難所設置及び収容状況」を作成し、災害対策本部に報告（地

域防災計画資料編参照）する。 

   (ｵ) 防災備蓄倉庫から毛布、生活用品等の必要なものを取り出し、避難者に配布する。 

   (ｶ) 避難者及び自主防災会と協力し、トイレの組立てを行う。 

   (ｷ) 給水活動 

    ａ 貯水槽がないところは、給水車でウォーターバルーンに貯水し、給水を行う。 

    ｂ 最悪の場合は、ろ水機を使いプールから給水活動を行う。 

   (ｸ) 災害対策本部等からの情報を避難者に提供する。 

   (ｹ) 災害ボランティアの対応を行う。 

   (ｺ) 物資の受取りと配布を行う。 

   (ｻ) 食事の提供を行う。 

   (ｼ) その他避難所に関することを行う。 
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９－６ 

 

 第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

職 員 動 員 報 告 書（    号配備） 

                                       年  月  日 

 

              様 

 

                       部長班名                 

                       班 長 名                 

 内    容 人    員 

班  の  現  況 

班 内 職 員 数   

現 在 の 動 員 数  

未 配 備 人 員   

動   員   者 

氏       名 

氏    名 氏    名 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

従 事 し て い る 

主 な 業 務 内 容 
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９－７ 

 

 第２号様式 

 

災 害 対 策 連 絡 票 
 

受
信 

日  時      月     日  ＡＭ・ＰＭ    時    分 受 信 者 

通 報 者 住所          氏名      ＴＥＬ       

届 

出 

内 

容 

災害場所  明細地図   東部・西部 

 

 

 

 

 

 

 

調 

査 

状 

況 

 

 

 

 

 

 

 

処 
 

理 
 

状 
 

況 
 

 

 

 

 

 

 

処 理 者          課 処理者 

 ・連絡票に明細地図を添付し、災害場所に赤丸をつけてください。 

 ・各課への連絡には、この用紙を使うようにしてください。 

 ・処置対応が終了したら、この連絡票を災害対策本部に提出してください。 
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９－８ 

 

第３号様式 

警 報 ・ 注 意 報 発 表 用 紙 

 

                         横浜地方気象台  担当者           

警 

報 

暴 風 雪 大 雨 洪 水 暴 風 大 雪 波 浪 高 潮 

       

注
意
報 

大雨 大雪 風雪 雷 強風 波浪 洪水 高潮 濃霧 乾燥 低温 霜 着雪  

              

  全＝神奈川県全域に発表  東＝東部に発表  西＝西部に発表  海＝沿岸の海域に発表 

 発表  切替  解除    年  月  日  時  分 横浜地方気象台発表 

見出し警告文《                                       

（警報のみ）                                        

                                       》 

 

 

 

 

 

 

量 
 

的 
 

予 
 

想 
1 雨 

     時間雨量                mm        mm 

これから         までの雨量       mm        mm 

降り始めから      までの総雨量       mm        mm 

2 雪 
これから        までの降雪の深さ     ㎝        ㎝ 

積雪                       ㎝        ㎝ 

3 風 風向          最大風速 陸上     ｍ 海上      ｍ 

4 波浪 波の高さ（有義波高）       東京湾    ｍ 相模湾     ｍ 

5 高潮 横浜港の最高潮位         時頃、東京湾平均海面上      ｍ 

6 濃霧 見通し      陸上      ｍ以下    海上      ｍ以下 

7 乾燥 実効湿度      ％以下   最小湿度      ％以下 

8 低温 最低気温      ℃以下 

警
戒
事
項 

１ 河川の増水 ２ 河川の氾濫 ３ 低地の浸水 ４ 山崩れ・崖崩れ 

５ 落雷 ６ 突風 ７ 強風 ８ 高波 ９ 高潮 

10 塩風 11 早霜、おそ霜 12 農作物の凍結 13 水道の凍結・破損 

14 路面の凍結・スリップ 15 電線の着雪 16 火の元 17   に注意 
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９－９ 

 

第３号様式の２ 

情 報 等 受 信 原 簿 

 

                          に関する情報第    号 

                         年  月  日  時  分 横浜地方気象台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  担当者             
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９－10 

 

第３号様式の３ 

              年台風第   号に関する情報  第  号 

                       年  月  日  時  分 横浜地方気象台発表 

 

 

 

 

             台風 第   号の中心は   日   時には、          の 

北緯   度   分、東経    度   分にあって、１時間におよそ      キロのはやさで 

       に進んでいます。 

中心気圧は       ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は      メートルで、 

中心から   側   キロ、   側   キロ以内では風速２５メート以上の暴風になっています。 

また、中心から   側   キロ、   側   キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いてい

ます。 

 この台風の   日   時の推定位置は、                       です。 

 

 台風の中心は、このあと   日   時には、                       の北緯   

度   分、東経   度   分を中心とする半径   キロの円内に達する見込みです。 

この円の中心から   側   キロ､   側   キロ以内では暴風域に入る恐れがあります。 

 さらに、台風の中心は   日   時には、                        の 

北緯   度   分、東経   度   分を中心とする半径   キロの円内に達する見込みです。 

この円の中心から   側   キロ､   側   キロ以内では暴風域に入る恐れがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今後の警報・注意報及び台風情報に注意し十分に警戒してください。 

                                 担当者           

        台風 第   号が接近しています。 

現在、神奈川県には        警報と        注意報を継続中です。 
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９－11 

 

第３号様式の４ 

              年台風第   号に関する情報  第  号 

                       年  月  日  時  分 横浜地方気象台発表 

 

 

 

 

  台風 第   号の中心は   日   時には、                    の 

北緯   度   分、東経   度   分にあって、１時間におよそ     キロのはやさで 

      に進んでいます。 

 

  台風の接近に伴い、          が強くなりますので、 

河川の増水・はんらん、低地の浸水、山崩れ、崖崩れなどに対する警戒が必要です。 

海上は                                           

台風の接近と満潮の時間が重なるので高潮や高波には厳重に警戒してください。 

 

  神奈川県    では風が強くなっており、    時現在    メートル前後の風が吹いています。 

  神奈川県                          では断続的に強い雨が降っています。 

    日   時から   日   時までの雨量は、    で   ミリになったのをはじめ、 

                       では、   ミリから   ミリになっています。 

  また、     では   時から   時までの１時間に   ミリの強い雨が降っています。 

 

  神奈川県では、         から         かけて       の風がつよくなり、 

  最大風速は、    陸上で    から    メートル、海上で    から    メートル 

  最大瞬間風速は、陸上で     から     メートル、海上で    から    メートル、 

  雨は、         、所により１時間    ミリ、３時間    ミリを超す強い雨が降り、 

  これから       までの雨量は    から    ミリ、多い所で    から    ミリ 

  降り始めから     までの総雨量は    から    ミリ、多い所で    から    ミリ 

  波の高さは、東京湾で    メートル、相模湾で    メートルとなる見込みです。 

  横浜港では   日   時頃、東京湾平均海面上    センチ以上の高潮の起こる恐れがあります。 

  横浜港の満潮時刻は   日   時   分、   日   時   分です。 

 

  今後の警報・注意報及び台風情報に注意し十分に警戒してください。 

                                 担当者           

        台風 第   号 

現在、神奈川県には        警報と        注意報を継続中です。 
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９－12 

 

第３号様式の５ 

神 奈 川 県 記 録 的 短 時 間 大 雨 情 報 

 

 

                       年  月  日  時  分 横浜地方気象台発表 

 

 

          時           で１時間     ミリ、３時間     ミリ、 

 

 

                      で１時間     ミリ、３時間     ミリ、 

 

 

                      で１時間     ミリ、３時間     ミリ、 

 

 

の強い雨を観測しました。 

 

 

   現在               警報を発表しています。厳重に警戒してください。 

 

 

 

 

                                 担当者            
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９－13 

 

第４号様式 

 

被 害 状 況 等 報 告 

 

                                     （秦野市 第   報） 

                           受信時刻     月   日   時現在 

                           発 信 者 

                           受 信 者 

 

  １ 災害の原因及び概況 

 

 

  ２ 災害発生の日時                月   日   時   分 

 

 

  ３ 災害発生場所又は地域 

 

 

  ４ 被害の状況 

 

 

  ５ 災害に対してとられた措置 

   (1) 災害対策本部設置の状況                   月  日  時  分設置 

   (2) 市（町村）のとった主な応急措置の状況 

   (3) 応援要請又は職員派遣の状況 

   (4) 災害救助法適用の状況 

   (5) 避難命令・勧告の状況 

                                 地区数     人員   人 

   (6) 消防機関の活動状況 

    ア 出動人員        消防職員        名 

                  消防団員        名 

                    計          名 

    イ 主な活動内容（使用した機材を含む） 
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９－14 

第４号様式の２ 

被 害 の 程 度 

市 町 村  区   分 被  害 

報告番号 

第        報 

 

（   月   日   時現在） 

田

畑

被

害 

田 
流出・埋没 ｈａ  

冠   水 ｈａ  

畑 
流出・埋没 ｈａ  

冠   水 ｈａ  

報告者名  

そ 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

他 
 
 
 
 

被 
 
 
 
 

害 

文 教 施 設 箇所  

区     分 被  害 病 院 箇所  

人

的

被

害 

死     者 人  道 路 箇所  

行 方 不 明 人  橋 り ょ う 箇所  

負

傷

者 

重   傷 人  河 川 箇所  

軽   傷 人  港 湾 箇所  

住 
 
 

家 
 
 

被 
 
 

害 

全     壊 

棟  砂 防 箇所  

世帯  清 掃 施 設 箇所  

人  崖 く ず れ 箇所  

半     壊 

棟  鉄 道 不 通 箇所  

世帯  被 害 船 舶 隻  

人  水 道 戸  

一 部 破 損 

棟  電 話 回線  

世帯  電 気 戸  

人  ガ ス 戸  

床 上 浸 水 

棟  ブロック塀等 箇所  

世帯   

 

 

人   

床 下 浸 水 

棟  り 災 世 帯 数 世帯  

世帯  り 災 者 数 人  

人  
火
災
発
生 

建     物 件  

非

住

家 

公 共 建 物 棟  危  険  物 件  

そ  の  他 棟  そ  の  他 件  
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区    分 被  害 
対

策

本

部 

市
町
村
災
害 

名 称  
公 立 文 教 施 設 千円  

農 林 水 産 施 設 千円  設 置 月  日  時  分 

公 共 土 木 施 設 千円  解 散 月  日  時  分 

その他の公共施設 千円   

小     計 千円  

そ 
 
 
 

の 
 
 
 

他 

農 産 被 害  千円  

林 産 被 害  千円  

畜 産 被 害  千円  

水 産 被 害  千円  

商 工 被 害  千円  

 

  

  

  

そ  の  他 千円  消防職員出動延人数 人  

被 害 総 額 千円  消防団員出動延人数 人  

備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 

 

 

 １ 災害発生場所 

 ２ 災害発生年月日 

 ３ 災害の種類概況 

 ４ 消防機関の活動状況 

 ５ その他（避難の勧告・指示の状況） 
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９－15 

被 害 の 分 類 認 定 基 準 

 

 人及び住家その被害程度の認定は、次の基準によるものとする。 

１ 人的被害については、次により区分して掲げるが、重軽傷者の別が把握できない場合は、とりあえず負傷者

として報告すること。 

 (1) 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが死亡したことが

確実なものとする。 

 (2) 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 

 (3) 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１か月以上

の治療を要する見込みのものとする。 

 (4) 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち１か月未満

で治療できる見込みのものとする。 

２ 住家被害 

 (1) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 

 (2) 「全壊」とは、住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合が 70％以上に達し

たもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が 50％以上に達した程度のも

のとする。 

 (3) 「大規模半壊」とは、住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合が 50％以上

70％未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が 40％以上 50％未満

のものとする。 

 (4) 「中規模半壊」とは、住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合が 30％以上

50％未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が 30％以上 40％未満

のものとする。 

 (5) 「半壊」とは、住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合が 20％以上 50％

未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が 20％以上 40％未満のも

のとする。 

 (6) 「準半壊」とは、住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の延床面積に占める損壊割合が 10％以上 20％

未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が 10％以上 20％未満のも

のとする。 

 (7) 「準半壊に至らない（一部損壊）」とは、住家の損壊、焼失、流失した部分の床面積の延床面積に占める

損壊割合が 10％未満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が 10％未

満のものとする。 

 (8) 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積

により一時的に居住することができないものとする。 

 (9) 「床下浸水」とは、床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 

３ 非住家被害 

 (1) 「非住家」とは、住家以外の建築物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。 
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   これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

 (2) 「公共建物」とは、例えば市役所庁舎、公民館、公立保育所その他の公用又は公共の用に供する建築物と

する。 

 (3) 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建築物とする。 

 (4) 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

４ その他の被害等 

(1) 「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能になったものとする。 

(2) 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

(3) 「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

(4) 「文教施設」とは、小学校、中学校、高校学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、こ

ども園、保育園及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

(5) 「道路」とは、道路法（昭和 27年法律第 180号）第２条第１項に規定する道路のうち、橋りょうを除い

たものをいう。 

(6) 「橋りょう」とは、道路を連絡するために河川・運河等の上に架設された橋長２メートル以上のものをい

う。 

(7) 「河川」とは、河川法（昭和 39年法律第 167号）が適用され、又は準用される河川はその他の河川又は

これらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護

することを必要とする河岸とする。 

(8) 「港湾」とは、港湾法（昭和 25年法律第 218号）第２条第５項に規定する水域施設、外かく施設、けい

留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

(9) 「砂防」とは、砂防法（明治 30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設、同法第３条の規定によって

同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の規定によって同法が準用される天然の河岸とす

る。 

(10) 「清掃施設」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条に規定する施設のうち最終処分場を除い

たごみ処理施設及びし尿処理施設とする。 

(11) 「崖崩れ」とは、自然がけ及び宅地造成に伴う人造崖の崩落・崩壊等により人及び建物に被害を及ぼし、

又は道路、交通等に支障を及ぼしたものをいう。ただし被害を与えなくても、その崩落・崩壊が 50立方メ

ートルを超えると思われるものは報告するものとする。 

(12) ｢鉄道不通｣とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

(13) 「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する船以外の船で、船体が没し航行不能になったもの及び

流失し所在が不明になったもの並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 

(14) 「水道被害戸数」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における

戸数とする。 

(15) 「電話被害」とは、通話不能となった電話の回線数とする。 

(16) 「電気被害戸数」とは、停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。 

(17) 「ガス被害戸数」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供

給停止となった時点における戸数とする。 

(18) 「ブロック塀被害戸数」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 
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(19) 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった

生計を一にしている世帯とする。 

例えば寄宿舎・下宿その他これに類する施設に宿泊する者で共同生活を営んでいるものについては、こ

れを一世帯として扱い、また同一家屋の親子・夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

(20) 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

(21) 「火災発生」とは、地震又は火山噴火に伴う火災発生件数とする。 
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５ 施設被害等 

 (1) 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

 (2) 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25年

法律第169号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設及び共同利

用施設とする。 

 (3) 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26年法律第 97号）による国庫負

担の対象となる施設をいい、具体的には、河川海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設及び道路とする。 

 (4) 「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例

えば庁舎、公民館、児童館、都市施設その他の公用又は公共の用に供する施設とする。 

 (5) 「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物の被害とする。 

 (6) 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

 (7) 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

 (8) 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 

６ その他 

  備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活動状況その他について簡

潔に記入するものとする。 
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地区 配備隊情 報収集班 用記録用 紙 

 

                       （     地区配備隊・情報収集班         ） 

月 日 発見時間 所 在 地 被 害 内 容 報 告 済 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

    地 区 本 部 

災害対策本部 

 ☆ ・所 在 地 住所及び目的地を記入する。 

   ・被害内容 被害の要点を記入する。 

   ・報 告 済 地区本部又は災害対策本部に報告した後、○印を記入する。 
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地区 配備隊無 線班用交 信記録用紙 

 

                         （     地区配備隊・無線班         ） 

月 日 受信時間 
情報収集班等・災害対策本部と交信記録 災害対策本部 

へ の 報 告 済 被 害 の 内 容 処 理 経 過 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ☆ ・被害内容 被害の要点を記入する。 

   ・処理経過 地区本部で処理できた経過を記入する。 

   ・報 告 済 災害対策本部に報告した後、○印を記入する。 



資－201 

 

９－18 

 

鶴 巻 現 地 災 害 対 策 本 部 設 置 要 領 

平成１９年４月１日施行  

平成２５年４月１日改正  

 

１ 設置趣旨 

  大雨による鶴巻地域の水害等に対応するため、必要に応じ現地対策本部を設置する。 

２ 組織及び主な業務 

  現地対策本部の組織及び業務は次のとおりとする。 

 (1) 組織図 

 

 (2) 主な業務 

  ア 地域のパトロール、状況把握及び関係機関への報告 

  イ 災害対策本部（防災本部）との連絡調整 

  ウ 被害状況の把握、応急対応及び協力部隊の要請 

  エ 地域住民への対応 
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３ 現地対策本部の活動 

 (1) 配備時期 

執務時間中に被害が予想される場合には、建設部長、上下水道局長、消防長、危機管理監の協議によ

り、現地対策本部を設置する。 

   また、執務時間外に被害が予想される場合には、本市と契約を締結している気象会社の支援指標に基づき、

レベル２が発表された時点で本部長、副本部長及び情報班長の協議により、設置を協議する。本部員につい

ては、前記協議により参集を決定する。 

 (2) 現地対策本部の活動 

  ア 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け２(2)の業務に従事する。 

  イ 現地対策本部の設置前から災害対策に従事していた者は、現地対策本部の設置後は現地対策本部長の特

別な指示があるまで、引き続き当該業務に従事するものとする。 

  ウ 現地対策本部長は、必要の都度災害対策本部長に地区配備隊等の派遣を要請するものとする。 

  エ ウにより派遣された者は、現地対策本部長の命により２(2)の業務に従事 
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秦 野 市 防 災 会 議 条 例 

（昭和39年 3月31日条例第 27号） 

 

 （趣 旨） 

第 １ 条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第223号）第16条第１項の規程により本市に設置する

秦野市防災会議（以下｢防災会議｣という。）について、同条第６項の規定によりその所掌事務、組織等の必要

な事項を定める。 

 （所掌事務） 

第 ２ 条  防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（委 員） 

第 ３ 条 防災会議の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 指定地方行政機関の職員 

 (2) 神奈川県の知事部局の職員 

 (3) 神奈川県警察の警察官 

 (4) 本市の職員 

 (5) 教育長 

 (6) 消防長及び消防団長 

 (7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の構成員 

(8) その他防災施策上市長が必要と認める者 

２ 前項の委員の定数は、35人以内とする。 

３ 第１項第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期

間とする。 

４ 前項の委員は、再任されることができる。 

 （会長及び職務代理者） 

第 ４ 条  防災会議の会長（以下「会長」という。）は、市長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（会 議） 

第 ５ 条  防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。 

２  会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３  会議において議決を要するときは、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するとこ 

 ろによる。 
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（専門委員） 

第 ６ 条  防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、神奈川県の職員、本市の職員、指定公共機関の職員、指定地方公共

機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 （委 任） 

第 ７ 条  この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項は、会長が 

防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和40年1月30日条例第2号） 

この条例は、秦野市消防本部等設置の日から施行する。 

附 則（平成4年3月9日条例第3号）抄 

（施行期日） 

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。 

附 則（平成11年12月21日条例第20号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成12年4月1日（以下「施行日という。」）から施行する。 

附  則（平成18年11月29日条例第44号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附  則(平成24年9月10日条例第16号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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秦 野 市 防 災 会 議 運 営 要 綱 

（昭和 40年 5月21日施行） 

 

（趣 旨） 

第 １ 条 この要綱は、秦野市防災会議条例（昭和39年秦野市条例第27号）に基づき設置される、秦野市防

災会議（以下「防災会議」という。）の運営について、必要な事項を定める。  

（会 議) 

第 ２ 条 防災会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 防災会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  

３ 防災会議の会議において議決を要するときは、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

（代理出席） 

第 ３ 条 委員は、やむを得ない事情により防災会議の会議に出席できないときは、代理者を出席させること

ができる。  

２ 前項の代理者は、その防災会議の会議において委員とみなすものとする。  

（幹事会の設置等） 

第 ４ 条 防災会議は、秦野市地域防災計画の実施に関する事務を円滑かつ効率的に推進するため、その下部

組織として秦野市防災会議幹事会（以下「幹事会」という。）を置く。  

２ 幹事会は、防災会議の委員(秦野市副市長を除く。)が属する機関等の職員等のうち、その委員が推薦する

者及び秦野市防災主管課長により組織する。  

３ 幹事会に座長を置き、秦野市防災主管課長を充てる。  

４ 幹事会の会議は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。  

５ 幹事の報償は、支給しない。  

（専決処分） 

第 ５ 条 会長は、緊急を要し、防災会議の会議を招集するいとまがないと認めるときその他やむを得ない事

情により防災会議の会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事項のうち軽易なものについ

て、専決処分することができる。  

２ 前項に定めるもののほか、会長は、機構改革に伴うもの及び字句、数字等の軽微な事項の修正その他の神

奈川県知事と協議を要しない事項について、専決処分することができる。  

３ 会長は、前２項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議の会議において、その旨を報告するも

のとする。  

（庶務） 

第 ６ 条 防災会議の庶務は、防災主管課が処理する。  
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附 則 

この要綱は、昭和40年５月 21日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成13年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成17年８月８日から施行する。  

附 則(平成 19年４月１日)  

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。  
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秦 野 市 防 災 会 議 委 員 名 簿 

№ 委     員 

１ ○ 秦 野 市 長  

２  秦 野 市 副 市 長  

３  秦 野 市 副 市 長  

４  秦 野 市 教 育 長  

５  東 京 神 奈 川 森 林 管 理 署 長  

６  関 東 農 政 局 神 奈 川 県 拠 点 総 括 農 政 推 進 官  

７  神 奈 川 県 湘 南 地 域 県 政 総 合 セ ン タ ー 所 長  

８  神 奈 川 県 平 塚 土 木 事 務 所 長  

９  神奈川県平塚保健福祉事務所秦野センター所長  

10  秦 野 警 察 署 長  

11  独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 神 奈 川 病 院 長  

12  秦 野 赤 十 字 病 院 長  

13  日 本 郵 便 ㈱ 秦 野 郵 便 局 長  

14  東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 神 奈 川 西 支 店 長  

15  東 京 電 力 パ ワ ー グ リ ッ ト ㈱ 小 田 原 支 社 長  

16  秦 野 ガ ス ㈱ 社 長  

17  小 田 急 電 鉄 ㈱ 秦 野 駅 長  

18  秦 野 伊 勢 原 医 師 会 副 会 長  

19  秦 野 伊 勢 原 歯 科 医 師 会 副 会 長  

20  秦 野 市 薬 剤 師 会 長  

21  秦 野 市 獣 医 師 会 長  

22  秦 野 市 社 会 福 祉 協 議 会 長  

23  秦 野 市 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会 長  

24  秦 野 商 工 会 議 所 会 頭  

25  秦 野 市 農 業 協 同 組 合 長  

26  神 奈 川 中 央 交 通 西 ㈱ 秦 野 営 業 所 長  
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27  神奈川県エルピーガス協会北相支部秦野部会長  

28  秦 野 青 年 会 議 所 理 事 長  

29  秦 野 市 自 治 会 連 合 会 長  

30  秦 野 市 地 域 婦 人 団 体 連 絡 協 議 会 長  

31  秦 野 ア マ チ ュ ア 無 線 ク ラ ブ 会 長  

32  は だ の 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア ネ ッ ト ワ ー ク 代 表  

33  秦 野 市 消 防 団 長  

34  秦 野 市 上 下 水 道 局 長 （ 副 危 機 管 理 監 ）  

35  秦 野 市 消 防 長 （ 副 危 機 管 理 監 ）  

 ○印は会長 
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秦 野 市 地 震 災 害 警 戒 本 部 条 例 

（昭和54年 12月 26日条例第 27号） 

 

 （趣 旨） 

第 １ 条 この条例は、大規模地震対策特別措置法（昭和 53年法律第73号。以下｢法｣という。）第18条第４項

の規定に基づき、秦野市地震災害警戒本部（以下｢警戒本部｣という。）の組織等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 （組 織） 

第 ２ 条 地震災害警戒本部長（以下｢本部長｣という。）は、警戒本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督す

る。 

２ 警戒本部に、地震災害警戒副本部長（以下｢副本部長｣という。）、地震災害警戒本部員（以下｢本部員｣という。）

その他の職員を置くことができる。 

３ 副本部長は、本部員のうちから本部長が任命する。 

４ 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 本部員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 神奈川県警察の警察官のうちから本部長が任命する者 

 (2) 市の職員のうちから本部長が任命する者 

 (3) 教育長 

 (4) 消防長及び消防団長 

 (5) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから本部長が任命する者 

 (6) その他、本部長が必要と認める者 

６ 本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。 

７ 副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員（以下｢本部職員｣という。）は、市の職員のうちから本部長が任

命する。 

８ 本部職員は、警戒本部の所掌事務について、本部員を補佐する。 

 （部） 

第 ３ 条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長に事故があるとき、又は欠けたときは、部に属する者のうちから本部長があらかじめ指名する者が、そ

の職務を代理する。 

 （委 任） 

第 ４ 条 この条例の定めるもののほか、警戒本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

（非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31年秦野市条例第 30号）の一部を次のように

改正する。  

第１条中第36号を第 37号とし、第10号から第35号までを１号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の１号

を加える。 

   (10) 秦野市地震災害警戒本部の本部員 

第２条第１項中「第 35号」を「第36号」に、同条第２項中「第36号」を「第 37号」に、「毎年度予

算」を「、毎年度予算」に改める。 

別表第１秦野市防災会議の委員の項の次に次の１項を加える。 

秦野市地震災害警戒本部の本部員 同 4,600円 

別表第２区分の欄中「第 35号」を「第36号」に、「第 36号」を「第37号」に改める。 
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秦 野 市 地 震 災 害 警 戒 本 部 運 営 要 綱 

                                    （平成 54年 12月 26日施行） 

 

 （趣 旨） 

第 １ 条 この要綱は、秦野市地震災害警戒本部条例（昭和 54年秦野市条例第23号）に基づき設置される秦野

市地震災害警戒本部（以下｢本部｣という。）の組織及び運営について必要な事項を定める。 

 （組織及び業務） 

第 ２ 条 本部の機構及び分担業務は、別表第１及び別表第２のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、地震防災応急対策上特別の必要があると本部長が認めるときは、本部の機構及び

分担業務を別に定めることができる。 

第 ３ 条 部に部長を、班に班長を置く。 

２ 部長は、別表第２の部長の欄に掲げる職にある者をもって充て、班長は、本部職員のうちから指名した者を

もって充てる。 

第 ４ 条 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 班員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。 

 （本部会議） 

第 ５ 条 本部長は、地震防災応急対策についての重要な指示又は総合調整を行うため、必要により本部会議を

招集する。 

２ 本部会議は、本部長、副本部長、危機管理監、副危機管理監、危機管理監補及び本部員をもって構成する。 

 （警戒宣言が発せられたときの活動及び対応） 

第 ６ 条 本部は、内閣総理大臣による警戒宣言（以下｢警戒宣言｣という。）の発令があった場合において、市

民の不安を除去し、混乱の発生を防止するため、迅速かつ強力な警戒体制を整えるものとする。 

２ 警戒宣言発令による本部役員及び本部職員の対応は、別表第２に定めるもののほか、全力をあげて実態に即

応した効果的な処置をとるものとする。 

３ 部長は、地震災害応急対策活動の状況を随時本部長に報告するものとする。 

 （地震防災応急対策要員の参集） 

第 ７ 条 本部長は、警戒宣言の発令があったときは、直ちに本部員及び本部職員に参集を命じるものとする。 

２ 配備体制及び参集場所は、別表第３のとおりとする。 

３ 本部員及び本部職員は、地震予知情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、警戒宣言発令の報

道があったときは、動員命令を待つことなく、あらかじめ定められた場所に自己の判断により参集するように

努めるものとする。 

 （本部長等の不在時における処置等） 

第 ８ 条 本部長、副本部長及び本部員である部長が参集するまでの処置又は参集できないときの専決若しくは

代決は、職務上の上位者が行う。 

 （雑 則） 

第 ９ 条 本部の庶務は、防災主管課が行う。 
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   附 則 

 この要綱は、昭和54年12月26日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和59年12月４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和61年２月 17日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和63年12月19日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成元年８月４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成５年８月４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 
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別表第２（第２条、第３条関係） 

秦野市地震災害警戒本部の組織及び業務 

 

 秦野市地震災害警戒本部の組織は「秦野市地震災害警戒本部条例」及び「秦野市地震災害警戒本部運営要綱」

に定めるところによる。 

 本 部 長（市長） 

 副本部長（副市長及び教育長） 

 本部事務局 

                                      （平成31年4月1日現在） 

名  称 局  長 班 分  担  事  項 

事務局 防 災 課 長 本 部 班 

１ 警戒本部の庶務に関すること。 

２ 県本部との連絡調整に関すること。 

３ 予知情報の取りまとめに関すること。 

４ 本部職員の被服等に関すること。 

５ アマチュア無線との連絡調整に関すること。 

６ 備蓄資機材の確認に関すること。 

７ 犯罪の予防に関すること。 

８ 車両交通規制に係る関係機関との連絡調整に関する

こと。 

９ その他各部との連絡調整に関すること。 

  部・班                                班長は庶務担当課長とする。 

部 部  長 班 班  長 分  担  事  項 

政
策
部 

政 策 部 長  政 策 班  
総合政策

課 長 

１ 通信電気の状況把握に関すること。 

２ 本部事務局の援助協力に関すること。 

３ 警戒宣言発令に伴う市民への広報活動に関するこ

と。 

４ 報道機関との連絡調整に関すること。 

総
務
部 

総 務 部 長  総 務 班  文書法制課長 

１ 職員の動員に関すること。 

２ 本部職員の給食に関すること。 

３ 庁舎車両の管理及び配車に関すること。 

４ 本部の必要物品の調達に関すること。 

く
ら
し
安
心
部 

くらし 

安心部長 

く ら し 

安 心 班 

市民活動 

支援課長 

１ 啓杯宣言発令に伴う市民の対応に関すること。 

２ 自治会（自主防災会）の対応に関すること。 

３ り災証明に関すること。 
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文
化
ス
ポ
ー
ツ
部 

文化 

スポーツ部長 

文化 

スポーツ班 
生涯学習課長 

１ スポーツ施設等の避難所開設及び運営に関するこ

と。 

２ 公民館等の避難所開設及び運営に関すること。 

福
祉
部 

福 祉 部 長  福 祉 班 
地域共生 

推進課長 

１ ひとり暮らし高齢者等の避難誘導等の安全確保に関

すること。 

２ 福祉避難所の開設及び運営に関すること。 

こ
ど
も
健
康
部 

こども健康 

部 長 
こども健康班 

子育て総務 

課 長 

１ 児童厚生施設等の来場者の避難誘導等に関するこ

と。 

２ 医療機関との連絡調整に関すること。 

３ 医療薬品器材の確保に伴う関係機関及び団体との連

絡調整に関すること。 

４ 児童構成施設等の避難所開設及び運営に関するこ

と。 

環
境
産
業
部 

環境産業部長 環境産業班 環境共生課長 

１ 有害物資の安全確保及び指導に関すること。 

２ 清掃、防疫、保健衛生等に関する応急処置その他応急

処置を実施するために必要な体制の整備に関するこ

と。 

３ 主食及び生活必需品の確保及び販売業者との連絡調

整に関すること。 

４ 警戒宣言発令に伴う事業所等との連絡調整に関する

こと。 

建 
設 

部 
建 設 部 長  建 設 班 建設総務課長 

１ 部内発注の工事中止勧告に関すること。 

２ 土木機材器具、資材等の確保に関すること。 

３ 関係機関（土木、建設）の機材器具及び人員の動員確

保に関すること。 

４ 国県道に対する連絡調整に関すること。 

５ 緊急輸送の確保に関すること。 

６ 車両交通規制に対する関係機関との連絡調整に関す

ること。 

都
市
部 

都 市 部 長  都 市 班  
まちづくり 

計画課長 

１ 部内発注の工事中止勧告に関すること。 

２ 開発業者に対する工事中止勧告に関すること。 

３ 交通機関からの交通規制の実施状況報告に関するこ

と。 

会
計
部 

会計管理者 会 計 班  会 計 課 長  
業務の円滑な遂行を確保するための指定金融機関との

連絡調整に関すること。 
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上 

下 

水 

道 

部 

上 下 水 道 

局 長 
上下水道班 経営総務課長 

１ 部内発注の工事中止勧告に関すること。 

２ 災害発生後の給水不能事態に対応するための緊急貯

水の確保に関すること。 

３ 水道機材器具、資材等の確保に関すること。 

４ 関係団体（水道業者）への機材器具及び人員の応援要

請に関すること。 

議
会
局 

議 会 局 長 議 会 班 議事政策課長 特命事項に関すること。 

教 

育 

部 

教 育 部 長  教 育 班  教育総務課長 

１ 児童生徒等の安全避難誘導に関すること。 

２ 学校施設の管理等に関すること。 

３ 学校施設の点検巡視及び応急の整備補強に関するこ

と。 

消 
 

防 
 

部 

消 防 長  消 防 班  消防総務課長 

１ 消防応急対策活動全般の統合調整に関すること。 

２ 消防職員及び消防団員の動員に関すること。 

３ 事業所、危険物取扱施設等への情報伝達に関するこ

と。 

４ 消防施設等の点検及び緊急処置に関すること。 

５ 消防応急対策に必要な資機材の調達、輸送及び配分

に関すること。 

６ 警戒宣言が発令に伴う市民への広報活動に関するこ

と。 

７ 避難勧告又は避難指示の伝達及び避難誘導に関する

こと。 

８ 地震、火災等の防除のための警戒に関すること。 

９ 本部その他関係機関との連絡調整に関すること。 

協
力
部 

農業委員会 

事 務 局 長 
協 力 班  

農業委員会 

事 務 局 長 
特令事項に関すること。 
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別表第３（第７条関係） 

応急 対策要員 の配備及 び参集場 所 

 

 

 応急対策活動に必要な職員の動員は、次によるものとし、警戒宣言発令により本部が設置されたときは、地域

防災計画に基づく３号配備を適用するものとする。 

 

１ 勤務時間中における配備 

 (1) 配備は、本部長の命によるものとし、各班長は、本部設置時における在庁職員数を、各部長を経て、直ち

に本部長に報告するものとする。 

 (2) 動員については、各部間に調整の必要があるときは、本部長が行うものとする。 

 (3) 各部長は、本部会議に出席し、会議の決定に基づき連絡調整に当たるものとする。 

 (4) 庁外で服務中の職員が警戒宣言発令の報に接したときは、次に定めるところによる。 

  ア 防災行政無線、消防無線等の通信で部と連絡が可能なときは、直ちに連絡をとり、部長の指示に従う。 

  イ あらかじめ業務が指示されているときは、部へ連絡して参集場所へ直行する。 

  ウ 部と連絡が不可能なときは、自主的判断により速やかに帰庁するよう努めるものとする。 

２ 休日及び勤務時間外における配備 

  地震災害警戒本部の組織表に定める班長以上の職員は、判定会の招集情報を得たときは自主的判断により登

庁し、本部からの参集命令があったときはその参集命令により直ちに登庁するものとする。 
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秦 野 市 地 震 災 害 警 戒 本 部 員 名 簿 

 

№ 本  部  員 

１ ◎ 秦 野 市 長  

２ ○ 秦 野 市 副 市 長  

３ ○ 秦 野 市 副 市 長  

４  秦 野 市 教 育 長  

５  秦 野 警 察 署 長  

６  独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 神 奈 川 病 院 長  

７  秦 野 赤 十 字 病 院 長  

８  日 本 郵 便 ㈱ 秦 野 郵 便 局 長  

９  東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 神 奈 川 西 支 店 長  

10  東 京 電 力 パ ワ ー グ リ ッ ト ㈱ 小 田 原 支 社 長  

11  秦 野 ガ ス ㈱ 社 長  

12  小 田 急 電 鉄 ㈱ 秦 野 駅 長  

13  秦 野 伊 勢 原 医 師 会 副 会 長  

14  秦 野 伊 勢 原 歯 科 医 師 会 副 会 長  

15  秦 野 市 薬 剤 師 会 長  

16  秦 野 市 獣 医 師 会 長  

17  秦 野 市 社 会 福 祉 協 議 会 長  

18  秦 野 市 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会 長  

19  秦 野 商 工 会 議 所 会 頭  

20  秦 野 市 農 業 協 同 組 合 長  

21  神 奈 川 中 央 交 通 西 ㈱ 秦 野 営 業 所 長  

22  神奈川県エルピーガス協会北相支部秦野部会長  

23  秦 野 青 年 会 議 所 理 事 長  

24  秦 野 市 自 治 会 連 合 会 長  

25  秦 野 市 地 域 婦 人 団 体 連 絡 協 議 会 長  

26  秦 野 ア マ チ ュ ア 無 線 ク ラ ブ 会 長  
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27  は だ の 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア ネ ッ ト ワ ー ク 代 表  

28  秦 野 市 消 防 団 長  

29  秦 野 市 政 策 部 長  

30  秦 野 市 総 務 部 長  

31  秦 野 市 く ら し 安 心 部 長 （ 危 機 管 理 監 ）  

32  秦 野 市 文 化 ス ポ ー ツ 部 長  

33  秦 野 市 福 祉 部 長  

34  秦 野 市 こ ど も 健 康 部 長  

35  秦 野 市 環 境 産 業 部 長  

36  秦 野 市 都 市 部 長  

37  秦 野 市 建 設 部 長 （ 副 危 機 管 理 監 ）  

38  秦 野 市 上 下 水 道 局 長 （ 副 危 機 管 理 監 ）  

39  秦 野 市 教 育 部 長  

40  秦 野 市 消 防 長 （ 副 危 機 管 理 監 ）  

         ◎印は本部長  ○印は副本部長 
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第１号様式（第５条関係） 

り災証明書交付申請書 

 

  年  月  日  

 秦野市長 

住 所              

申請者（世帯主） 氏 名           印  

電 話              

 

 次のとおり、り災証明書の交付を申請します。 

り 災 年 月 日      年  月  日 

り 災 原 因  □地震災害   □風水害    □その他（     ） 

り 災 場 所  □秦野市 □申請者住所と同じ 

り 災 状 況 

 □全壊     □半壊     □一部損壊 

 □流失     □床上浸水   □床下浸水 

（備考欄） 

 

□ 自己判定方式を希望し、「一部損壊（10％未満）」と証明されることに同意します。 

使 用 目 的 

 □職場への提出 □学校への提出 □保険の請求 

 □補助金申請 □税務申告 □その他（        ） 

必 要 枚 数     枚 

交 付 方 法  □窓口  □郵送 

※ 申請者が代理人の場合は、委任状（第３号様式）を提出すること。 

※ 写真、図面その他被害の状況が分かる書類を添えて提出すること。 

〈り災証明について〉 

・ この証明は災害対策基本法に基づき発行し、各種被災者支援策適用の判断材料として活用されるも

のです。※民事上の権利義務関係には効力を有するものではありません。 

・ 「被害の程度」は、国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき判定します。 

----------------------- これより下は記入しないでください。 ----------------------- 

 申請のとおり証明してよろしいか。 整理番号            号 

課長 課長代理 担当 起案  ・  ・   公印使用 備考 

   
決裁  ・  ・   

  
施行  ・  ・   
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第２号様式（第５条関係） 

り災届出証明書交付申請書 

 

  年  月  日  

 秦野市長 

住 所              

申請者（世帯主） 氏 名           印  

電 話              

 

 次のとおり、り災届出証明書の交付を申請します。 

り 災 年 月 日      年  月  日 

り 災 原 因  □地震災害   □風水害    □その他（     ） 

り 災 場 所  □秦野市 □申請者住所と同じ 

り 災 状 況 

 □非住家（       ） □その他（       ） 

（備考欄） 

 

使 用 目 的 
 □職場への提出 □学校への提出 □保険の請求 

 □補助金申請 □税務申告 □その他（        ） 

必 要 枚 数     枚 

交 付 方 法  □窓口  □郵送 

※ 申請者が代理人の場合は、委任状（第３号様式）を提出すること。 

※ 写真、図面その他被害の状況が分かる書類を添えて提出すること。 

〈り災届出証明について〉 

・ この証明は災害による被害について、その届出の事実を立証するものです。 

 

 

----------------------- これより下は記入しないでください。 ----------------------- 

 申請のとおり証明してよろしいか。 整理番号 第          号 

課長 課長代理 担当 起案  ・  ・   公印使用 備考 

   
決裁  ・  ・   

  
施行  ・  ・   
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第４号様式（第６条関係） 

 

り 災 証 明 書 

 

整理番号 第          号  

世 帯 主 住 所  

世 帯 主 氏 名  

追加記載事項欄①  

  

り 災 原 因      年  月  日の        による 

  

被 災 住 家 ※ １ の 

所 在 地 
  

住 家 の 被 害 の 

程 度 

  

  

※２ 

追加記載事項欄②  

※１ 住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用して 

いる建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家） 

※２ 被害の程度は、国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき判定しています。 

 

追加記載事項欄③ 

 

 

 

  上記のとおり、相違ないことを証明します。 

  なお、住家の被害の程度については、再調査を依頼することができます。 

 

     年  月  日 

 

秦野市長         
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第５号様式（第６条関係） 

 

り 災 届 出 証 明 書 

 

整理番号 第          号  

世 帯 主 住 所  

世 帯 主 氏 名  

付 記 事 項  

  

り 災 原 因      年  月  日の        による 

  

り 災 場 所  秦野市 

り 災 届 出 内 容 
物 件 等： 

被害状況： 

付 記 事 項  

  

 

そ の 他 

 

 

注 意 事 項 

 この証明は、災害に係る被害について本市へ届出を行った事実を証

明するものです。被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するも

のではありません。 

 

  上記のとおり、届出があったことを証明します。 

 

     年  月  日 

 

秦野市長            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０  協定、覚書、協約等 
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災害時における協定締結先一覧（秦野市）       令和２年１２月４日現在 

（情報伝達） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

１ 情報伝達 災害時における非常無線通信に関する協定 秦野アマチュア無線クラブ 昭和52年7月１日 アマチュア無線を活用した災害に関する情報伝

達 

２ 〃 災害時におけるタクシー無線通信等の協力に 関

する協定 

秦野交通、愛鶴、相模中央、

神奈中ハイヤー 

（神奈川県乗用自動車協会

相模支部厚木地区会） 

平成9年9月29日 タクシ－無線を活用した災害情報の収集及び伝

達 

３ 〃 災害発生時における秦野市と秦野市内郵便局の

協力に関する協定 

秦野市内郵便局（日本郵便株式

会社秦野郵便局及び北秦野郵便

局） 

平成 9年10月17日 

平成28年 1月15日 

被災者の避難先及び被災状況などの情報提

供、避難所への郵便ポストの設置等 

４ 〃 災害時における情報収集等に関する協定 秦野市二輪車安全普及協会（バイクレ

スキュ－サポ－ト隊） 

平成 9年11月25日 オフロ－ドバイク等を利用した情報収集及び情

報伝達 

５ 〃 災害に対する啓発活動及び災害時の情報提供等

に関する協定 

秦野新聞販売店組合 

 

平成22年 2月15日 災害情報の収集及び伝達、災害情報紙の新聞

折込等 

６ 〃 災害に対する啓発活動及び災害時の情報提供等

に関する協定 

伊勢原・大根新聞販売組合 平成22年 2月15日 災害情報の収集及び伝達、災害情報紙の新聞

折込等 

７ 〃 災害に対する啓発活動及び災害時の情報提供等

に関する協定 

毎日新聞平塚加藤販売所 平成22年 2月15日 災害情報の収集及び伝達、災害情報紙の新聞

折込等 

８ 〃 災害に対する啓発活動及び災害時の情報提供等

に関する協定 

読売新聞平塚南部サービス

センター 

平成22年 2月15日 災害情報の収集及び伝達、災害情報紙の新聞

折込等 

９ 〃 災害に対する啓発活動及び災害時の情報提供等

に関する協定 

読売新聞東海大前専売所 平成22年 2月15日 災害情報の収集及び伝達、災害情報紙の新聞

折込等 

10－
１
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１０ 〃 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省関東地方整備局 平成23年9月8日 被害状況等各種情報の交換、情報連絡員（リエ

ゾン）の派遣 

１１ 〃 防災行政無線再送信及び災害等発生時における緊

急放送の実施に関する協定 

株式会社ジェイコム湘南・

神奈川 

平成24年12月12日 

令和2年4月10日 

ジェイコム専用端末による防災行政無線の再

送信及び災害時等に市民に対して緊急情報を

伝達する必要がある場合に緊急放送を実施す

る協定 

１２ 〃 停電時等における防災行政無線の活用に関する

協定書 

東京電力(株)小田原支社 平成25年 6月28日 市内で概ね1000件以上1時間以上の停電時、

また、夏季における電力需要の急増による節

電の呼び掛け時に防災行政無線の使用 

１３ 〃 災害に係る情報発信に関する協定 ヤフー株式会社 平成28年 11月 28日 災害時のホームページサーバー負荷軽減、ヤ

フーページ上への本市の災害情報掲載 

１４ 〃 避難場所案内広告付電柱看板に関する協定 東電タウンプランニング株

式会社 

平成29年8月1日 電柱広告事業において、利用する電柱広告

（巻広告）に、避難場所の案内表示を無償

で掲載 

１５ 〃 災害時における無人航空機を活用した防災協力体

制に関する協定 

かながわ自主防災航空 平成29年8月28日 災害時にドローンを使用した被災状況の調

査及びドローンの操縦技術の指導 

１６ 〃 災害時等における支援協力に関する協定 公益社団法人隊友会 神奈

川県隊友会県央支部 

平成30年5月30日 災害時の情報収集及び自衛隊との連絡調整

に協力 

 

（食料供給） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

１７ 食料供給 災害時における米穀調達に関する協定 秦野米穀小売商組合 昭和57年 5月20日 米穀の優先的確保 

１８ 〃 災害時における協力に関する協定 秦野食品衛生協会 昭和57年10月28日 応急物資の供給確保、資機材等の協力 

１９ 〃 災害時における応急生活物資の調達及び供給 生活協同組合コ－プかながわ 平成8年11月15日 物資の調達（６０品目余）、優先品目は水・飲物、
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等に関する協定 菓子パン、牛乳、果物（バナナ）等 

２０ 〃 災害時における飲料の提供に関する協定 ダイドードリンコ株式会社 平成20年1月25日 配送センターにある在庫飲料の提供、災害対

応型自動販売機内の在庫飲料の提供 

２１ 〃 災害時における飲料の提供に関する協定 コカ・コーラセントラルジャ

パン株式会社 

平成20年1月25日 配送センターにある在庫飲料の提供、災害対

応型自動販売機内の在庫飲料の提供 

２２ 〃 災害時における支援協力に関する協定 マックスバリュ東海株式会社 平成25年7月16日 食料品、生活必需品の供給協力 

２３ 〃 災害時等における生活物資の調達及び供給に関す

る協定 

株式会社クリエイトエス・デ

ィー 

平成30年7月3日 食料品、日用雑貨品、医薬品等の供給協力 

２４ 〃 災害時等における生活物資の調達、供給及び徒歩

帰宅者支援に関する協定 

株式会社ドン・キホーテ 平成31年 4月15日 食料品、日用品、応急対策物資の供給協力、

および徒歩帰宅者に対する支援 

 

（燃料供給） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

２５ 燃料供給 災害時等における応急物資及び生活必需物資（Ｌ

ＰＧ）の調達に関する協定 

県プロパンガス協会北相支

部秦野部会 

昭和57年 5月20日 ＬＰＧ、ＬＰＧ使用器具の調達 

２６ 〃 災害時等における自動車用燃料等の供給に関す

る協定 

県石油商業組合秦野支部 平成 8年1月18日 ガソリン、軽油、重油、白灯油等の提供 

２７ 〃 災害時における石油類の供給に関する協定 県石油商業組合秦野支部 平成 9年4月18日 市が行う応急措置業務に従事する自動車の

燃料供給 

２８ 〃 災害時における燃料類の供給に関する協定 秦野燃料商組合 平成9年4月18日 白灯油、炭、オガライト、カエンの提供 

２９ 〃 大規模災害時における自動車用燃料等の優先供

給に関する協定書 

宇山商事株式会社 令和2年4月1日 市庁舎、災害応急対策、ライフライン等の維

持に必要な重要施設等への燃料供給 

３０ 〃 大規模災害時における自動車用燃料等の優先供 有限会社高橋石油店 令和2年4月1日 市庁舎、災害応急対策、ライフライン等の維
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給に関する協定書 持に必要な重要施設等への燃料供給 

３１ 〃 大規模災害時における自動車用燃料等の優先供

給に関する協定書 

有限会社加藤工業 令和2年4月1日 市庁舎、災害応急対策、ライフライン等の維

持に必要な重要施設等への燃料供給 

３２ 〃 大規模災害時における自動車用燃料等の優先供

給に関する協定書 

株式会社相武石油 令和2年4月1日 市庁舎、災害応急対策、ライフライン等の維

持に必要な重要施設等への燃料供給 

 

（物資提供） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

３３ 物資提供 災害時における農地の使用及び応急生活物資の

調達等の協力に関する協定 

秦野市農業協同組合 平成14年 8月 7日 

令和 2年6月1日 

防災協力農地（復旧用資材置場等）の登録、

応急生活物資の調達・保管、一時滞在施設及

び地域内物資拠点等施設協力、葬祭用品の供

給等 

３４ 〃 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協

定 

株式会社アクティオ 平成18年 1月23日 発電機、照明機器、仮設トイレその他のレン

タル機材を提供 

３５ 〃 災害時における応急活動等の協力に関する協定 イオン株式会社ジャスコ秦

野店 

平成18年 8月 1日 生活必需物資の供給、災害活動協力員の派遣、災害資機材

の提供、避難場所・飲料水・駐車場の提供等 

３６ 〃 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 株式会社カインズ 平成24年3月28日 日用品等生活物資の供給協力 

３７ 〃 災害時におけるレンタル資機材の提供に関する

協定 

日本機材株式会社 平成28年 6月10日 発電機、照明機器、仮設トイレその他のレン

タル機材を提供（市内業者） 

３８ 〃 災害時における避難所用簡易間仕切りシステム

等の供給に関する協定 

特定非営利活動法人ﾎﾞﾗﾝﾀﾘ

ｰ・ｱｰｷﾃｸﾂ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 

平成28年 12月 15日 避難所用間仕切り、段ボールベッドの供給 

３９ 〃 秦野市と株式会社モンベルとの連携と協力に関す

る包括協定 

株式会社モンベル 平成29年6月27日 防災意識と災害対応力の向上に関する協力 

４０ 〃 災害時における物資供給に関する協定 王子コンテナー株式会社神 令和元11月27日 段ボールベッド等、段ボール製品の供給 
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奈川工場 

４１ 〃 災害時等における生活物資の調達及び供給に関す

る協定 

ＮＰＯ法人コメリ災害対策

センター 

令和2年6月1日 日用品等生活物資の供給協力 

 

（物資輸送） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

４２ 物資輸送 災害等における物資の輸送等に関する協定 

 

（一社）神奈川県トラック協

会 

昭和57年5月20日 

平成26年2月 26日 

車両による輸送協力【平成26年改訂】 

４３ 〃 災害時における支援物資の受入及び配送等に関

する協定 

佐川急便株式会社 令和2年2月21日 避難所への支援物資の配送、地域内物資拠点

の運営協力、荷役作業に必要な人員及び機材

提供の協力 

４４ 〃 災害時における支援物資の受入及び配送等に関

する協定 

ヤマト運輸株式会社 令和2年12月4日 避難所への支援物資の配送、地域内物資拠点

の運営協力、荷役作業に必要な人員及び機材

提供の協力 

 

（建設土木） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

４５ 建設土木 災害時における応急措置等への協力についての

協定 

（県建設業協会秦野支部） 

（一社）秦野建設業協会 

平成20年 7月18日 

平成24年 11月 9日 

道路、河川、上・下水道施設、建築物等の応急措置及び障

害物の除去、自主パトロールの実施 

【当初、昭和５７年締結、平成20年改訂、平成24年改訂】 

４６ 〃 災害時における応急措置についての協定 神奈川建設重機協同組合 平成 8年2月1日 災害時における応急措置への協力 

４７ 〃 地震等大規模災害時における災害廃棄物処理 

等の協力に関する協定 

（社）県産業廃棄物協会 

 

平成11年 4月 1日 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、処理等の 

協力 

４８ 〃 地震等大規模災害時における災害廃棄物処理 （社）県建設業協会秦野支部 平成11年 4月 1日 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、処理等の 
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等の協力に関する協定 協力 

４９ 〃 地震等大規模災害時における災害廃棄物処理 

等の協力に関する協定 

（社）県建物解体業協会 平成11年 4月 1日 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、処理等の 

協力 

５０ 〃 災害時における応急対策の実施に関する協定 秦野造園組合連合会 

 

平成18年 11月 28日 所有する資機材等を活用して、支障樹木等の

障害物撤去に協力 

５１  災害時における応急対策の実施に関する協定 秦野市造園業協会 平成18年 11月 28日 所有する資機材等を活用して、支障樹木等の

障害物撤去に協力 

５２ 〃 災害時における応急対策の協力に関する協定 県自動車整備振興会秦野伊

勢原支部 

平成18年 11月 28日 所有する資機材等を活用して、被災者救援、

障害物除去等に協力 

５３ 〃 災害時における応急復旧等の協力に関する協定 神奈川土建一般労働組合平

塚支部、湘央建設組合、秦野

西建築組合 

平成29年3月16日 

令和元年10月24日 

災害時における避難所等建築物等への応

急復旧、高齢者等への家具転倒防止対策、

防災訓練等普及啓発、資機材等提供への協

力【令和元年10月24日参加団体追加改訂】 

 

（福祉） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

５４ 福 祉 災害時における障害者の緊急受入れに関する 協

定 

市内の障害者福祉施設 

（９施設） 

平成 9年4月21日 

（７施設） 

平成15年 8月28日 

（２施設） 

障害者の緊急受け入れ 

【平成 9年 7施設と締結、平成 15年一部を

変更する協定締結、平成 15 年 2 施設と協定

締結＝9施設】 

５５ 〃 災害時における被災高齢者の緊急受入れに関す

る協定 

市内の介護老人福祉施設 

（１３施設） 

平成 14 年 8 月 28 日

（３施設） 

平成15年 9月1日（４

施設） 

避難を余儀なくされた高齢者の緊急受入れ 

【平成14年 3施設と締結、平成 15年 4施設

と締結、平成 25年 4施設追加改訂、平成 27

年 1 施設追加、令和 2 年 1 施設追加＝13 施
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平成 25 年 3 月 1 日追

加改訂（１１施設） 

平成27年 9月 1日 

追加（１施設） 

令和 2年3月 1日追加

（１施設） 

設】 

５６ 〃 災害時における施設使用に関する協定書 

災害時における施設使用に関する協定細則 

県立秦野養護学校 平成25年 7月25日 

平成25年 10月 4日 

大規模な地震、風水害その他の災害が発生、

又は発生するおそれがある場合における福

祉避難所としての施設使用 

５７ 〃 災害時における福祉避難所の設置運営に関する

協定書 

市内の障害者福祉施設 

（９施設） 

平成27年 3月18日 大規模な地震、風水害その他の災害が発生、

又は発生するおそれがある場合における福

祉避難所としての設置運営 

 

（衛生） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

５８ 衛 生 災害時における廃棄物の処理等に関する協定 秦野市伊勢原市資源事業 

協同組合 

はだのエコタウン創生協同

組合 

秦野３Ｒ推進事業協同組合 

かながわクリーン環境協同

組合 

平成30年 3月 1日 大規模災害が発生し、本市単独では廃棄物の

処理ができない場合、非常災害と位置付け、

協定先に必要な人員、資機材、車両等の支援 

５９ 〃 災害時における入浴協力に関する協定 鶴巻温泉旅館組合 平成 9年5月26日 入浴施設の提供 

６０ 〃 災害時における霊きゅう自動車・葬祭用品の供給 県葬祭業協同組合、全国霊柩 平成13年 8月17日 棺、骨壷、ドライアイス、霊きゅう車等葬祭
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等の協力に関する協定 自動車協会 用品の供給等についての協力 

６１ 〃 災害時における入浴協力に関する協定 株式会社サポートアンドサ

ービス 

平成14年 8月28日 

平成15年 2月 1日 

入浴施設の提供【平成 15年改訂（締結先企業

変更）】 

６２ 〃 災害時における入浴協力に関する協定 株式会社天水 平成14年 8月28日 入浴施設の提供 

６３ 〃 災害時における入浴協力に関する協定 株式会社千歳観光 平成14年 8月28日 入浴施設の提供 

６４ 〃 災害時における入浴協力に関する協定 株式会社万葉倶楽部 平成15年 11月 7日 入浴施設の提供 

６５ 〃 災害時におけるし尿の処理業務に関する協定 有限会社川口清掃社、有限会

社秦野ｻｰﾋﾞｽ社、有限会社秦

野新栄社 

平成19年 8月29日 

平成26年 9月 1日 

災害用仮設トイレ等のし尿汲み取り【平成 26

年改訂（締結先団体名変更）】 

６６ 〃 災害時における仮設トイレ等のレンタル提供に関

する協定 

株式会社島半 平成23年11月22日 仮設トイレ及び仮設シャワーのレンタルによる

提供 

６７ 〃 災害時における仮設トイレ業務に関する協定 秦野市環境保全協同組合 平成26年 9月 1日 災害用仮設トイレの運搬、設置及び撤去 

６８ 〃 神奈川県湘南地域県政総合センター管内５市３

町１一部事務組合間に於ける一般廃棄物等の処

理に係る相互援助協定 

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、

伊勢原市、寒川町、大磯町、

二宮町、秦野市伊勢原市環境

衛生組合 

平成28年 12月 20日 不慮の事故等により一時的な処理能力の低下により一般廃棄物  

等の適正処理に支障が生じた場合又は地震、風水害時に一般廃棄 

物を自己の施設で処理できない場合に、協定市町等の一般廃棄  

物処理施設の相互利用、資機材、職員等の相互援助の協力 

６９ 〃 災害時における施設使用等に関する協定 公益財団法人相模メモリア

ルパーク 

令和元年12月12日 災害時に避難場所の提供、遺体の仮埋葬、焼

骨の一時保管への協力 

 

（医薬品） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

７０ 医薬品 災害時における応急物資及び生活必需物資 （救

急医薬品）の調達に関する協定 

NPO法人秦野市薬剤師会 平成 6年3月30日 

平成25年 4月22日 

平成31年 3月22日 

救急医薬品の供給確保の協力 

【平成25年、平成 31年改訂】 
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（救助・救護活動） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

７１ 救助・救

護活動 

テロ対策、災害対策等に必要な情報の提供に関す

る協定 

秦野警察署 平成31年 3月27日 ドローンにより撮影した災害状況の提供、及

び情報を得るために必要な人員、資機材の提

供 

７２ 〃 災害時における救護活動の協力に関する協定 社団法人神奈川県柔道整復

師会平塚支部秦野地区 

平成22年 4月27日 負傷者に対する救護活動及びその活動に必

要な衛生材料の提供 

７３ 〃 災害時における動物救護活動に関する協定 秦野市獣医師会 平成22年8月24日 負傷したペットの応急処置、避難所におけるペ

ットの衛生指導等の実施 

７４ 〃 災害時における医療助産活動に関する協定 秦野伊勢原医師会 平成30年1月10日 医療救護所への医療救護班の派遣 

７５ 〃 災害時における医療救護活動に関する協定 秦野伊勢原歯科医師会 平成30年1月10日 医療救護所への歯科医療救護班の派遣 

 

（ボランティア） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

７６ ボランティア 大規模災害時における東海大学学生による救援活

動の実施に関する協定 

東海大学 平成25年5月10日 学生ボランティアによる大根地区での避難誘

導、救護活動、地域の防災情報の伝達活動、避

難所運営の協力活動等の実施 

７７ 〃 災害時におけるボランティアセンターの設置等

に関する協定 

秦野市社会福祉協議会 平成28年 3月11日 災害ボランティアセンターの設置及び運営

に関することなど。 

 

 

 

 

資
－
232 



資－222 

 

（被災者支援） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

７８ 被災者支援 災害時における労働・年金相談に関する協定 神奈川県社会保険労務士会

平塚支部 

平成24年10月2日 社会保険労務士による労働・年金相談の実施 

７９ 〃 避難行動要支援者への支援活動等の協力に関する

協定 

秦野市介護支援専門員協会 平成27年12月3日 避難行動要支援者への支援活動について協力

関係構築 

８０ 〃 秦野市と小田急電鉄株式会社との小田急小田 

原線沿線まちづくりの推進に関する協定 

小田急電鉄株式会社 平成29年8月23日 

令和元年10月1日（申

合せ事項事項施行） 

災害時の駅利用者・乗客等の避難・取扱いにつ

いて協力関係構築 

８１ 〃 災害時における家屋被害認定調査等への協力に関

する協定 

神奈川県及び県内市町村と

神奈川県土地家屋調査士会 

平成29年9月21日 県土地家屋調査士会に家屋の被害認定調査等

の協力 

８２ 〃 地域における地方創生のための連携協定 あいおいニッセイ同和損害

保険株式会社 

平成29年10月3日 企業向けに「地震ＢＣＰ訓練参加型ワーキン

グ」、「熊本地震から学ぶ地震ＢＣＰセミナ

ー」、「地震ＢＣＰキットくん」のメニュー提

供の協力 

８３ 〃 災害時等における帰宅困難者の支援に関する協定 一般社団法人秦野市障害者

地域生活支援推進機構 

平成31年3月26日 帰宅困難者のうち、障害者、高齢者等支援を必

要とする方に一時休憩スペースの提供等の支

援協力 

 

（ライフライン） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

８４ ライフライン 災害時等における上・下水道施設の応急措置につ

いての協定 

秦野市管工事業協同組合 昭和58年9月1日 上下水道施設の応急措置等の協力。必要な資

材、車両、人員の提供の協力 
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８５ 〃 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に 

する覚書 

県、９市９町、県内広域水道

企業団 

平成 9年6月1日 

平成18年 4月28日 

平成28年 3月31日 

水道施設の応急措置等の協力、必要な資材・

車両・人員の提供【平成 18年改訂、平成 28

年改訂】 

８６ 〃 災害時等における応援給水用連絡管の工事に関

する基本協定 

県公営企業管理者企業庁 平成18年 3月29日 

平成18年 7月19日 

平成 19 年 3 月 12 日

（申合せ書施行） 

水道連絡管を共同で設置及び管理（下大槻地

区と土屋地区間）し、災害時等において相互

に応援給水を実施 

【平成18年 3月基本協定、平成 18年 7月協

定、平成19年 3月申合せ書】 

８７ 〃 災害時における電力応急対策に関する協定 

 

秦野電設協会 平成18年 6月29日 避難所の電力応急復旧及び仮設発電装置の

設置 

８８ 〃 災害時等における応援給水の実施に関する基本

協定 

中井町 平成21年 6月 2日 水道連絡管を共同で設置及び管理（南が丘地区と井ノ口地区

間）し、災害時等において相互に応援給水を実施 

８９ 〃 下水道施設の主要機器に係る災害時等の応援措置

協力に関する協定 

株式会社神鋼環境ソリュー

ション東京支社 

平成26年1月9日 災害時等に汚水ポンプ場などの下水道施設の

主要機器に係る非常時応急措置の協力 

９０ 〃 下水道施設の主要機器に係る災害時等の応援措置

協力に関する協定 

株式会社明電舎横浜支店 平成26年1月20日 災害時等に汚水ポンプ場などの下水道施設の

主要機器に係る非常時応急措置の協力 

９１ 〃 災害時における電気設備の安全確保に関する協

定 

秦野市電気管理技術者会 平成27年 10月 28日 避難所の電力の安全確保及び、応急復旧に必

要な調査 

９２ 〃 秦野市上下水道料金等業務の市行政への応援及

び協力等に関する協定書 

日本ウォーターテックス・Ｂ

ＳＮアイネット共同企業体 

平成29年 7月 1日 災害時等において、水道の給水が得られない

市民等に対して、給水車又はペットボトル飲

料水等による給水の実施 

９３ 〃 災害時における物資の供給に関する協定書 株式会社クボタ横浜支店、株

式会社クボタケミックス東

日本支社 

平成31年 3月28日 災害により上下水道施設等に被害が生じた

とき、その復旧に必要な資機材等の物資の調

達、供給及びあっせん。 
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９４ 〃 災害時における復旧支援協力に関する協定 公益社団法人日本下水道管

路管理業協会 

平成31年 3月28日 災害により下水道管路施設が被災したとき

に行う復旧の協力 

 

（施設使用） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

９５ 施設使用 災害時における施設使用に関する協定 県立秦野高等学校 

 

平成18年3月27日 

平成24年12月10日 

令和元年8月9日 

災害時における施設使用及び避難所運営への

協力に関する協定 

【平成24年改訂、令和元年改訂】 

９６ 〃 災害時における施設使用に関する協定 県立秦野総合高等学校 平成18年3月27日 

平成24年12月10日 

令和元年9月18日 

災害時における施設使用及び避難所運営への

協力に関する協定 

【平成24年改訂、令和元年改訂】 

９７ 〃 災害時における施設使用に関する協定 県立秦野曽屋高等学校 平成18年3月27日 

平成22年3月1日 

平成27年1月22日 

平成30年11月22日 

災害時（風水害含む）における施設使用及び避

難所運営への協力に関する協定 

【平成22年改訂、平成27年改訂、平成30年

改訂】 

９８ 〃 災害時等における施設の使用に関する協定 秦野警察署 平成24年3月7日 災害等により秦野警察署の施設の全部又は一部が損壊した場合に、文化会

館及び図書館のそれぞれ一部を代替施設として提供する。 

９９ 〃 災害時における避難場所としての使用に係る協定 神奈川県平塚土木事務所 平成26年8月26日 地震、風水害又は火災等の災害時において避

難場所としての使用（戸川公園） 

１ ００ 〃 災害時における施設使用に関する協定 株式会社島津製作所秦野工

場 

平成17年 8月 1日 

平成27年 4月 1日 

自衛隊派遣部隊の活動拠点としてグラウン

ドを提供【平成 27年まで毎年更新】 

１０１ 〃 災害時における施設使用に関する協定 学校法人上智学院（上智短期

大学） 

平成17年 10月 24日 

平成27年 4月 1日 

自衛隊派遣部隊の活動拠点として学校敷地

を提供【平成27年まで毎年更新】 

１０２ 〃 災害時における施設使用に関する協定 神奈川県立西部総合職業技 平成27年6月1日 災害時に秦野警察及び警察部隊の活動拠点と
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術校 して、敷地及び校舎を無償提供 

１０３ 〃 指定緊急避難場所としての使用に関する協定 株式会社不二家秦野工場 平成27年10月26日 災害時に指定緊急避難場所として、不二家秦

野工場の敷地を緊急避難場所として使用 

１０４ 〃 指定緊急避難場所としての使用に関する協定 スタンレー株式会社秦野製

作所・スタンレー電気健康保

険組合 

平成29年3月1日 災害時に指定緊急避難場所として、秦野製作

所内の体育館を緊急避難場所として使用 

１０５ 〃 指定緊急避難場所としての使用に関する協定 日産車体株式会社総務部 平成29年10月1日 災害時に指定緊急避難場所として、日産車体

秦野事業所の敷地を緊急避難場所として使用 

１０６ 〃 災害時における施設使用等に関する協定 株式会社ジャパンニューア

ルファ 

平成31年2月7日 車中泊およびテント泊を希望する方の避難場

所、並びに災害ボランティアの活動拠点とし

て駐車場等の提供 

 

（消防） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

１０７ 消 防 東名高速道路消防相互応援協定 神奈川県内の東名高速道路

が通過する自治体 

昭和48年10月1日 

平成27年10月15日 

東名高速道路上で発生した災害に対して、災

害発生場所に応じて出動する消防本部を定

め、単独消防本部で対応できない場合は、協定

市の消防本部に応援依頼できる協定 

１０８ 〃 神奈川県下消防相互応援協定 神奈川県内の各消防本部 昭和50年7月25日 協定で定められた区域への自動的な応援 

出動や単独の消防本部では対応できない大規

模な災害が発生した場合に、県内の消防本部

に応援出動要請できる協定 

１０９ 〃 秦野市と中井町消防相互応援に関する協定 中井町 平成4年11月１日 火災その他災害が発生した場合において、協

定市町の非常勤消防団員を相互に出動させ、
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災害による被害を最小限度に防止することに

より地域の公共の安全を保持する協定 

１１０ 〃 秦野市と大井町消防相互応援に関する協定 大井町 平成4年11月１日 火災その他災害が発生した場合において、協

定市町の非常勤消防団員を相互に出動させ、

災害による被害を最小限度に防止することに

より地域の公共の安全を保持する協定 

１1１ 〃 秦野市と松田町消防相互応援に関する協定 松田町 平成4年11月１日 火災その他災害が発生した場合において、協

定市町の非常勤消防団員を相互に出動させ、

災害による被害を最小限度に防止することに

より地域の公共の安全を保持する協定 

１1２ 〃 秦野市と清川村との消防相互応援協定 清川村 平成28年3月10日 火災その他災害が発生した場合において、協

定市町の非常勤消防団員を相互に出動させ、

災害による被害を最小限度に防止することに

より地域の公共の安全を保持する協定 

１１３ 〃 秦野赤十字病院救護班派遣に関する協定 秦野赤十字病院 平成26年2月19日 秦野市消防本部が管轄する区域で発生した災

害現場に救護班を派遣し、重篤な負傷者の救

命を図ることを目的とした協定 

１１４ 〃 火災等災害時における応急応援活動に関する協定 株式会社日立製作所 

情報・通信システム社 

ＩＴﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ事業本部神奈

川事業所 

平成27年11月1日 秦野市内で大規模な災害が発生した場合、秦

野市からの要請により日立製作所の自衛消防

隊を秦野市消防協力隊として出動させること

ができるよう定めた協定 
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（自治体） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

１１５ 自治体 湘南地区災害時職員相互派遣に関する協定 

（４市３町） 

藤沢市、平塚市、茅ヶ崎市、伊勢原市、

寒川町、大磯町、二宮町 

平成 8年8月21日 避難所運営等の業務 

１１６ 〃 大規模災害時における相互応援に関する協定 

（２市１町１村） 

厚木市、伊勢原市、愛川町、

清川村 

平成 8年7月5日 職員の災害復旧・救助活動、医療活動におけ

る情報交換、救援物資の相互支援、防災訓練

の実施等 

１１７ 〃 災害時における相互応援に関する協定 

（１市３町） 

中井町、大井町、松田町 平成17年 12月 16日 情報収集・提供、職員の派遣、ボランティアの斡旋、物資等の提供・斡

旋、行政境界に隣接する避難所の提供及び斡旋等 

１１８ 〃 災害時における相互応援に関する協定 

（防災姉妹都市協定） 

東京都日野市 平成20年 4月21日 食糧、飲料水、生活必需品等の提供、資機材・車両等の提供、職員の派

遣、一時収容施設等の提供、ボランティアの斡旋等 

１１９ 〃 災害時における相互応援に関する協定 

 

静岡県富士宮市 平成20年 5月27日 食糧、飲料水、生活必需品等の提供、資機材・車両等の提供、職員の派

遣、一時収容施設等の提供、ボランティアの斡旋等 

１ ２ ０ 〃 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に

関する協定 

神奈川県知事、神奈川県市長

会、神奈川県町村会 

平成24年3月29日 地域ブロック相互間又は県内市町村相互間で物資や資機材の提供、職員の

派遣等。県外の災害に対する相互応援体制を活用した応援 

１2１ 〃 災害時における相互応援に関する協定 長野県諏訪市、静岡県伊東市、

長崎県壱岐市 

平成24年8月15日 被災者の救出・施設等応急復旧に必要な資機材等の提供、生活必需物資等

の提供、救護救助の車両等、職員の派遣等 

１２２ 〃 秦野市と北上市の災害時相互応援に関する協定 岩手県北上市 平成24年11月12日 被災者の救出・施設等応急復旧に必要な資機材等の提供、生活必需物資等

の提供、救護救助の車両等、職員の派遣等 

１２３ 

 

〃 災害時相互応援に関する協定 新潟県柏崎市 平成25年1月21日 被災者の救出・施設等応急復旧に必要な資機材等の提供、生活必需物資等

の提供、救護救助の車両等、職員の派遣等 

１２４ 〃 全国報徳研究市町村協議会における災害応急対策

活動の相互応援に関する協定 

報徳市町村協議会加盟 

１６市町村 

平成26年11月28日 被災者の救出・施設等応急復旧に必要な資機材等の提供、生活必需物資等

の提供、救護救助の車両等、職員の派遣等 
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（災害時協定に準ずるもの等） 

番号 分 類 協 定 名 協定締結先 締 結 日 協 定 内 容 

  核燃料物質輸送情報に関する協定 神奈川県知事 平成14年 5月13日 市内を通過する核燃料物質の輸送日時と輸

送経路の情報提供 

  都市ガス災害対策に関する業務協約 秦野瓦斯株式会社 昭和58年 8月31日 都市ガスに起因する火災、爆発及び漏洩など

の事故の未然防止と事故が発生した場合の

被害を最小限に防止 

  災害対応における河川水位等観測に関する協定 横河電子機器株式会社 

東亜建設技術株式会社 

コネクシオ株式会社 

令和 2年6月9日 

    ～ 

令和 4年3月末日 

室川、葛葉川に「IoT 多点観測システム」の

設置。河川の水位、カメラ映像の情報提供。

実証実験のため期間限定。 

  災害時における施設使用等に関する覚書 株式会社マルハン 令和 2年8月5日 車中泊およびテント泊を希望する方の避難

場所、並びに災害ボランティアの活動拠点と

して駐車場等の提供 
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           神奈川県下消防相互応援協定に基づく覚書 
 

第 １ 条 この覚書は、神奈川県下消防相互応援協定（以下「協定」という。）の規定に基づき、協定市町相互間に

おける消防相互応援について必要な事項を定めるものとする。 

第 ２ 条 協定第２条第１号に規定する通常応援の出場区域は、別表第１及び別表第１の２のとおりとする。 

第 ３ 条 協定第２条第２号に規定する消防団応援の出場区域は、別表第２のとおりとする。 

第 ４ 条 協定第２条の規定により、応援出場する消防隊等（消防団を除く。以下同じ。）の無線局は、主運用波を

使用するものとする。 

２ 前項の場合において、発災地の消防長は、主運用波を有する無線局のうちから統括局を指定し、応援出場した

消防隊等に通知するものとする。 

第 ５ 条 協定市町の消防長は、協定第２条の規定に基づき応援出場したときは、別記様式第１号及び第１号の２

により消防隊の活動詳細を発災地の消防長に通知するものとする。 

第 ６ 条 協定第８条の規定に基づく協定市町の消防現勢は、毎年４月１日現在の状況を別記様式第２号により協

定市町間相互に交換するものとする。 

第 ７ 条 この覚書を改訂するにいたったときは、協定市町消防長会の事務局を担当する市町が改訂事務を取りま

とめ、事務を代行するものとする。 

第 ８ 条 この覚書に記載されていない事項又は運用にあたり疑義を生じたときは、協定市町消防長会で協議し、

決定するものとする。 

第 ９ 条 この覚書を証するため、正本 24通を作成し、協定市町の消防長が記名押印の上、それぞれ各１通を保管

するものとする。 

 この覚書は、昭和 50年８月１日から効力を生ずる。（昭和 50年７月 25日締結） 

   附則 

 この覚書は、昭和 53年４月 13日から効力を生ずる。（昭和 53年４月 13日締結） 

   附則 

 この覚書は、昭和 55年 11月１日から効力を生ずる。（昭和 55年 11月１日締結） 

   附則 

 この覚書は、昭和 56年８月 25日から効力を生ずる。（昭和 56年８月 25日締結） 

 ただし、横浜・横須賀道路の未開通部分については、開通時点から適用する。 

   附則 

 この覚書は、昭和 58年４月 15日から効力を生ずる。（昭和 58年４月 14日締結） 

   附則 

 この覚書は、昭和 59年４月 17日から効力を生ずる。（昭和 59年４月 16日締結） 

   附則 

 この覚書は、昭和 60年４月 11日から効力を生ずる。（昭和 60年４月 10日締結） 

   附則 

 この覚書は、昭和 61年４月 16日から効力を生ずる。（昭和 61年４月 15日締結） 
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   附則 

 この覚書は、昭和 61年 12月 17日から効力を生ずる。（昭和 61年 12月 17日締結） 

   附則 

 この覚書は、昭和 63年４月７日から効力を生ずる。（昭和 63年４月７日締結） 

   附則 

 この覚書は、昭和 63年 11月 11日から効力を生ずる。（昭和 63年 11月 11日締結） 

  附則 

 この覚書は、平成元年４月６日から効力を生ずる。（平成元年４月６日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成２年７月１日から効力を生ずる。（平成２年４月 18日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成３年４月 10日から効力を生ずる。（平成３年４月 10日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成４年４月 14日から効力を生ずる。（平成４年４月 14日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成５年４月 14日から効力を生ずる。（平成５年４月 14日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成６年４月 18日から効力を生ずる。（平成６年４月 18日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成７年４月 14日から効力を生ずる。（平成７年４月 14日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成８年４月 19日から効力を生ずる。（平成８年４月 19日締結） 

  附則 

 この覚書は、平成８年４月 19日から効力を生ずる。（平成８年 10月 18日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 10年４月８日から効力を生ずる。（平成 10年４月８日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 11年４月 15日から効力を生ずる。（平成 11年４月 15日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 11年 12月１日から効力を生ずる。（平成 11年 12月１日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 12年４月 13日から効力を生ずる。（平成 12年４月 13日締結） 

附則 

 この覚書は、平成 12年５月８日から効力を生ずる。（平成 12年５月８日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 13年４月 19日から効力を生ずる。（平成 13年４月 17日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 14年４月 18日から効力を生ずる。（平成 14年４月 18日締結） 



資－242 

 

   附則 

 この覚書は、平成 15年４月 18日から効力を生ずる。（平成 15年４月 18日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 16年４月 23日から効力を生ずる。（平成 16年４月 23日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 17年４月 15日から効力を生ずる。（平成 17年４月 15日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 18年３月 20日から効力を生ずる。（平成 18年３月 20日締結） 

  附則 

 この覚書は、平成 19年４月 20日から効力を生ずる。（平成 19年４月 20日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 20年４月 18日から効力を生ずる。（平成 20年４月 18日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 21年４月 17日から効力を生ずる。（平成 21年４月 17日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 21年６月 30日から効力を生ずる。（平成 21年６月 30日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 22年４月 16日から効力を生ずる。（平成 22年４月 16日締結） 

附則 

 この覚書は、平成 23年５月 10日から効力を生ずる。（平成 23年５月 10日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 24年４月 20日から効力を生ずる。（平成 24年４月 20日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 25年４月 19日から効力を生ずる。（平成 25年４月 19日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 26年４月 18日から効力を生ずる。（平成 26年４月 18日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 27年４月 17日から効力を生ずる。（平成 27年４月 17日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 28年４月 15日から効力を生ずる。（平成 28年４月 15日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 29年４月１日から効力を生ずる。（平成 29年４月１日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 29年４月 14日から効力を生ずる。（平成 29年４月 14日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 30年４月 13日から効力を生ずる。（平成 30年４月 13日締結） 

   附則 

 この覚書は、平成 31年４月 12日から効力を生ずる。（平成 30年４月 12日締結） 
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   附則 

 この覚書は、令和２年４月 27日から効力を生ずる。（令和２年４月 27日締結） 

 

    

  



資－244 

 

別表第１（第２条関係） 

通 常 応 援 出 場 区 域 

 

秦 野 市 側 平 塚 市 側 

鶴巻南一～四丁目、鶴巻（小田急線以南）、南矢名一

～五丁目、南矢名（小田急線及び東名高速道路以

南）、下大槻（東名高速道路以南） 

土屋、上吉沢、下吉沢、真田、真田一～四丁目、北金

目、北金目一～四丁目、南金目、千須谷、広川、片岡 

 

秦 野 市 側 伊 勢 原 市 側 

鶴巻北一～三丁目、鶴巻南五丁目、鶴巻（小田急線以

北）、伊勢原に接する山林 

笠窪、善波、大住台一～三丁目、秦野市に接する山林 

 

秦 野 市 側 小 田 原 市 側 

四十八瀬川以西、千村（平間田）、渋沢（県道秦野大井

線峠隋道以南）、平沢・今泉（一部小田急線以北を除く

県道平塚秦野線以南）、南が丘二丁目・三丁目、西大竹、

三廻部及び堀山下（山北町に接する 0.5キロメートル

以内の山林） 

中井町井ノ口（県道平塚松田線以北）・境・境別所、大

井町篠窪、松田町寄・神山、山北町玄倉（秦野市に接

する 0.5キロメートル以内の山林） 

秦野市隣接市町のみ掲載 

 

別表第２（第３条関係） 

消 防 団 応 援 出 場 区 域 表 

 

秦 野 市 側 平 塚 市 側 

鶴巻南一～四丁目、鶴巻（小田急線以南）、南矢名一

～五丁目、南矢名（小田急線及び東名高速道路以

南）、下大槻（東名高速道路以南） 

土屋、上吉沢、下吉沢、真田、真田一～四丁目、北

金目、北金目一～四丁目、南金目、千須谷、広川、

片岡 

 

秦 野 市 側 伊 勢 原 市 側 

鶴巻北一～三丁目、鶴巻南五丁目、鶴巻（小田急線以

北）、伊勢原に接する山林 

笠窪、善波、大住台一～三丁目、秦野市に接する山林 

秦野市隣接市町のみ掲載 
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別記様式第1号（第５条関係）

応 援 区 分

現 場 指 揮 者

と の 連 絡

消 防 隊 の

活 動 概 要

出場隊名

活　　　動　　　状　　　況

放水停止

平成   年   月   日     時　　分

引揚時分 帰署時分人員 車種別 出場時分 到着時分 放水時分

応 援 隊 消 防 活 動 通 知 書

通　常　応　援　　・　　特　別　応　援

覚 知 別

発 災 場 所

災 害 種 別

発 災 日 時

受 信 日 時

平成   年   月   日　   時    分 頃

　　　　市　　　区　　　町　　丁目　　番　　号
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搬送開始 帰署時分

 

 

人員

　男　　　　　名

　女　　　　　名

　男　　　　　名

引揚時分医師引渡

傷 病 者

職業 傷病程度 職業 傷病程度年齢 性別

出動時分 現着時分

　女　　　　　名

計

性別

病着時分

活　　　　動　　　　状　　　　況

出 場 隊 名

応 援 隊 救 急 活 動 通 知 書

 

覚 知 別

死亡

年齢

受 信 日 時 平成   年    月  　 日　　　時　  分

取扱

不取扱

平成   年    月  　 日　　　時　  分 頃

不 取 扱 理 由

別記様式第1号の２（第５条関係）

発 生 日 時

発 生 場 所

事 故 概 要

　　　　　市　　　　区　　　　町　　丁目　　　号

事 故 種 別

応 援 区 分 通常応援　　・　　特別応援

収 容 人 員

搬 送先 医療機関

中等症

軽症

　男　　　　　名

　女　　　　　名

　男　　　　  名

　女　　　  　名
重症

結 果 概 要
名
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区分

計

消
防
正
監

消
防
監

消
防
司
令
長

消
防
司
令

消
防
司
令
補

消
防
士
長

消
防
副
士
長

消
防
士

他
の
職
員

区分

計
団
　
長

副
団
長

分
団
長

副
分
団
長

部
　
長

副
部
長

団
　
員

区分

車両別

計

ポ
ン
プ
車

水
槽
付
ポ
ン
プ
車

化
　
学
　
車

は
し
ご
車

救
助
工
作
車

小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
車

救
　
急
　
車

広
　
報
　
車

調
　
査
　
車

搬
　
送
　
車

そ
　
の
　
他

（１）消防職・団員

階級別

消
防
吏
員

消防団

計

（２）消防車両

消
防
団
員

定　員

実　員

消防本部

世帯数

総面積 　署　　出張所

　団　　　分団  　　　 世帯

実　員

定　員

人口

階級別

２　消防概況

別記様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　　　　殿

消　防　長　名

文　書　番　号
年　　月　　日

   　　　　 人

消防団

消　防　現　勢　表

１　市勢概況

　　　　　ｋ㎡ 消防本部
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用途

名
　
　
称

か
ぎ
付
は
し
ご

三
連
は
し
ご

ワ
イ
ヤ
ー

は
し
ご

空
気
式
救
助
マ
ッ

ト

救
命
索
発
射
銃

救
助
縛
帯

サ
ー

バ
イ
バ
ー

ス
リ
ン
グ

平
担
架

マ
ン
ホ
ー

ル
救
助
器
具

救
助
用
簡
易
起
重
機

（

ス
プ
レ
ッ

ダ
ー
）

油
圧
救
助
器
具

救
助
用
油
圧
ジ
ャ
ッ

キ

数
量

用途

名
　
　
称

可
搬
式
ウ
ィ

ン
チ

マ
ッ

ト
型
空
気
ジ
ャ
ッ

キ

チ
ェ
ー

ン
ブ
ロ
ッ

ク

油
圧
救
助
器
具
（

カ
ッ

タ
ー
）

エ
ア
ー

ソ
ー

エ
ン
ジ
ン
カ
ッ

タ
ー

電
動
カ
ッ

タ
ー

酸
素
溶
断
機

チ
ェ
ー

ン
ソ
ー

鉄
筋
カ
ッ

タ
ー

数
量

用途

名
　
　
称

(

酸
素
濃
度
測
定
器
含
む
）

複
合
ガ
ス
検
知
器

（

ポ
ケ
ッ

ト
含
む
）

放
射
能
測
定
器

有
毒
ガ
ス
測
定
器

マ
ル
チ
ガ
ス
モ
ニ
タ
ー

ポ
ッ

ケ
ッ

タ
ブ
ル

可
燃
性
ガ
ス
警
報
器

削
岩
機

ハ
ン
マ
ー

ド
リ
ル

空
気
呼
吸
器

酸
素
呼
吸
器

簡
易
呼
吸
器

防
毒
マ
ス
ク

数
量

用途

名
　
　
称

送
排
風
機
一
式

耐
電
手
袋

耐
電
衣

耐
電
ズ
ボ
ン

耐
電
長
靴

耐
熱
防
護
服

放
射
能
防
護
服

陽
圧
式
化
学
防
護
服

（

簡
易
防
護
服
含
む
）

化
学
防
護
服

防
毒
衣

数
量

用途

名
　
　
称

潜
水
器
具
一
式

救
命
胴
衣

救
命
ボ
ー

ト

船
外
機

熱
画
像
直
視
装
置

夜
間
用
暗
視
装
置

フ
ァ

イ
バ
ー

ス
コ
ー

プ
Ⅲ
型

画
像
探
索
機
Ⅱ
型

除
染
設
備
一
式

ワ
ン
タ
ッ

チ
テ
ン
ト

エ
ア
ー

テ
ン
ト

画
像
伝
送
装
置
一
式

数
量

その他

重量物排除用

重量物排除用

画像探索機水難救助用

隊員保護用

測定用 破壊用 呼吸保護用

(３)　警防用機器資材（その１）

一般救助用

切断用
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項目

種別
基
　
地
　
局

項目

種別
署
　
所
　
用

消
防
車
載
用

救
急
車
載
用

携
帯
無
線
機

台
　
数
　
計

（４）無線設備（県内波実装状況）

切替

なし

県
内
波

台
　
数

備考

出力(Ｗ) 出力(Ｗ)

単独 県内波
実装

県内波
未実装

計

計
小
　
計

全
　
焼

半
　
焼

部
分
焼

ぼ
　
や

小
　
計

林
　
野

車
　
両

そ
の
他

３　平成  年中火災・救急概況

屋
　
　
　
外

火　災　件　数 死傷者 焼失面積

搬
送
人
員

損害見積額(千円)

建　　　物 屋　　外
死
　
　
　
者

傷
　
　
　
者

建
　
物
（

㎡
）

林
　
野
（

ａ
）

計

建
　
　
　
物

特記事項

不
搬
送

救
　
　
　
急

出
動
件
数

搬
送
件
数



資－250 

 

 

10－３ 

 

神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領 

 

１ 目的 

  この航空機特別応援実施要領（以下｢要領｣という。）は、神奈川県下消防相互応援協定第２条第３号の規定に

基づき、災害発生地の市町が他の市町による回転翼航空機（以下｢ヘリ｣という。）を用いた消防に関する応援（以

下｢航空機特別応援｣という。）を要請しようとする場合に、当該応援が円滑、かつ、迅速に行われるよう要請手続

きその他必要な事項について定めることを目的とする。 

２ 対象とする災害 

  航空機特別応援の対象となる災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防機関の活動にとっ

て極めて有効であると考えられるものとする。 

 (1) 地震、風水害等の自然災害 

 (2) 陸上又は海上からの接近が著しく困難な地域での、大火災、大災害、大事故等 

 (3) 高層建築物の火災 

 (4) 航空機事故、列車事故等集団救助救急事故 

 (5) その他前各号に掲げる災害に準ずる災害 

３ 航空機特別応援の種別 

  航空機特別応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。 

 (1) 調査出場 

   現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場 

 (2) 火災出場 

   消火活動のための出場 

 (3) 救助出場 

   人命救助のための特別な活動を要する場合の出場（これに付随する救急搬送活動含む。） 

 (4) 救急出場 

   救急患者搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの 

 (5) 救援出場 

   救援物資、資機材、人員等の搬送のための出場 

４ 航空機特別応援の担当区域 

  応援側市町の航空機特別応援担当区域は、別表１のとおりとする。ただし、災害発生地の消防長が複数のヘリ

出場を必要と認めた場合又は応援側市町の航空機が出場できない場合は、この限りでない。 

５ 航空機特別応援の出場限定条件 

  航空機特別応援の出場限定条件は、次の各号のとおりとする。 

 (1) 出場時間帯は、原則として日出から日没までとする。 

 (2) 気象状態は、航空法（昭和 27年 7月 15日法律第 231号）の定めるところによる。 

６ 航空機特別応援の要請手続 
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 (1) 要請側市町の消防長は、航空機特別応援を必要と認めた場合は、次の事項を応援側市町の消防長へ通報する

ものとする。 

  ア 必要とする応援の種別及びその具体的内容 

  イ 応援活動に必要な資機材等 

  ウ 離発着可能な場所及び給油体制 

  エ 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに無線による連絡の方法 

  オ 離発着場における資機材の準備状況 

  カ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況 

  キ 他の消防本部にヘリの応援を要請している場合の消防本部名 

  ク 気象の状況 

  ケ ヘリの誘導方法 

  コ その他必要な事項 

 (2) 応援側市町の消防本部連絡先は、別表２のとおりとする。 

 (3) 応援要請の通知事項は、電話、ファクシミリ等によって様式１により明確に連絡するとともに、後日、正式

文書を送付するものとする。 

７ 航空機特別応援の決定の通知 

  応援側市町の消防長は、前項の航空機特別応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場合には、

要請側市町の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。 

８ 航空機特別応援の中断 

  応援側市町の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町の消防長は、要請側市町の

消防長と協議して航空機特別応援を中断することができるものとする。 

９ 航空機特別応援の始期及び終期 

 (1) 航空機特別応援は、(2)及び(3)に定める場合を除きヘリが航空機特別応援の命を受けてヘリポートを出発し

たときに始まり、ヘリポートに帰投したときに終了するものとする。要請側市町により航空機特別応援の要請

が撤回された場合も同様とする。 

 (2) ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して航空機特別応援に出場すべき命令があった

ときは、そのときから航空機特別応援は始まるものとする。 

 (3) ヘリが、航空機特別応援に出動中に前項の規定に基づき、航空機特別応援が中断され、応援側市町に復帰す

べき命令があったときは、そのときをもって航空機特別応援は終了するものとする。 

10 航空機特別応援のため出場したヘリの指揮等 

 (1) 航空機特別応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町の消防長の定める災害現場の最高指揮者が行うも

のとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運行に重大な支障があると認めたとき

は、その旨、最高指揮者に通告するものとする。 

 (2) 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町の消防本部の基地局及び災害現場の 

  最高指揮者と緊密な連絡をとるものとする。 

11 航空機特別応援に係る要請側市町の事前計画等 

 (1) 要請側市町は、航空機特別応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておくものとする。 

 (2) 要請側市町の事前計画に定める事項は、次のとおりとする。 
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  ア 地域防災計画に定める離発着場のうち、ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離発着場 

   （以下「離発着場」という。）の位置図等（様式２参照） 

  イ 燃料の補給体制 

  ウ 応援出場ヘリと要請側消防本部等の通信連絡方法 

  エ 離発着場への職員の派遣 

  オ 応援に伴い生ずることが予想される一般人、建物等に対する各種障害の除去等離発着に必要な措置 

  カ 空中消火剤、救急救助資機材、隊員等の補給体制 

  キ その他必要と認める事項 

 (3) 前号の計画を作成した場合は、そのうち離発着場の位置図等（様式２）を応援側市町へあらかじめ届出する

ものとする。 

12 応援側市町の情報提供 

  応援側市町の消防長は、新規にヘリを保有した場合若しくは更新した場合又は性能に変更があった場合、その

情報を様式３により各消防長へ情報提供するものとする。 

13 航空機特別応援に要する経費の負担区分 

  航空機特別応援に要する経費の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。 

 (1) ヘリの燃料費、隊員の出動手当、旅費、日当経常経費については、要請側市町が負担するものとする。 

 (2) 応援中に発生した事故の処理に要する土地、建物、工作物等に対する補償費、一般人の死傷に伴う損害賠償

その他の経費は、要請側市町の負担とする。ただし、応援側市町の重大な過失により発生した損害は、応援側市

町の負担とする。 

 (3) 前号に定める要請側市町の負担額は、応援側市町の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額

とする。 

 (4) 前３号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度要請側市町の消防長と応援側市

町の消防長が協議し決定するものとする。 

14 ヘリ事故時の連絡 

  要請側市町の消防長は、応援出場ヘリに関する次の事故を覚知したときは、応援側市町の消防長に速やかに連

絡するものとする。 

 (1) 人の死傷に伴う事故 

 (2) 航空機の重大な損傷事故 

 (3) 救難対策を必要とする事故 

15 附則 

 (1) この要綱は、昭和 57年 5月 12日から施行する。 

 (2) この要綱は、昭和 61年 11月 25日から施行する。 

 (3) この要綱は、平成２年 7月１日から施行する。 

(4) この要綱は、平成 12年４月 13日から施行する。 

（5） この要綱は、平成 18年３月 20日から施行する。 

（6） この要綱は、平成 25年４月 19日から施行する。 

（7） この要綱は、平成 29年４月 1日から施行する。 
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別表１  

  航空特別応援担当区域 

 

応援側市町 担 当 区 域（ 市 町 ） 

 

 

横  浜  市 

 

 

川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、 

茅ヶ崎市、逗子市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、 

箱根町、湯河原町 

 

 

川  崎  市 

 

 

横浜市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、 

海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町 

 

 

別表２ 

  応援側市町の消防本部連絡先 

 

応援側市町 
連絡・要請 

窓口の名称 
電話番号 電話ファクシミリ 

横 浜 市 司 令 課 045－332－1351 045－331－5221 

川 崎 市 指 令 課 044－223－2645 044－223－2654・2655 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 要 請 者 職 ・ 氏 名 消 防 本 部 消 防 長 

② 要 請 日 時      年  月  日  時  分  

③ 災 害 発 生 日 時      年  月  日  時  分  

④ 災 害 発 生 場 所  

 災 害 の 概 要 

 

 

 

⑤ 応 援 の 種 別 ①調査②火災③救助④救急⑤救援 

 活  動  拠  点 ②定置場③離発着場 

⑥ 応援の(具体的)内容 

 

 

 

⑦ 必 要 資 機 材 

 

 

 

 

 

 

⑧ 離発着可能な場所 
第 １ 順 位  

第 ２ 順 位  

⑨ 給 油 体 制 

給油の可否 可 ・ 否 

給 油 方 法  

体制作りの 

所 要 時 間 

 

⑩ 
現 場 最 高 指 揮 者 

職・氏名・無線局名 

 

⑪ 
離発着所における 

資機材の準備状況 

 

⑫ 
他機関の航空機及び 

ヘ リ の 活 動 状 況 

 

⑬ 
他の消防本部に対する 

応援ヘリ要請状況 

 

⑭ 気 象 の 状 況 天候 風向 風力 ｍ／ｓ視界 ｍ 

⑮ 誘 導 方 法  

 
要 請 側 消 防 本 部 

連 絡 先 

 

 そ の 他 

 

 

 

要請側消防 

本部連絡者 

応援側消防 

本部連絡者 

 

 

 

 

航 空 特 別 応 援 （ ヘ リ コ プ タ ー ） 要 請 連 絡 表 
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飛 行 場 外 離 発 着 場 調 査 表 

離 発 着 場 名  

所在地 

地名・番地  

所有者 
又 は 
管理者 

住 所  電話 
番号 

 

氏 名  職業  

土地の 

状 況 

長 さ・幅       ｍ ・       ｍ 

こ  う 配 従 断 
こう配 

 横 断 
こう配 

 

表   面  

恒 風 方 向  

附 近 障 害 物 

の 状 況 

 

 

 

離 発 着 場 と の 

連 絡 方 法 

 

そ の 他 参 考 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離発着場位置図（１／     ） 離発着場位置図（１／     ） 

1／50,000 1／10,000 

離 発 着 場 見 取 図（恒風方向を矢印のこと） 

1／3,000 

 

 

資
－
255 



資－256 

 

様式３ 

応 援 側 市 町 の 保 有 す る ヘ リ の 性 能（横浜市消防局） 

消 防 本 部 名 横浜市消防局 

機 種 ＡＷ１３９ 

機 名 はまちどり１ はまちどり２ 

機 

体 

製 造 会 社 名 アグスタウェストランド社 

型 式 アグスタ式ＡＷ１３９型 

全 長 （ｍ） １６．６２ 

主 回 転 翼 直 径 （ｍ） １３．８ 

座
席
数 

乗 務 員 （人） ２ 

旅 客 （人） 最大１５ 

重 

量 

全 備 重 量 （kg） ６，８００ 

空 虚 重 量 （kg） ４，６３８ ４，５７０ 

有 効 搭 載 量 （kg） ２，２３０ 

エ
ン
ジ
ン 

製 造 会 社 Ｐ＆ＷＣ（プラットアンドホイットニーカナダ） 

形 式 プラットアンドホイットニーカナダ式 ＰＴ６Ｃ－６７Ｃ型 

基 数 ２ 

性 
 

能 

最 大 速 度 (km/ｈ) ３０６ 

巡 航 速 度 (km/ｈ) ２６０ 

航 続 距 離 （km） １，０８０ 

航 続 時 間 （ｈ） ４：１０ 

実 用 上 昇 限 度 （ｍ） ４，２５０ 

耐 風 性 能 (ｍ/ｓ) ２５ 

燃 
 

料 

使 用 燃 料 ＪＥＴ Ａ－１ 

タ ン ク 容 量 （ℓ） １，５８８ 

増槽タンク容量 （ℓ） なし 

消 費 料 (ℓ/ｈ) ５４０ 

装 
 

置 

カーゴスリング （kg） ２，２００ 

ホ イ ス ト （kg） ２７２ 

タ ン カ (人分) １ 

他の

主な

装置 

機外拡声装置 (ｗ) １，２００ 

サーチライト (ｗ) １，６００ 

消火バケット (ℓ) １，０００ 

保 
 

険 

対      人  （円）   

対            物   （円）   

搭   乗   者  （円）   

機      体  （円）   

年間保険料（掛金） （円）   

 

（注）１ 全  長……主及び尾部回転翼展開時の最先端から最後端までの長さ 

   ２ 旅客等数……最大座席数から乗組員２名を差し引いた数 

   ３ 巡航速度……全備重量での標準大気中の高速巡航速度 

   ４ 航続距離……巡航速度による航続距離（標準燃料タンク使用、残燃料なし） 

   ５ 航続時間……巡航速度による航続時間（標準燃料タンク使用、残燃料なし） 
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様式３ 

応 援 側 市 町 の 保 有 す る ヘ リ の 性 能（川崎市消防局） 

消 防 本 部 名 川崎市消防局 

機 名 そよかぜ１ そよかぜ２ 

機 

体 

製 造 会 社 名 川崎重工業 エアバスヘリコプターズ 

型 式 ＢＫ１１７ Ｃ－２ ＡＳ３６５ Ｎ３＋ 

全 長 （ｍ） １３．０３ １３．６８ 

主 回 転 翼 直 径 （ｍ） １１ １１．９４ 

座
席
数 

乗 務 員 （人） ２ ２ 

旅 客 （人） ９ １２ 

重 

量 

全 備 重 量 （kg） ３，５８５ ４，３００ 

空 虚 重 量 （kg） ２，３６０ ２，８６０ 

有 効 搭 載 量 （kg） １，２２５ １，４４０ 

エ
ン
ジ
ン 

製 造 会 社 ツルボメカ（仏） ツルボメカ（仏） 

形 式 アリエル１Ｅ２ アリエル２Ｃ 

基 数 ２ ２ 

性 
 

能 

最 大 速 度 (km/ｈ) ２７８ ３２４ 

巡 航 速 度 (km/ｈ) ２２０ ２７７ 

航 続 距 離 （km） ７００ ８２０ 

航 続 時 間 （ｈ） ３：４０ ４：１０ 

実 用 上 昇 限 度 （ｍ） ５，４８０ ６，０００ 

耐 風 性 能 (ｍ/ｓ) ２３ １８ 

燃 
 

料 

使 用 燃 料 ＪＥＴ Ａ－１ ＪＥＴ Ａ－１ 

タ ン ク 容 量 （ℓ） ８６７ １，１５８ 

増槽タンク容量 （ℓ） なし なし 

消 費 料 (ℓ/ｈ) ２７５ ３４０ 

装 
 

置 

カーゴスリング （kg） １，５００ １，６００ 

ホ イ ス ト （kg） ２７０ ２７２ 

タ ン カ (人分) ２ ２ 

他の

主な

装置 

機外拡声装置 (ｗ) ４００×１  ８００×１ １，２００ 

サーチライト (ｗ) １，６００ １，６００ 

消火バケット (ℓ) ６００ ５４４ 

保 
 

険 

対      人  （円） 
５，０００，０００，０００ 

（第三者乗員包括責任） 
対            物   （円） 

搭   乗   者  （円） 

機      体  （円） ９，９００，０００ １，３５６，６３５，０００ 

年間保険料（掛金） （円）     ２，８６３，１００ １６，６６５，４３０ 

 

（注）１ 全  長……主及び尾部回転翼展開時の最先端から最後端までの長さ 

   ２ 旅客等数……最大座席数から乗組員２名を差し引いた数 

   ３ 巡航速度……全備重量での標準大気中の高速巡航速度 

   ４ 航続距離……巡航速度による航続距離（標準燃料タンク使用、残燃料なし） 

   ５ 航続時間……巡航速度による航続時間（標準燃料タンク使用、残燃料なし） 
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11－１ 

 

「急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律」 

に基づく法指定区域一覧表 

令和２年６月１日 

１ 法指定区域 

番号 区域の名称 対 象 区 域 指 定 年 月 日 指定面積 

１  芦 谷 地 区  鶴巻北１丁目 21 他  昭和 61年 4月 22日  0.33ｈa 

２  中 野 Ａ 地 区  曽屋 5121 他  平成 元年 3月 31日  1.99ｈa 

３ 
 

中 野 Ｂ 地 区 
 曽屋 5756 他  平成 元年 3月 31日  1.15ｈa 

曽屋 5690 他  平成 6 年 3月 31日  0.13ｈa 

４  室 町 地 区  室町 8-18 他  平成 3 年 7月 16日  0.35ｈa 

５  富 士 見 町 地 区  富士見町 1-23 他  平成 5 年 3月 31日  0.80ｈa 

６  峠 Ａ 地 区  渋沢 2449-1 他  平成 7 年 3月 31日  4.27ｈa 

７  峠 Ｂ 地 区  渋沢 2907 他  平成 7 年 3月 31日  4.11ｈa 

８  渋 沢 立 野 地 区  渋沢 2319-1 他  平成 9 年 3月 31日  1.30ｈa 

９  才 ヶ 分 地 区  曽屋 5599-1 他  平成 15年 3月 28日  1.97ｈa 

10 平 沢 小 原 地 区  
平沢 2080 他  平成 15年 3月 28日  1.99ｈa 

平沢 2008-2 他  平成 19年 2月 16日  0.37ｈa 

11  千 村 地 区  千村 490番地  他  平成 17年 11月 1日  0.18ｈa 

12  渋 沢 中 地 区  渋沢 2078－3 他  平成 18年 3月 28日  0.68ｈa 

13  渋 沢 Ｂ 地 区  渋沢 2175－3 他  平成 19年 2月 2日  0.89ｈa 

14  富 士 見 町 Ｂ 地 区  富士見町 1354-5 他  平成 20年 7月 8日  0.45ｈa 

15  八 沢 地 区  八沢 396番地 他  平成 21年 1月 23日  0.80ｈa 

16  南 矢 名 地 区  南矢名 705-1 他  平成 24年 2月 3日  1.55ｈa 

17  栃 窪 地 区  栃窪 154番地 他  平成 27年 5月 19日  0.54ｈa 

18  瓜 生 野 地 区  南矢名 1739番地 他  平成 27年 5月 19日  0.15ｈa 

19  入 船 町 地 区  入船町 2031-1 他  平成 28年 4月 1日  0.25ｈa 

２ 急傾斜地崩壊危険箇所 

平成１４年度に神奈川県が発表した「土石流危険渓流および急傾斜地崩壊危険箇所調査結果」によるもの

で、傾斜度３０度以上高さ５メートル以上のがけ地が対象。秦野市内に計１６０箇所の急傾斜地があり、保全

人家数によってランク分けされている。 

(1)   急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ （人家５戸以上・または公共施設のある区域）  

計２６箇所（上記法指定区域を含む） 

(2)   急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ（人家１～４戸の箇所） 

       計１１７箇所（上記法指定区域を含む） 

(3)   危険箇所に準ずる斜面Ⅲ（人家はないが、今後新規の住宅立地が見込まれる箇所） 

       計１７箇所 
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11－２ 

 

土 石 流 危 険 渓 流 一 覧 表 

                                         平成 30年４月１日 

 
番

号 
水系名 河川名 渓流名 所在地 

 番

号 
水系名 河川名 渓流名 所在地 

ラ 

 

ン 

 

ク 

 

Ⅰ 

 

52 

 

渓 

 

流 

１ 相模川 藤 熊 川 清滝沢 丹沢寺山 

ラ 

 

ン 

 

ク 

 

Ⅰ 

 

5

2 

 

渓 

 

流 

36 金目川 金 目 川 山谷沢 名古木 

２ 〃 〃 金時沢   〃 37 〃 加 茂 川 竜ヶ淵沢左支 曽 屋 

３ 〃 〃 カスコロバシ沢   〃 38 〃 大 根 川 瓜生野沢 南矢名 

４ 〃 〃 藤熊川第一沢 寺 山 39 〃 〃 観音沢  〃 

５ 〃 〃 陳賀沢  〃 40 〃 〃 南矢名沢 北矢名 

６ 〃 〃 富士見沢  〃 41 〃 〃 北矢名沢  〃 

７ 〃 〃 護摩屋敷沢  〃 42 〃 〃 蛇久保沢  〃 

８ 〃 〃 旭 沢  〃 43 〃 〃 曽我沢  〃 

９ 金目川 水 無 川 流れの沢 堀山下 44 〃 〃 地蔵ノ入沢 南矢名 

10 〃 〃 本谷沢  〃 45 〃 室  川 大井戸沢 平 沢 

11 〃 〃 戸 沢 戸 川 46 〃 〃 栃窪沢 栃 窪 

12 〃 〃 宇津木河原沢  〃 47 中村川 藤 沢 川 渋 沢 渋 沢 

13 〃 葛 葉 川 権現沢 横 野 48 酒匂川 川 音 川 川音川第一沢 千 村 

14 〃 〃 山居沢  〃 49 〃 濁   川 栃取畑沢 八 沢 

15 〃 〃 花鳥沢 菩 提 50 〃 〃 本入沢 〃 

16 〃 〃 本 沢  〃 51 〃 〃 大久保沢  〃 

17 〃 〃 桜 沢  〃 52 〃 〃 不動院沢 柳 川 

18 〃 〃 大音沢  〃 

ラ 

ン 

ク 

Ⅱ 

９ 

渓 

流 

１ 金目川 葛 葉 川 松葉沢 横 野 

19 〃 〃 本沢左支  〃 ２ 〃 〃 坊 沢 菩 提 

20 〃 〃 葛葉沢右支  〃 ３ 〃 〃 葛葉沢左支  〃 

21 〃 〃 二俣沢  〃 ４ 〃 金 目 沢 尻無沢 蓑 毛 

22 〃 〃 新田沢（Ａ）  〃 ５ 中村川 中 村 川 小原沢 平 沢 

23 〃 〃 新田沢（Ｂ）  〃 ６ 酒匂川 四十八瀬川 千村下沢 千 村 

24 〃 〃 上中丸沢 羽 根 ７ 〃 〃 千村上沢  〃 

25 〃 〃 扇 沢  〃 ８ 〃 濁   川 沢の下沢 八 沢 

26 〃 金 目 川 コクゾウモン沢 西田原 ９ 〃 〃 吉野入沢 柳 川 

27 〃 〃 中庭沢  〃 

準

ず

る 

渓 

流 

８ 

渓

流 

１ 金目川 金 目 沢 金目沢第一沢 蓑 毛 

28 〃 〃 棚入沢 蓑 毛 ２ 〃 金 目 川 水神入沢右支  〃 

29 〃 〃 春岳沢  〃 ３ 〃 〃 竜ヶ淵沢 名古木 

30 〃 〃 諏訪入沢  〃 ４ 〃 加 茂 川 新善波隧道沢  〃 

31 〃 〃 東 沢  〃 ５ 〃 室   川 
雁音比売命神社の

沢 
千 村 

32 〃 〃 東沢左支  〃 ６ 酒匂川 四十八瀬川 四十八瀬川第一沢 菖 蒲 

33 〃 〃 中里沢  〃 ７ 酒匂川 四十八瀬川 三廻部沢 三廻部 

34 〃 〃 水神入沢 小蓑毛 ８ 金目川 水 無 川 水無川第一沢 堀山下 

35 〃 〃 中丸沢 蓑 毛       

合 計 ６９渓流 
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土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律）に基づく法指定区域一覧表  

土石流                                                         平成30年４月１日 

番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

１ 丹沢寺山 清滝沢 22001 31 蓑毛 金目沢第一沢 22601 

２ 丹沢寺山 カスコロバシ沢 22003 32 蓑毛及び小蓑毛 水神入沢右支 22602 

３ 寺山及び丹沢寺山 陳賀沢 22005 33 名古木 竜ヶ淵沢 22603 

４ 寺山及び丹沢寺山 富士見沢 22006 34 名古木 新善波隧道沢 22604 

５ 寺山及び丹沢寺山 護摩屋敷沢 22007 35 丹沢寺山 カンスコロバシ沢右支 22902 

６ 寺山及び丹沢寺山 旭沢 22008 36 寺山 ヤビツ峠ノ沢 22903 

７ 西田原及び東田原 コクゾウモン沢 22026 37 丹沢寺山及び寺山 富士見橋ノ沢 22904 

８ 西田原及び東田原 中庭沢 22027 38 丹沢寺山及び寺山 門戸口ノ沢 22905 

９ 蓑毛、東田原及び寺山 棚入沢 22028 39 西田原及び東田原 西田原沢 22909 

10 蓑毛、東田原及び寺山 金目川 22029-1 40 寺山 宝作ノ沢 22910 

11 蓑毛、東田原及び寺山 春岳沢 22029-2 41 名古木 西沢 22911 

12 蓑毛及び東田原 東沢（諏訪入沢） 22030 42 名古木 才玉ノ沢 22912 

13 
蓑毛、小蓑毛、東田原

及び寺山 
東沢 22031 43 堀山下及び戸川 流れの沢 22009 

14 
蓑毛、小蓑毛、東田原

及び寺山 
東沢（左支） 22032 44 堀山下及び戸川 本谷沢 22010-1 

15 
蓑毛、小蓑毛、東田原

及び寺山 
中里沢 22033 45 堀山下及び戸川 水無川 22010-2 

16 小蓑毛及び蓑毛 小蓑毛沢 22034 46 戸川及び堀山下 戸沢 22011 

17 蓑毛、小蓑毛及び寺山 中丸沢 22035 47 戸川 宇津木河原沢 22012 

18 名古木 山谷沢 22036 48 横野 権現沢 22013 

19 曽屋 竜ヶ淵沢左支 22037 49 横野、菩提及び戸川 山居沢 22014 

20 南矢名 権現堂沢 22038 50 菩提 花鳥沢 22015 

21 南矢名 真言沢 22039 51 菩提 本沢 22016 

22 北矢名 南矢名沢-1 22040-1 52 菩提 桜沢 22017 

23 北矢名 南矢名沢-２ 22040-2 53 菩提 大音沢 22018 

24 北矢名 北矢名沢 22041 54 菩提 本沢左支 22019 

25 北矢名及び鶴巻 蛇久保沢 22042 55 菩提 滝沢 22020 

26 北矢名及び鶴巻 曽我沢 22043 56 菩提 二俣沢 22021 

27 南矢名 地蔵ノ入沢 22044 57 菩提 新田沢(A) 22022 

28 蓑毛、東田原及び寺山 柿平沢 22304-1 58 菩提 新田沢(B) 22023 

29 蓑毛、東田原及び寺山 尻無沢 22304-2 59 羽根 上中丸沢 22024 

30 蓑毛及び東田原 大久保沢 22304-3 60 羽根及び西田原 扇沢 22025 
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合計９８区域 

※県西土木事務所管内で区域数が計上されているが、当市域に影響がある区域 

合計２区域 

 

急傾斜地の崩壊 

番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

61 横野及び菩提 松葉沢 22301 80 平沢 小原沢 22305 

62 菩提 坊沢-1 22302-1 81 千村 千村下沢 22306 

63 菩提 坊沢-2 22302-2 82 千村及び菖蒲 千村上沢 22307 

64 菩提 葛葉沢左支 22303 83 八沢 沢の下沢-1 22308-1 

65 堀山下 水無川第一沢-1 22608-1 84 八沢 沢の下沢-2 22308-2 

66 堀山下 水無川第一沢-2 22608-2 85 柳川 吉野入沢 22309 

67 堀山下及び戸川 流レ沢北方ノ沢 22906 86 千村 雁音比売命神社の沢 22605 

68 菩提 シンナン下沢 22907 87 千村 四十八瀬第一沢 22606 

69 菩提 四山ノ沢 22908 88 三廻部及び堀西 三廻部沢 22607 

70 平沢 大井戸沢 22045 89 平沢 藤沢川左支 22914 

71 栃窪及び渋沢 栃窪沢 22046 90 渋沢 渋沢中西ノ沢 A 22915 

72 渋沢 渋沢-1 22047-1 91 渋沢 渋沢中西ノ沢 B 22916 

73 渋沢 渋沢-2 22047-2 92 千村 千村中沢 22917 

74 千村 川音川第一沢 22048 93 菖蒲 竹ノ内下沢 22918 

75 八沢 栃取畑沢-1 22049-1 94 菖蒲 竹ノ内中沢 22919 

76 八沢 栃取畑沢-2 22049-2 95 菖蒲 竹ノ内上沢 22920 

77 八沢 本入沢 22050 96 八沢 棚原ノ沢 22921 

78 八沢 大久保沢-2 22051-2 97 三廻部 三廻部下沢 22922 

79 柳川 不動院沢 22052 98 堀西及び堀山下 雨乞沢 22923 

番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

1 千村 神山滝沢 74014 2 千村 川音川左支川 74906 

番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

１ 丹沢寺山 丹沢寺山 1 211－H22－001 ９ 蓑毛 蓑毛８ 211－H22－024 

２ 蓑毛 蓑毛１ 211－H22－017 10 蓑毛及び小蓑毛 蓑毛９ 211－H22－025 

３ 蓑毛 蓑毛２ 211－H22－018 11 蓑毛 蓑毛 10 211－H22－026 

４ 蓑毛及び小蓑毛 蓑毛３ 211－H22－019 12 小蓑毛 小蓑毛 211－H22－027 

５ 蓑毛 蓑毛４ 211－H22－020 13 小蓑毛 小蓑毛２ 211－H22－028 

６ 蓑毛 蓑毛５ 211－H22－021 14 小蓑毛 小蓑毛３ 211－H22－029 

７ 蓑毛 蓑毛６ 211－H22－022 15 小蓑毛及び蓑毛 小蓑毛４ 211－H22－030 

８ 蓑毛 蓑毛７ 211－H22－023 16 小蓑毛 小蓑毛５ 211－H22－031 
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番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

17 寺山 寺山１ 211－H22－002 52 曽屋 曽屋11 211－H22－052 

18 寺山及び蓑毛 寺山２ 211－H22－003 53 曽屋 曽屋12 211－H22－053 

19 
寺山、蓑毛 

及び小蓑毛 
寺山３ 211－H22－004 54 曽屋 曽屋 13 211－H22－054 

20 寺山及び蓑毛 寺山４ 211－H22－005 55 曽屋及び下大槻 曽屋14 211－H22－055 

21 寺山 寺山５ 211－H22－006 56 曽屋 曽屋 15 211－H22－056 

22 寺山 寺山６ 211－H22－007 57 曽屋及び東田原 曽屋 16 211－H22－057 

23 寺山 寺山７ 211－H22－008 58 曽屋及び東田原 曽屋17 211－H22－058 

24 寺山 寺山８ 211－H22－009 59 曽屋及び東田原 曽屋 18 211－H22－059 

25 寺山 寺山９ 211－H22－010 60 曽屋及び東田原 曽屋 19 211－H22－060 

26 寺山 寺山 10 211－H22－011 61 曽屋及び富士見町 曽屋 20 211－H22－061 

27 寺山 寺山 11 211－H22－012 62 南矢名 南矢名１ 211－H22－062 

28 寺山及び東田原 寺山 12 211－H22－013 63 南矢名 南矢名２ 211－H22－063 

29 寺山 寺山 13 211－H22－014 64 南矢名 南矢名３ 211－H22－064 

30 寺山 寺山 14 211－H22－015 65 南矢名 南矢名４ 211－H22－065 

31 寺山、蓑毛及び東田原 寺山 15 211－H22－016 66 南矢名 南矢名５ 211－H22－066 

32 名古木 名古木１ 211－H22－032 67 南矢名 南矢名６ 211－H22－067 

33 名古木 名古木２ 211－H22－033 68 南矢名 南矢名７ 211－H22－068 

34 名古木 名古木３ 211－H22－034 69 南矢名 南矢名８ 211－H22－069 

35 名古木 名古木４ 211－H22－035 70 南矢名 南矢名９ 211－H22－070 

36 名古木 名古木５ 211－H22－036 71 南矢名 南矢名 10 211－H22－071 

37 名古木 名古木６ 211－H22－037 72 南矢名 南矢名11 211－H22－072 

38 名古木 名古木７ 211－H22－038 73 南矢名 南矢名 12 211－H22－073 

39 名古木 名古木８ 211－H22－039 74 南矢名 南矢名 13 211－H22－074 

40 名古木 名古木９ 211－H22－040 75 南矢名 南矢名 14 211－H22－075 

41 名古木 名古木10 211－H22－041 76 南矢名 南矢名 15 211－H22－076 

42 曽屋及び名古木 曽屋１ 211－H22－042 77 南矢名 南矢名 16 211－H22－078 

43 曽屋 曽屋２ 211－H22－043 78 南矢名 南矢名 17 211－H22－079 

44 曽屋 曽屋３ 211－H22－044 79 南矢名 南矢名 18 211－H22－080 

45 曽屋 曽屋４ 211－H22－045 80 南矢名 南矢名19 211－H22－081 

46 曽屋 曽屋５ 211－H22－046 81 南矢名 南矢名 20 211－H22－082 

47 曽屋 曽屋６ 211－H22－047 82 南矢名 南矢名 21 211－H22－083 

48 曽屋 曽屋７ 211－H22－048 83 北矢名 北矢名１ 211－H22－084 

49 曽屋 曽屋８ 211－H22－049 84 北矢名 北矢名２ 211－H22－085 

50 曽屋 曽屋９ 211－H22－050 85 北矢名 北矢名３ 211－H22－086 

51 曽屋 曽屋10 211－H22－051 86 北矢名 北矢名４ 211－H22－087 
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番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

87 北矢名 北矢名５ 211－H22－088 111 
南矢名２丁目及び

南矢名３丁目 
南矢名２丁目２ 211－H22－112 

88 北矢名 北矢名６ 211－H22－089 112 
南矢名３丁目及び

南矢名４丁目 
南矢名４丁目１ 211－H22－113 

89 北矢名 北矢名７ 211－H22－090 113 
南矢名４丁目及び

南矢名５丁目 
南矢名４丁目２ 211－H22－114 

90 北矢名 北矢名８ 211－H22－091 114 南矢名５丁目 南矢名５丁目１ 211－H22－115 

91 北矢名 北矢名９ 211－H22－092 115 下大槻及び曽屋 下大槻１ 211－H22－116 

92 
北矢名及び南矢

名 
北矢名 10 211－H22－093 116 下大槻 下大槻２ 211－H22－117 

93 北矢名 北矢名11 211－H22－094 117 下大槻 下大槻３ 211－H22－118 

94 北矢名 北矢名 12 211－H22－095 118 下大槻 下大槻４ 211－H22－119 

95 鶴巻及び北矢名 鶴巻１ 211－H22－096 119 下大槻及び南矢名 下大槻５ 211－H22－120 

96 鶴巻 鶴巻２ 211－H22－097 120 下大槻 下大槻６ 211－H22－121 

97 鶴巻 鶴巻３ 211－H22－098 121 上大槻及び河原町 上大槻１ 211－H22－122 

8 鶴巻 鶴巻４ 211－H22－099 122 河原町 河原町１ 211－H22－123 

99 鶴巻及び北矢名 鶴巻５ 211－H22－100 123 河原町及び上大槻 河原町２ 211－H22－124 

100 鶴巻 鶴巻６ 211－H22－101 124 
本町３丁目 

及び曽屋 
本町３丁目１ 211－H22－125 

100 鶴巻 鶴巻７ 211－H22－102 125 本町３丁目 本町３丁目２ 211－H22－126 

102 鶴巻 鶴巻８ 211－H22－103 126 
元町、末広町、曽

屋及び本町３丁目 
元町１ 211－H22－127 

103 
鶴巻北2丁目及び 

鶴巻北3丁目 
鶴巻北２丁目１ 211－H22－104 127 末広町及び元町 末広町１ 211－H22－128 

104 鶴巻北１丁目 鶴巻北１丁目１ 211－H22－105 128 入船町 入船町１ 211－H22－129 

105 鶴巻北１丁目 鶴巻北１丁目２ 211－H22－106 129 下落合及び落合 下落合１ 211－H22－130 

106 鶴巻南５丁目 鶴巻南５丁目１ 211－H22－107 130 曽屋２丁目 曽屋２丁目１ 211－H22－131 

107 鶴巻南４丁目 鶴巻南４丁目１ 211－H22－108 131 
曽屋２丁目及び入

船町 
曽屋２丁目２ 211－H22－132 

108 鶴巻南２丁目 鶴巻南２丁目１ 211－H22－109 132 水神町 水神町１ 211－H22－133 

109 鶴巻南１丁目 鶴巻南１丁目１ 211－H22－110 133 富士見町及び曽屋 富士見町１ 211－H22－134 

110 南矢名２丁目 南矢名２丁目１ 211－H22－111 134 落合及び寺山 落合１ 211－H22－135 
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番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

135 落合及び名古木 落合２ 211－H22－136 170 戸川及び横野 戸川３ 211－H22－203 

136 落合 落合３ 211－H22－137 171 戸川及び横野 戸川４ 211－H22－204 

137 落合 落合４ 211－H22－138 172 戸川 戸川５ 211－H22－205 

138 落合 落合５ 211－H22－139 173 戸川及び横野 戸川６ 211－H22－206 

139 落合 落合６ 211－H22－140 174 戸川及び横野 戸川７ 211－H22－207 

140 落合 落合７ 211－H22－141 175 戸川及び横野 戸川８ 211－H22－208 

141 落合 落合８ 211－H22－142 176 戸川 戸川９ 211－H22－209 

142 落合 落合９ 211－H22－143 177 堀山下 堀山下１ 211－H22－210 

143 落合及び東田原 落合 10 211－H22－144 178 堀山下 堀山下２ 211－H22－211 

144 東田原 東田原１ 211－H22－145 179 堀山下 堀山下３ 211－H22－212 

145 東田原 東田原２ 211－H22－146 180 堀山下 堀山下４ 211－H22－213 

146 東田原 東田原３ 211－H22－147 181 堀山下 堀山下５ 211－H22－214 

147 東田原 東田原４ 211－H22－148 182 横野 横野１ 211－H22－215 

148 東田原 東田原５ 211－H22－149 183 横野 横野２ 211－H22－216 

149 東田原 東田原６ 211－H22－150 184 横野 横野３ 211－H22－217 

150 東田原 東田原７ 211－H22－151 185 横野及び戸川 横野４ 211－H22－218 

151 東田原 東田原８ 211－H22－152 186 横野及び戸川 横野５ 211－H22－219 

152 東田原及び寺山 東田原９ 211－H22－153 187 横野及び戸川 横野６ 211－H22－220 

153 東田原 東田原 10 211－H22－154 188 横野及び菩提 横野７ 211－H22－221 

154 東田原 東田原 11 211－H22－155 189 菩提 菩提１ 211－H22－222 

155 東田原 東田原 12 211－H22－156 190 菩提 菩提２ 211－H22－223 

156 東田原 東田原 13 211－H22－157 191 菩提 菩提３ 211－H22－224 

157 東田原及び落合 東田原 14 211－H22－158 192 菩提 菩提４ 211－H22－225 

158 東田原及び落合 東田原 15 211－H22－159 193 菩提 菩提５ 211－H22－226 

159 東田原及び曽屋 東田原 16 211－H22－160 194 菩提 菩提６ 211－H22－227 

160 東田原及び落合 東田原 17 211－H22－161 195 菩提 菩提７ 211－H22－228 

161 東田原 東田原 18 211－H22－162 196 菩提 菩提８ 211－H22－229 

162 東田原及び曽屋 東田原 19 211－H22－163 197 菩提 菩提９ 211－H22－230 

163 西田原 西田原１ 211－H22－164 198 菩提 菩提10 211－H22－231 

164 西田原 西田原２ 211－H22－165 199 菩提 菩提 11 211－H22－232 

165 西田原及び東田原 西田原３ 211－H22－166 200 菩提 菩提 12 211－H22－233 

166 西田原 西田原４ 211－H22－167 201 菩提 菩提 13 211－H22－234 

167 西田原 西田原５ 211－H22－168 202 菩提 菩提 14 211－H22－235 

168 戸川及び堀山下 戸川１ 211－H22－201 203 羽根及び菩提 羽根１ 211－H22－236 

169 戸川及び堀山下 戸川２ 211－H22－202 204 羽根及び菩提 羽根２ 211－H22－237 
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番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

205 羽根 羽根３ 211－H22－238 240 今泉 今泉３ 211－H23－031 

206 羽根 羽根４ 211－H22－239 241 今泉 今泉４ 211－H23－032 

207 羽根及び西田原 羽根５ 211－H22－240 242 今泉 今泉５ 211－H23－033 

208 羽根及び西田原 羽根６ 211－H22－241 243 今泉 今泉６ 211－H23－034 

209 三廻部 三廻部１ 211－H23－001 244 尾尻 尾尻１ 211－H23－035 

210 三廻部 三廻部２ 211－H23－002 245 尾尻 尾尻２ 211－H23－036 

211 三廻部及び堀西 三廻部３ 211－H23－003 246 上大槻 上大槻２ 211－H23－037 

212 三廻部及び菖蒲 三廻部４ 211－H23－004 247 上大槻 上大槻３ 211－H23－038 

213 三廻部 三廻部５ 211－H23－005 248 上大槻 上大槻４ 211－H23－039 

214 三廻部 三廻部６ 211－H23－006 249 上大槻及び下大槻 上大槻５ 211－H23－040 

215 三廻部 三廻部７ 211－H23－007 250 上大槻 上大槻６ 211－H23－041 

216 堀西 堀西１ 211－H23－008 251 上大槻 上大槻７ 211－H23－042 

217 堀西及び堀山下 堀西２ 211－H23－009 252 上大槻及び西大竹 上大槻８ 211－H23－043 

218 堀西 堀西３ 211－H23－010 253 上大槻及び尾尻 上大槻９ 211－H23－044 

219 堀西 堀西４ 211－H23－011 254 下大槻 下大槻７ 211－H23－045 

220 堀西及び堀山下 堀西５ 211－H23－012 255 下大槻 下大槻８ 211－H23－046 

221 堀西 堀西６ 211－H23－013 256 下大槻及び上大槻 下大槻９ 211－H23－047 

222 堀西 堀西７ 211－H23－014 257 西大竹及び上大槻 西大竹１ 211－H23－048 

223 堀山下及び堀西 堀山下６ 211－H23－015 258 西大竹 西大竹２ 211－H23－049 

224 堀山下 堀山下７ 211－H23－016 259 西大竹 西大竹３ 211－H23－050 

225 堀山下及び堀西 堀山下８ 211－H23－017 260 
立野台、尾尻 

及び西大竹 
立野台１ 211－H23－051 

226 平沢 平沢１ 211－H23－018 261 南ヶ丘 南ヶ丘１ 211－H23－052 

227 平沢 平沢２ 211－H23－019 262 栃窪及び渋沢 栃窪１ 211－H23－053 

228 平沢 平沢３ 211－H23－020 263 栃窪 栃窪２ 211－H23－054 

229 平沢 平沢４ 211－H23－021 264 栃窪及び平沢 栃窪３ 211－H23－055 

230 平沢 平沢５ 211－H23－022 265 栃窪及び平沢 栃窪４ 211－H23－056 

231 平沢 平沢６ 211－H23－023 266 栃窪 栃窪５ 211－H23－057 

232 平沢 平沢７ 211－H23－024 267 栃窪 栃窪６ 211－H23－058 

233 平沢 平沢８ 211－H23－025 268 栃窪 栃窪７ 211－H23－104 

234 平沢 平沢９ 211－H23－026 269 渋沢、千村及び渋沢上 渋沢１ 211－H23－059 

235 平沢及び栃窪 平沢 10 211－H23－027 270 渋沢 渋沢２ 211－H23－060 

236 平沢及び栃窪 平沢 11 211－H23－028 271 渋沢 渋沢３ 211－H23－061 

237 平沢 平沢 12 211－H23－103 272 渋沢及び渋沢上 渋沢４ 211－H23－062 

238 今泉 今泉１ 211－H23－029 273 渋沢 渋沢５ 211－H23－063 

239 今泉及び南ヶ丘 今泉２ 211－H23－030 274 渋沢 渋沢６ 211－H23－064 
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番号 所在地 区域名 番号 所在地 区域名 

275 渋沢 渋沢７ 211－H23－065 296 八沢 八沢２ 211－H23－086 

276 渋沢 渋沢８ 211－H23－066 297 八沢 八沢３ 211－H23－087 

277 渋沢 渋沢９ 211－H23－067 298 八沢及び柳川 八沢４ 211－H23－088 

278 渋沢 渋沢 10 211－H23－068 299 八沢 八沢５ 211－H23－089 

279 渋沢 渋沢 11 211－H23－069 300 八沢 八沢６ 211－H23－090 

280 渋沢 渋沢 12 211－H23－070 301 八沢 八沢７ 211－H23－091 

281 千村 千村１ 211－H23－071 302 八沢 八沢８ 211－H23－092 

282 千村 千村２ 211－H23－072 303 八沢 八沢９ 211－H23－093 

283 千村 千村３ 211－H23－073 304 八沢 八沢10 211－H23－094 

284 千村 千村４ 211－H23－074 305 八沢 八沢11 211－H23－095 

285 千村 千村５ 211－H23－075 306 柳川 柳川１ 211－H23－096 

286 千村 千村６ 211－H23－076 307 柳川 柳川２ 211－H23－097 

287 菖蒲 菖蒲１ 211－H23－077 308 柳川 柳川３ 211－H23－098 

288 菖蒲 菖蒲２ 211－H23－078 309 柳川 柳川４ 211－H23－099 

289 菖蒲 菖蒲３ 211－H23－079 310 柳川 柳川５ 211－H23－100 

290 菖蒲 菖蒲４ 211－H23－080 311 柳川 柳川６ 211－H23－101 

291 菖蒲 菖蒲５ 211－H23－081 312 柳川及び八沢 柳川７ 211－H23－102 

292 菖蒲 菖蒲６ 211－H23－082 313 鶴巻 
大住台３丁

目０１ 
214-Ｈ26-179 

293 菖蒲 菖蒲７ 211－H23－083 314 下大槻 南金目７ 203-Ｈ24-3014 

294 菖蒲 菖蒲８ 211－H23－084 315 八沢 寄２２ 363-Ｈ26-022 

295 八沢 八沢１ 211－H23－085 316 千村 神山１ 363-Ｈ26-042 

合計３１６区域 
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№ 施 設 名 所 在 地 区域種類 箇所番号 

1 及川医院 曽屋３４８２  警戒（急傾斜） 211-H22-048 

2 特別養護老人ホーム 湖 平沢２４２６－１ 警戒（急傾斜） 211-H23-026 

3 ケアハウス 星 平沢２４２６－１ 警戒（急傾斜） 211-H23-026 

4 湖ケアセンター 平沢２４２６－１ 警戒（急傾斜） 211-H23-026 

5 東幼稚園 寺山５０９ 警戒（急傾斜） 211-H22-014 

6 東第 1・2児童ホーム 寺山５１２ 警戒（急傾斜） 211-H22-014 

7 東小学校 寺山５１２ 警戒（急傾斜） 211-H22-014 

8 若木保育園 東田原４４０－５ 警戒（急傾斜） 211-H22-156 

9 特定非営利活動法人みきフレンド・あかね 東田原６９８ 警戒（急傾斜） 211-H22-155 

10 くずは荘※ 羽根５３４ 警戒（土石流） 22024 

11 北幼稚園 菩提３７５ 警戒（土石流） 22014 

12 北第 1・2児童ホーム 菩提３８０ 警戒（土石流） 22014 

13 北小学校 菩提３８０ 警戒（土石流） 22014 

14 丹沢レジデンシャルホーム 菩提１７１１－２ 警戒（急傾斜） 211-H22-222 

11－
３
 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧表（土砂法） 
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15 秦野ワークセンター 菩提１７１１－２ 警戒（急傾斜） 211-H22-222 

16 丹沢自律生活センター総合相談室 菩提１７１１－２ 警戒（急傾斜） 211-H22-222 

17 くず葉学園 菩提２０５８－２ 警戒（土石流） 22016 

18 くず葉学園通所事業所Ⅱ 菩提２０５８－２ 警戒（土石流） 22016 

19 山辺保育園 横野５７－１ 警戒（土石流） 22014 

20 北中学校 横野１０１ 警戒（土石流） 22014 

21 西湘秦野保育園 横野２３１ 警戒（急傾斜） 211-H22-219 

22 弘済学園児童寮・第二児童寮 北矢名１１９５－３ 警戒（急傾斜） 211-H22-093 

23 弘済学園児童発達支援センター「すきっぷ」 北矢名１１９５－３ 警戒（急傾斜） 211-H22-093 

24 弘済学園地域生活支援センター「わくわく」 北矢名１１９５－３ 警戒（急傾斜） 211-H22-093 

25 弘済学園 北矢名１１９５－３ 警戒（急傾斜） 211-H22-093 

26 ライフステージ・悠トピア 南矢名１９５５ 警戒（急傾斜） 211-H22-093 

27 湘南老人ホーム 短期入所生活介護 下大槻１１６９－２ 警戒（急傾斜） 211-H23-046 

28 湘南老人ホーム 介護老人福祉施設 下大槻１１６９－２ 警戒（急傾斜） 211-H23-046 

29 大根中学校 南矢名４－２８－１ 警戒（急傾斜） 211-H22-113 
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※ 「１０ くずは荘」は、浸水想定区域にも該当 

30 大根第 1・2児童ホーム 南矢名４－２９－１ 警戒（急傾斜） 211-H22-114 

31 大根小学校 南矢名４－２９－１ 警戒（急傾斜） 211-H22-114 

32 ニチイケアセンターまほろば 鶴巻２１６６－１ 警戒（急傾斜） 211-H22-100 

33 鶴巻小学校 鶴巻２２４０－１ 警戒（急傾斜） 211-H22-103 

34 鶴巻第 1・2・3児童ホーム 鶴巻２２４０－１ 警戒（急傾斜） 211-H22-103 

35 つるまきこども園 鶴巻２２４８－１ 警戒（急傾斜） 211-H22-103 

36 渋沢中学校 渋沢２０３０ 警戒（急傾斜） 211-H23-064 

37 やまばと学園 渋沢２６２０－２ 警戒（急傾斜） 211-H23-070 

38 やまばとグループホーム 渋沢２６２０－２ 警戒（急傾斜） 211-H23-070 

39 介護老人福祉施設 菖蒲荘 三廻部５０８－２ 警戒（急傾斜） 211-H23-003 

40 菖蒲荘居宅支援センター 三廻部５０８－２ 警戒（急傾斜） 211-H23-003 

41 医療法人財団青山会みくるべ病院 三廻部９４８  警戒（急傾斜） 211-H23-002 

42 かわじ荘 八沢６２６－１ 警戒（土石流） 22050-2 

43 野の花ネットワークデイサービス 名古木４５６－８ 警戒（土石流） 22604 
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№ 施 設 名 所 在 地 河川名 

1 医療法人杏林会八木病院 本町１－３－１ 水無川 

2 
NPO法人はだのキッズ 

学童保育はだのキッズ第 1・2・3・4教室 

本町２－１－２１ヴィラリバレット１０２．１０１．２

０７．３０７ 
水無川 

3 
秦野市地域生活支援センター 

「ぱれっと・はだの」 
本町２－７－２５地域生活支援センター内 水無川 

4 障害福祉なんでも相談室 本町２－７－２５地域生活支援センター内 水無川 

5 
秦野精華園秦野市障害者 

日中サービスセンター 
本町３－１３－４９ 金目川 

6 末広小学校 末広町６－６ 金目川 

7 
末広第 1・2・3児童ホーム 

（別棟のため管理者：保育こども園課長） 
末広町６－６ 金目川 

8 すえひろこども園 末広町６－３５ 金目川 

9 末広ふれあいセンター 末広町６－５３ 金目川 

10 きらりはーと秦野 入船町７－２４ 金目川 

11 本町第 1・2児童ホーム 文京町１－５ 水無川 

12 本町小学校 文京町１－５ 水無川 

11－
４
 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧表（水防法） 
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13 本町幼稚園 文京町１－１０ 水無川 

14 デイサービス五幸 桜町 桜町２－１－４５ 水無川 

15 みんなの広場 曽屋５８１９－４ 金目川 

16 デイサービスの家 菜の花 平沢１３１９－８ 室川 

17 デイサービス フォルテシモ はだの 大秦町２－２１ 水無川 

18 ひまわり保育園 室町３－２３ 室川 

19 うぐいすの家 西田原１４６ 葛葉川 

20 ハイツ希望 西田原１５１－６ 葛葉川 

21 
特定非営利活動法人 

みきフレンド・あさひ 
西田原１２３７－３ 葛葉川 

22 くずは荘※ 羽根５３４ 葛葉川 

23 ふるさとホーム渋沢 菩提２４６－１ 葛葉川 

24 ケアステーションあさひ渋沢 菩提２４６－１ 葛葉川 

25 あけぼの園 菩提５０７－１ 善波川 

26 医療法人社団秦和会秦野病院 三屋１３１ 水無川 

27 あべ整形外科 南矢名１－２－１産興クリニックビル２Ｆ 大根川 
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28 新川クリニック 南矢名１－６－４０ 大根川 

29 ココファン東海大学前 南矢名１－８－２８ 大根川 

30 医療法人社団松和会望星大根クリニック 南矢名１－１１－２８ 大根川 

31 サロンデイ東海大駅前 南矢名１－１４－３４ 大根川 

32 地域作業所かがやき 南矢名２－６－１７ 大根川 
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11－５ 

 

現 在 の 人 口 と 世 帯 数 

 

       

 （令和 2年 4月 1日現

在） 

大字・町 
世帯数 

人     口 
大字・町 

世帯数    

人     口 

計 男 女 計 男 女 

本町 計 9,174 21,030 10,620 10,410 北 計 5,010  13,334  6,785  6,549  

本町一丁目 284  484  255  229  羽根 770  1,899  965  934  

本町二丁目 345  709  359  350  菩提 859  2,348  1,237  1,111  

本町三丁目 697  1,456  655  801  横野 209  564  275  289  

河原町 216  457  230  227  戸川 2,722  7,261  3,659  3,602  

元町 268  652  316  336  三屋 450  1,262  649  613  

末広町 113  288  133  155  大根・鶴巻計 21,972  41,600  22,704  18,896  

入船町 225  548  269  279  (大根 計) 14,264  26,331  14,886  11,445  

曽屋一丁目 177  441  208  233  北矢名 3,198  6,398  3,609  2,789  

曽屋二丁目 329  731  378  353  南矢名 5,449  10,377  5,895  4,482  

寿町 329  738  369  369  下大槻 2,487  4,661  2,486  2,175  

栄町 171  393  186  207  南矢名一丁目 579  747  414  333  

文京町 140  327  156  171  南矢名二丁目 943  1,288  839  449  

幸町 211  479  251  228  南矢名三丁目 506  855  529  326  

桜町一丁目 168  406  197  209  南矢名四丁目 622  1,123  630  493  

桜町二丁目 223  555  267  288  南矢名五丁目 480  882  484  398  

水神町 300  698  330  368  (鶴巻 計) 7,708  15,269  7,818  7,451  

ひばりケ丘 348  854  444  410  鶴巻  1,214  2,731  1,386  1,345  

富士見町 125  281  133  148  鶴巻北一丁目 657  1,475  716  759  

曽屋 3,872  9,185  4,786  4,399  鶴巻北二丁目 884  1,604  768  836  

上大槻 633  1,348  698  650  鶴巻北三丁目 539  1,115  562  553  

南 計 13,293 32,634 16,212 16,422 鶴巻南一丁目 961  1,577  910  667  

新町 428  962  518  444  鶴巻南二丁目 1,189  2,278  1,151  1,127  

鈴張町 225  513  264  249  鶴巻南三丁目 465  995  540  455  

緑町 503  1,242  607  635  鶴巻南四丁目 1,149  2,188  1,117  1,071  

清水町 378  994  483  511  鶴巻南五丁目 650  1,306  668  638  

平沢 3,124  7,908  3,974  3,934  西 計 15,779  38,036  19,036  19,000  

上今川町 283  728  363  365  並木町 594  1,447  720  727  

今川町 379  778  358  420  弥生町 449  991  495  496  
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今泉 2,603  6,369  3,202  3,167  春日町 428  929  459  470  

大秦町 168  338  172  166  松原町 372  829  411  418  

室町 346  761  376  385  堀西 2,612  6,565  3,329  3,236  

尾尻 1,524  3,310  1,624  1,686  堀川 1,513  3,515  1,767  1,748  

西大竹 542  1,228  658  570  堀山下 1,348  3,704  1,935  1,769  

南が丘一丁目 213  734  364  370  沼代新町 578  1,446  702  744  

南が丘二丁目 615  1,378  670  708  柳町一丁目 186  368  185  183  

南が丘三丁目 660  1,461  700  761  柳町二丁目 129  239  109  130  

南が丘四丁目 213  908  388  520  若松町  299  645  337  308  

南が丘五丁目 149  402  191  211  萩が丘 625  1,395  698  697  

立野台一丁目 117  278  143  135  曲松一丁目 461  910  475  435  

立野台二丁目 10  35  18  17  曲松二丁目 576  1,186  575  611  

立野台三丁目 282  767  376  391  渋沢 1,267  3,363  1,654  1,709  

今泉台一丁目 130  359  181  178  栃窪  129  299  141  158  

今泉台二丁目 119  375  178  197  千村  136  494  224  270  

今泉台三丁目 282  806  404  402  渋沢一丁目 475  1,102  569  533  

東 計 6,395 15,711 7,830 7,881 渋沢二丁目 959  2,214  1,094  1,120  

落合 785  2,018  1,011  1,007  渋沢三丁目 575  1,367  668  699  

名古木 878  2,280  1,127  1,153  渋沢上一丁目 261  704  347  357  

寺山 482  1,351  674  677  渋沢上二丁目 226  577  293  284  

小蓑毛 51  164  83  81  千村一丁目 303  744  347  397  

蓑毛 178  431  215  216  千村二丁目 215  546  280  266  

東田原 2,397  5,681  2,808  2,873  千村三丁目 465  1,055  507  548  

西田原 1,376  3,250  1,642  1,608  千村四丁目 293  749  383  366  

下落合 248  536  270  266  千村五丁目 305  653  332  321  

 
  

 
    上 計 754  2,153  1,094  1,059  

     
菖蒲 458  1,098  561  537  

     
三廻部 91  543  275  268  

     
柳川 102  265  134  131  

     
八沢 103  247  124  123  
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11－６ 

過 去 に お け る 主 な 自 然 災 害 の 状 況 

                                      （令和 2年 4月 1日現在） 

年 月 日 種 別 被 害 の 状 況 金 額（円） 

昭 33. 7.30 台 風 １ １ 号 土 木 建 築 災 害 盛土、 90,000  

昭 33.10.06  〃  ２ ２ 号 〃 盛土、空石積 175,000  

昭 34. 9. 8 集 中 豪 雨 〃 練石積、床止工 59,000  

昭 35.11.29 〃 〃  〃 、Ｕ型側溝 137,000  

昭 36. 3.11 〃 〃  179,000  

昭 36. 6.28 
台風６号及び 

集 中 豪 雨 
〃 盛土、練石積、石積 3,916,000 

 

〃 〃 農 林 災 害 農作物の被害等 38,066,000  

昭 38. 8.29 集 中 豪 雨 土 木 建 築 災 害 練石積 500,000  

昭 41. 6.28 台 風 ４ 号 〃 盛土、石積 1,502,000  

昭 41. 9.24  〃  ２ ６ 号 〃   〃 1,930,000  

昭 45. 6.16 集 中 豪 雨 〃 道路法崩壊 3,211,000  

昭 46. 8.31 台 風 ２ ３ 号 〃   〃 5,937,000  

昭 47. 9.15  〃  ２ ０ 号 〃 道路法崩壊、橋りょう 31,114,000  

昭 49. 7. 8 集 中 豪 雨 土木建築、農林災害 河川、道路法崩壊 33,284,000  

昭 52. 8.17 〃 土 木 建 築 災 害 道路法崩壊 4,895,000  

昭 52. 9. 9 台 風 ９ 号 〃   〃 3,976,000  

昭 54.10.19 台 風 ２ ０ 号 土木農林学校災害 道路法崩壊、校舎一部破損 181,858,000  

昭 56. 4.20 集 中 豪 雨 土 木 農 林 災 害 道路法崩壊 10,539,000  

昭 56.10.22 台 風 ２ ４ 号 〃 農作物の被害等 2,646,000  

昭 57. 8. 1  〃  １ ０ 号 〃 
河川、道路法崩壊 

農作物の被害 
53,916,000 

 

昭 57. 8.27 集 中 豪 雨 〃 道路法崩壊 6,450,000  

昭 58. 8. 8 
神 奈 川 県 

西 部 地 震 
土木農林学校災害 道路法崩壊、校舎一部破損 13,736,000 

 

昭 58. 8.16 台風５・６号 土 木 農 林 災 害 
河川、道路法崩壊 

農作物の被害 
25,876,000 

 

昭 60. 7. 1 台 風 ６ 号 自 然 災 害 

負傷者１名、住宅一部破損３棟、

床上浸水１棟、床下浸水 10棟、

道路被害71箇所、畑冠水 28ha 

151,865,000 

 

 

  



 資－276 

 

年 月 日 種  別 被 害 の 状 況 

昭 61. 8. 4 台 風 １ ０ 号  自 然 災 害  

倒壊 

床下浸水 

停電 

道路被害 

１棟 

２棟 

300世帯 

23箇所 

昭 61. 9. 2 台 風 １ ５ 号  自 然 災 害  

床上浸水 

床下浸水 

非住宅被害 

１棟 

21棟 

９棟 

昭 61.12.19 集 中 豪 雨  自 然 災 害  床上浸水 ２棟 

昭 62. 9.16 台 風 １ ３ 号  自 然 災 害  停電 ３ヵ所 

昭 63. 6. 2 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
土砂流出 

土砂崩れ 

６件 

１件 

昭 63. 8.10 集 中 豪 雨  自 然 災 害  

畦畔、法面崩壊 

床下浸水 

林道路側崩壊 

泥流流入 

雨水流入土砂流出 

15件 

３棟 

１件 

１件 

16件 

平 １. 6.23 集 中 豪 雨  自 然 災 害  土砂流出 １件 

平 １. 7.26 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
土砂流出 

道路冠水 

１件 

２件 

平 １. 8.27 台 風 １ ７ 号  自 然 災 害  

土砂流出 

道路冠水 

畦畔崩れ 

床上浸水 

２件 

１件 

１件 

２棟 

平 １. 9. 5 集 中 豪 雨  自 然 災 害  床上浸水 ２棟 

平 １. 9.20 台 風 ２ ２ 号  自 然 災 害  畦畔崩れ ３件 

平 2. 8.10 台 風 １ １ 号  自 然 災 害  

床上浸水 

道路冠水 

停電 

２棟 

３件 

1160世帯 

平 2. 9.15 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
床上浸水 

床下浸水 

３棟 

４棟 

平 2. 9.19 台 風 １ ９ 号  自 然 災 害  土砂流出、堆積 ９件 

平 2. 9.30 台 風 ２ ０ 号  自 然 災 害  
床上浸水 

床下浸水 

10棟 

33棟 

平 2.10. 8 台 風 ２ １ 号  自 然 災 害  道路冠水 １件 

平 3. 8.20 台 風 １ ２ 号  自 然 災 害  道路冠水、法面崩壊等 7件 

平 3. 9.14 台 風 １ ７ 号  自 然 災 害  市道721号線通行止  
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年 月 日 種  別 被 害 の 状 況 

平 3. 9.19 台 風 １ ８ 号  自 然 災 害  

床上浸水 

床下浸水 

市道法面崩壊等 

農林道法面崩壊等 

河川護岸崩壊 

公園擁壁崩壊 

54棟 

90棟 

44件 

27件 

１件 

２件 

平 4.10.11 台 風 ２ １ 号  自 然 災 害  樹木の倒伏（運動公園通り105本他） 

平 4. 6. 8 集 中 豪 雨  自 然 災 害  土砂流出、堆積 ２件 

平 4.12. 8 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
床上浸水 

道路冠水 

１棟 

１件 

平 5.11.13 集 中 豪 雨  自 然 災 害  

床上浸水 

床下浸水 

車の浸水 

道路冠水 

８棟 

10棟 

１台 

５件 

平 6. 2.12 大 雪  自 然 災 害  
ビニールハウス 

市道７号線通行止 
１棟 

平 6. 7.18 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
床上浸水 

床下浸水 

９棟 

４棟 

平 7. 6.20 集 中 豪 雨  自 然 災 害  床下浸水 ２棟 

平 7. 9.17 台 風 １ ２ 号  自 然 災 害  

負傷者 

避難者 

建物被害 

電線の被害 

２名 

１世帯２名 

208棟 

8,308世帯 

平 8. 9.22 台 風 １ ７ 号  自 然 災 害  

建物被害 

非住居被害 

車両損壊 

127件 

３件 

１件 

平 9. 6.20 台 風 ７ 号  自 然 災 害  

非住居被害 

道路被害 

崖崩れ 

土砂の流出 

１件 

２件 

１件 

１件 

平 9. 7.26 台 風 ９ 号  自 然 災 害  土砂流出 １件 

平 9.11.29 集 中 豪 雨  自 然 災 害  道路被害 ２件 

平 10. 8.27 台 風 ４ 号  自 然 災 害  

道路被害 

崖崩れ 

避難者 

２件 

26件 

６世帯13名 

平 10. 9.15 台 風 ５ 号  自 然 災 害  

床上浸水 

床下浸水 

道路被害 

６棟 

26棟 

４件 

平 10. 9.21 台風６、７、８号  自 然 災 害  道路被害 ４件 

平 11. 5.27 集 中 豪 雨  自 然 災 害  負傷者 １名 

平 12. 3.24 集 中 豪 雨  自 然 災 害  床下浸水 ５棟 

平 12. 9.16 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
床上浸水 

床下浸水 

１棟 

４棟 

平 12. 9.24 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
床上浸水 

床下浸水 

２棟 

13棟 

平 13. 8. 2 台 風 １ １ 号  自 然 災 害  

床上浸水（芦谷） 

床下浸水（芦谷） 

土石流（北矢名） 

停電（寺山） 

１棟 

４棟 

１箇所 

８世帯 
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年 月 日 種  別 被 害 の 状 況 

平 13. 9.10 台 風 １ ５ 号  自 然 災 害  床下浸水（芦谷・鶴巻南・堀川） ６棟 

平 13. 9.16 集 中 豪 雨  自 然 災 害  

道路冠水（ひかりの街・代々木・芦

谷周辺） 

床上浸水（芦谷） 

床下浸水（芦谷ほか） 

３箇所 

 

１棟 

６棟 

平 14. 6.15 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
道路冠水（ひかりの街） 

床上浸水（ひかりの街） 
 

１棟 

平 14. 7.10 台 風 ６ 号  自 然 災 害  

かけ崩れ（落合・平沢小原）      ２箇所 

市道62号線通行止め（落合国立療養所） 

住家全壊（平沢小原）         １棟 

非住家（物置）全壊（平沢小原）    ２棟 

平 14.10. 1 台 風 ２ １ 号  自 然 災 害  

床上浸水（ひかりの街・杉の木） 

床下浸水（芦谷・ひかりの街・杉の

木・代々木） 

道路冠水（芦谷・ひかりの街・杉の

木・代々木） 

３棟 

12棟 

 

４箇所 

平 15. 5.31 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
道路冠水（芦谷・ひかりの街・杉の

木・代々木） ４箇所 

平 16.10. 9 台 風 ２ ２ 号  自 然 災 害  

軽傷 

屋根破損（２３世帯、７０人） 

停電 

水路畦畔陥没（横野） 

自主避難 

土砂崩れ（小規模） 

雨水流入 

倒木 

道路冠水 

４名 

22棟 

6,939戸 

１箇所 

３世帯８名 

２１件 

１４件 

５２件 

１４件 

平 16.10.20 台 風 ２ ３ 号  自 然 災 害  
道路冠水 

自主避難 

２箇所 

２世帯３名 

平 16.12. 5 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
停電（菖蒲・三廻部・千村） 

道路冠水（ひかりの街） 

２棟 

 

平 17. 8.25 台 風 １ １ 号  自 然 災 害  道路冠水（南矢名） １箇所 

平 18. 7.19 集 中 豪 雨  自 然 災 害  道路冠水（曽屋） １箇所 

平 19. 7.30 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
道路冠水（曽屋ほか） 

床下及び床上浸水（曽屋ほか） 

28箇所 

12箇所 

平 19. 9. 6 台 風 ９ 号  自 然 災 害  
道路冠水（西大竹ほか） 

浸水（平沢） 

７箇所 

１棟 

平 20. 5.20 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
道路冠水（名古木ほか） 

浸水（名古木） 

３箇所 

１棟 

平 21. 8.10 台 風 ９ 号  自 然 災 害  
道路冠水 

床下浸水 

２箇所 

２棟 

平 22. 9. 8 台 風 ９ 号  自 然 災 害  道路冠水 ２箇所 

平 22.12. 3 集 中 豪 雨  自 然 災 害  

道路冠水 

床上浸水 

床下浸水 

７箇所 

６棟 

10棟 
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年 月 日 種  別 被 害 の 状 況 

平 23. 7.20 
台 風 ６ 号 

 自 然 災 害  
土砂崩れ（堀山下） 

がけ崩れ（三廻部） 

５箇所 

３箇所 

平 23. 7.21  自 然 災 害  停電（堀山下） 180軒 

平 23．8.19 集 中 豪 雨  自 然 災 害  道路冠水（南矢名ほか） ３箇所 

平 23. 9. 3 台 風 １ ２ 号  自 然 災 害  道路冠水 ２箇所 

平 23. 9.22 台 風 １ ５ 号  自 然 災 害  

道路冠水（鶴巻南） 

人的被害（鶴巻南） 

停電（落合ほか） 

２箇所 

１名 

1,600棟 

平 24. 4. 3 集 中 豪 雨  自 然 災 害    

平 24. 4. 3 集 中 豪 雨  自 然 災 害  道路冠水（平沢、曲松） ２箇所 

平 24. 7.14 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
床上浸水（鶴巻北１） 

床下浸水（尾尻ほか） 

３棟 

３棟 

平 25. 4. 6 集 中 豪 雨  自 然 災 害  

床上浸水（南矢名ほか） 

床下浸水（鶴巻北ほか） 

護岸決壊（南矢名） 

擁壁崩落（鶴巻） 

がけ崩れ（南矢名） 

自主避難 

31棟 

24棟 

１箇所 

１箇所 

１箇所 

19名 

平 25. 9.15 台 風 １ ８ 号  自 然 災 害  

床上浸水（鶴巻北ほか） 

床下浸水（鶴巻南） 

護岸崩落（南矢名） 

人的被害（鶴巻北） 

５棟 

３棟 

１箇所 

１名 

平 25.10.15 台 風 ２ ６ 号  自 然 災 害  停電  

平 26. 2. 8 大 雪  自 然 災 害  人的被害 12名 

平 26. 2.14 大 雪  自 然 災 害  

人的被害 

建物被害 

農作物被害 

13名 

５棟 

２２箇所 

平 26.10. 5 台 風 １ ８ 号  自 然 災 害  

道路冠水（名古木ほか） 

がけ崩れ（西大竹ほか） 

床上浸水（鶴巻北） 

床下浸水（鶴巻北） 

避難勧告（鶴巻） 

自主避難 

10箇所 

２箇所 

10棟 

１棟 

20名 

37名 

平 27. 7. 7 台 風 １ １ 号  自 然 災 害  土砂災害（三廻部・柳川） ２箇所 

平 27. 9. 9 台 風 １ ８ 号  自 然 災 害  
道路冠水（平沢ほか） 

土砂崩れ（北地区ほか） 

３箇所 

３箇所 

平 27. 9.18 集 中 豪 雨  自 然 災 害  床上浸水（鶴巻北） １棟 

平 27.12.11 集 中 豪 雨  自 然 災 害  道路冠水（下大槻ほか） ５箇所 

平 28. 8. 2 集 中 豪 雨  自 然 災 害  
床下浸水（鶴巻南） 

道路冠水（鶴巻南ほか） 

１棟 

３箇所 

平 28. 8.10 集 中 豪 雨  自 然 災 害  床下浸水（鶴巻北） ３箇所 
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年 月 日 種  別 被 害 の 状 況 

平 28. 8.22 台 風 ９ 号  自 然 災 害  

道路冠水（鶴巻北ほか） 

土砂流出（菩提ほか） 

倒木 

自主避難 

４箇所 

４箇所 

12件 

11名 

平 29. 9.18 台 風 １ ８ 号  自 然 災 害  建物被害 １棟 

平 29.10.22 集 中 豪 雨  自 然 被 害  

道路冠水（堀山下ほか） 

土砂流出（東田原ほか） 

崖崩れ（三廻部） 

倒木 

停電（西田原、羽根） 

避難者 

８箇所 

５箇所 

１箇所 

７件 

500軒 

８世帯14名 

平 30.7.28 台 風 １ ２ 号  自 然 災 害  

道路冠水（南が丘） 

土砂流出 

倒木 

避難者 

１箇所 

１箇所 

１１件 

３５名 

平 30.9.30 台 風 ２ ４ 号  自 然 災 害  

土砂流出（南矢名ほか） 

倒木（新町ほか） 

停電（曽屋ほか） 

避難者 

３箇所 

３４件 

4,914軒 

４０名 

令元.9.8 台 風 １ ５ 号  自 然 災 害  

倒木（落合ほか） 

屋根等破損（堀西ほか） 

建物等破損（曽屋ほか） 

停電（渋沢ほか） 

避難者３８名 

７５件 

１６件 

１０件 

4,583軒 

３８名 

令元.10.12 台 風 １ ９ 号  自 然 災 害  

道路等 

内訳 土砂流出 

倒木 

道路陥没 

道路冠水 

その他 

建物等 

 内訳 土砂流出 

    屋根損壊 

    床下浸水 

    その他 

水路 

 内訳 水溢れ 

    泥詰まり 

電線 

公共施設等 

 内訳 雨漏り 

    フェンス破損 

    倒木 

    その他 

農業 

 内訳 農地等の崩落 

    施設の損壊 

    畜産施設の損壊 

    農作物被害 

停電 

避難者 

１０１件 

   ７８件 

    ７件 

    ７件 

    ５件 

    ４件 

 ２２件 

    ６件 

    ５件 

    ８件 

    ３件 

  ５件 

    ２件 

    ３件 

  ４件 

 ５９件 

   ４２件 

    ５件 

    ９件 

    ３件 

１１３件 

   ９７件 

    ４件 

   １２件 

    多数 

2,930軒 

６４６名 
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11－７ 

 

大 地 震 の 記 録 

 (1) 世界のおもな地震災害年表 

年 国     名  （地域名） 
死者・行方不明者数 

（概  算） 

１９６０ モロッコ、アガディール山 １２，０００  

１９６２ イラン、北西部 １２，０００  

１９６８ イラン、北西部 １２，０００  

１９７０ ペルー、北部 ７０，０００  

１９７６ 
中国、天津～唐山 １５０，０００  

グアテマラ ２４，０００  

１９７８ イラン、北東部 ２５，０００  

１９８５ メキシコ、メキシコ市 １０，０００  

１９８６ エルサルバトル、サンサルバトル市 １，０００  

１９８７ エクアドル北西部 数千  

１９８８ 

インド、ネパール １，０００  

中国、雲南省 １，０００  

アルメニア（旧ソ連） ２５，０００  

１９９０ 
イラン ４１，０００  

フィリピン ２，０００  

１９９２ インドネシア ２，１００  

１９９３ インド ９，８００  

１９９５ 
日本 ６，３００  

ロシア １，８００  

１９９７ イラン １，６００  

１９９８ 
アフガニスタン ２，３００  

アフガニスタン ４，７００  

１９９９ 

コロンビア １，２００  

トルコ １５，５００  

台湾 ２，３００  

トルコ ８００  

２００１ 
エルサルバトル、サンサルバトル市 ６００  

インド １８，０００  
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年 国     名  （地域名） 
死者・行方不明者数 

（概  算） 

２００３ イラン ４３，２００  

２００４ インドネシア ２８３，１００ 以上 

２００５ 
インドネシア １，３０３ 以上 

パキスタン ８６，０００ 以上 

２００６ インドネシア ５，７４９ 以上 

２００７ 
ペルー ５１４ 以上 

インドネシア ２５  

２００８ 中国（四川） ６９，２２７  

２００９ インドネシア １，１１７ 以上 

２０１０ 

ハイチ ２２２，５７０  

チリ ５２１ 以上 

中国（青海） ２２，２２０ 以上 

２０１１ 日本 １９，２２５  

２０１５ ネパール ８，０００ 以上 

２０１７ メキシコ ３３３ 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 資－283 

 

 (2) 日本のおもな地震災害年表 

年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

684.11.29 
（天武12） 

8.4 
土佐、東海、南海、 

西海諸島 
民家多く倒れ、土佐の田園３平方キロメートル 
海となる。津波あり。 

745.6.5 
（天平17） 

7.9 美濃 正倉寺院民家倒れる。 

818 
（弘仁9） 

7.9 関東諸国 圧死者多し、山崩れ、津波あり。 

869.7.13 
（貞観11） 

8.6 陸奥 三陸大津波、溺死1,000余 

878.11.1 
（天慶2） 

7.4 関東諸国 地割れ、家屋の倒壊多し死者無数。 

887.8.2 
（仁和3） 

8.6 京都及び五畿七道 庁舎転倒し、津波あり、死傷多し。 

887.8.26 
（仁和3） 

7.4 信濃北部 
山崩れ川を塞ぎ後溢して北部６郡被害あり、流死
多し。 

1097.12.17 
（永長1） 

8.4 畿内、東海、南海諸国 寺院橋梁損傷す、津波あり 

1185.8.13 
（文治1） 

7.4 近江、山城 神社、仏閣倒壊多し、近江の湖水激減する。 

1361.8.3 
（正平16） 

8.4 畿内及び南海道の一部 摂津、阿波に津波被害あり、流出家屋、死者多し。 

1498.9.20 
（明応7） 

8.6 東海道全般 
津波あり、伊勢大湊にて家屋流出 1,000、死者
5,000、鎌倉にて溺死 200 

1586.1.18 
（天正13） 

7.9 東海、東山北陸諸道、畿内 
飛騨白川谷山崩れにて死者数 100、近江長浜、 
美濃大垣震火災 

1596.9.5 
（慶長1） 

7.0 京都及び畿内 伏見大地震死者500、堺にて死者 600 

1605.1.31 
（慶長9） 

7.9 東海、南海、西海諸道 
死者 5,000、土逓大津波溺死 3,800房総半島４平
方キロメートル余干潟となる。 

1611.12.2 
（慶長16） 

8.1 三陸、北海道 
大津波あり、伊達領にて溺死 1,783 
南部津軽にて人馬溺死 3,000余 

1614.11.26 
（慶長19） 

7.7 越後高田 津波あり、死者多し。 

1646.6.9 
（正保3） 

7.6 陸前 仙石城、白石城破壊する。 

1662.6.16 
（寛文2） 

7.6 畿内、東海、東山諸道 各地の城破壊し、潰家 2,570、死者 1,100余 

1662.10.31 
（寛文2） 

7.6 日向大隅 潰家3,800、死者多し、津波あり。 

1677.4.13 
（延宝5） 

8.1 陸中南部 中津波あり（陸中沖） 

1677.11.4 
（延宝5） 

7.4 関東磐城 津波あり、家屋流出1,000、死者500 

1703.12.31 
（宝永4） 

8.2 江戸及び東海道 
潰家20,162、圧死5,233、江戸、小田原にて出火 
死著し 

1707.10.28 
（宝永4） 

8.4 
東海道、畿内、南海道、東

山、西海道の一部 
潰家29,000、死者4,900、九州の南東岸より伊豆
まで津波あり、土佐にて 20メートル余 

1711.12.20 
（正徳1） 

6.7 讃岐中部 潰家1,713、死者 1,000、津波あり 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

1717.5.13 

（享保2） 
7.6 花巻 家屋破損し地裂く 

1751.5.20 

（宝暦1） 
6.6 越後、越中 

死者2,000、高田領の全壊、焼失家屋 6,088 

死者1,128 

1766.3.8 

（明和3） 
6.9 津軽 

弘前領にて潰家6,940、焼失 252、圧死 1,027 

焼死308 

1771.4.24 

（明和8） 
7.4 石垣島、宮古島 津波あり、11,941人流 

1804.7.10 

（文化1） 
7.1 出羽象潟 

潰家5,500、死者 333、津波あり、陸地隆起し象潟

干潟となる。 

1828.7.10 

（文化1） 
6.9 越後三条 

住家屋全壊9,808、半壊 7,276、焼失1,205 

死者1,443 

1835.7.20 

（天保6） 
7.6 陸前 津波あり（海底地震） 

1843.4.25 

（天保14） 
8.4 釧路、根室 津波の被害多し 

1854.12.23 

（安政1） 
8.4 

東海、東山 

南海諸道 

大津波あり、倒壊流出家屋8,300、焼失 300、 

死者1,000、富士川洪水 

1854.12.24 

（安政1） 
8.4 

伊勢湾より西方 

九州東北部に及ぶ 

震災地を通じ住家全壊10,000余、焼失6,000、土佐、紀伊、

大阪にて津波のため流失15,000、半壊40,000、 

死者3,000 

1872.3.14 

（明治5） 
7.1 石見浜田地方 

石見にて潰家4,049、焼失230、死者537、 

震災を通じ全壊住家5,000、死者600 

1891.10.28 

（明治24） 
8.4 美濃尾張等 

仙台以北を除き日本中で震動を感ず、死者7,723、 

全壊住家80,000、出火戸数142,177、著し 

1894.3.22 

（明治27） 
7.9 根室釧路沖 釧路厚岸にて全壊11、半壊 17、津波あり 

1894.3.22 

（明治27） 
7.6 東京付近 家屋全壊90、死者24 

1896.6.15 

（明治29） 
7.6 三陸沖 

大津波、陸前吉浜にて 25 メートル、３県下で全

半壊、流出家屋10,617、死者 27,122 

1896.8.31 

（明治29） 
7.5 羽後陸中国境付近 全壊住家4,387、その他建物 1,692、死者 209 

1897.2.20 

（明治30） 
7.8 陸前東方沖 家屋全半壊数10 

1897.8.5 

（明治30） 
7.7 三陸沖 津波あり、高さ３メートル 

1898.4.23 

（明治31） 
7.8 陸中沖 北上川流域にて倒壊家屋を生ず 

1899.3.7 

（明治32） 
7.6 紀伊大和 家屋全壊35、死者7 

1901.6.24 

（明治34） 
7.9 奄美大島近海 名瀬に多少の被害あり 

1901.8.9 

（明治34） 
7.7 陸奥八戸近海 青森県下死傷18、全壊家屋 8、小津波あり。 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

1905.6.2 

（明治38） 
7.6 安芸海底 

広島県下全壊家屋 40、死者 11、愛媛県下全壊家

屋 8、傷者17 

1909.3.13 

（明治42） 
7.7 房総沖 強震 2回、多少の被害あり 

1909.11.10 

（明治42） 
7.9 日向洋 

震域広く、日向、土佐、豊後、備中にて潰家死者

を出す。 

1911.6.15 

（明治44） 
8.2 喜界島近海 家屋全壊422、半壊561、死者 12 

1918.9.8 

（大正7） 
7.9 ウルップ島沖 津波あり岩美湾にて6～24ｍ、溺死24 

1918.11.8 

（大正7） 
7.8 エトロフ島沖 小津波あり 

1923.9.1 

（大正12） 
7.9 関東南部 

全壊128,266、半壊126,233、焼失447,128、流失

868、死者 99,331、行方不明 43,476 

1924.1.15 

（大正13） 
7.2 相模中部 全壊1,273、死者 14 

1925.5.23 

（大正14） 
7.0 但馬北部 全壊1,219、半壊 1,449 

1927.3.7 

（昭和2） 
7.4 丹後西北部 全壊住家4,971、全焼 2,651、死者3,017 

1927.10.27 

（昭和2） 
5.4 越後関原 地裂け家屋損傷あり 

1929.11.20 

（昭和4） 
6.2 紀伊有田川下流域 紀伊半島にて井水位の著しい変化あり 

1930.11.26 

（昭和5） 
7.0 伊豆北部 全壊2,141、死者 259 

1931.9.21 

（昭和6） 
6.7 武蔵西北部 全壊204、死者 16 

1933.3.3 

（昭和8） 
8.5 三陸沖 

大津波あり綾里湾に高さ 24ｍ、流失家屋4,086、

死者2,986 

1935.7.11 

（昭和10） 
6.6 静岡市 全壊363、死者 9 

1936.2.21 

（昭和11） 
6.7 摂津河内、大和 全壊19、死者9 

1936.12.27 

（昭和11） 
6.4 新島、式根島 全壊35、死者3 

1938.1.12 

（昭和13） 
7.2 紀伊田辺沖 家屋全半壊各2 

1938.5.23 

（昭和13） 
7.5 磐城沖 茨城福島県下の多少の被害あり 

1938.5.29 

（昭和13） 
5.9 釧路、屈斜路湖岸 地変及び多少の被害あり 

1938.11.5 

（昭和13） 
6.5 磐城沖 軽い津波あり、全壊20、死者 1 

1939.3.20 

（昭和14） 
6.9 日向洋北部 津波軽微、多少の被害あり 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

1939.5.1 

（昭和14） 
6.6 男鹿半島 全壊604、死者 29 

1940.8.2 

（昭和15） 
7.4 積丹半島沖 小津波、多少の被害あり 

1941.7.15 

（昭和16） 
6.4 長野市北東千曲川流域 全壊住家29、非住家47、死者 6 

1941.11.19 

（昭和16） 
7.0 日向沖 全壊111、死者 1、小津波 

1943.3.4 

（昭和18） 
6.4 鳥取県加露 

両地震にて全壊70 
1943.3.5 

（昭和18） 
6.4 鳥取県浜村沖 

1943.8.12 

（昭和18） 
6.4 福島県田島付近 崖崩れ等多少の被害あり 

1943.9.10 

（昭和18） 
7.3 鳥取県気高郡野坂川中流域 

断層、地割、山崩等地変著しく、死者 1,083、重

傷 6,153、全壊 7,485、半壊 6,158、全焼 254 

1943.10.13 

（昭和18） 
6.0 長野県野尻湖付近 家屋全壊34、半壊116、死者 1 

1944.12.7 

（昭和19） 
8.3 東南海沖 

津波（尾鷲）6ｍ全壊 26,130、半壊 46,950、 

流失3,059、焼失 11、死者998、重傷 2,135 

1945.1.13 

（昭和20） 
6.9 三河渥美湾北部 

断層押上げ 2ｍ、住家全壊 5,539、半壊 11,706、

非住家全壊6,603、半壊 9,976、死者1,961 

1946.12.21 

（昭和21） 
8.1 南海道沖 

震害西日本全域、大津波あり、最大 6.6ｍ、住家全壊

9,070、半壊 19,204、非住家全壊 2,591、半壊 4,283 

1948.6.28 

（昭和23） 
7.2 福井平野 

全壊35,420半壊11,449、焼失3,960、 

死者3,895、負傷 16,375 

1949.12.26 

（昭和24） 
6.5 栃木県今市付近 山崩れ多し、住家全壊 290、半壊2,994、死者10 

1952.3.4 

（昭和27） 
8.2 十勝沖 

津波を伴う、家屋全壊 815、半壊1,324、流出91、

焼失14、死者28、行方不明 5 

1952.3.7 

（昭和27） 
6.8 能登半島沖 家屋全壊4、焼失 27、死者7 

1952.7.18 

（昭和27） 
7.0 奈良県中部（吉野） 全壊20、半壊26、死者 9 

1953.11.26 

（昭和28） 
8.3 房総沖 道路き裂、小被害、小津波あり 

1955.7.27 

（昭和30） 
6.0 徳島県南部 山崩れ、道路破壊、死者 1 

1995.10.19 

（昭和30） 
5.7 秋田県北部二ツ井 家屋半壊153、死者1 

1956.2.14 

（昭和31） 
6.0 千葉県西部 東京にて小被害あり 

1956.3.6 

（昭和31） 
5.8 網走沖 小被害、小津波あり 

1956.9.20 

（昭和31） 
6.1 宮城県南部白石 死者1、重傷 1 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

1956.9.30 

（昭和31） 
6.7 千葉県中部 半壊2、傷者 4 

1958.11.7 

（昭和33） 
8.0 エトロフ島南方沖 釧路で軽微な被害 

1959.11.8 

（昭和34） 
6.2 積丹半島 札幌、小樽で小被害 

1960.3.21 

（昭和35） 
7.5 三陸沖 

岩手、青森、山形、三県に小被害、八戸にて津波

81㎝ 

1960.5.24 

（昭和35） 
8.7 チリ－地震津波 

5.23のチリ－地震による大津波、岩手県野田湾で

8.1ｍ、全壊 1,571、半壊 2,183、流失 1,259、死

者 119 

1961.5.24 

（昭和36） 
5.2 長岡 全壊220、半壊 465、死者 5、震源極めて浅し 

1961.2.27 

（昭和36） 
7.0 日向沖 死者2、全壊 3 

1961.8.19 

（昭和36） 
7.0 北美濃 福井、石川、岐阜三県下に小被害 

1962.4.30 

（昭和37） 
6.5 宮城県北部 全壊369、半壊 1,542 

1962.8.26 

（昭和37） 
5.9 三宅島付近 崖崩れ、地割れあり 

1963.3.27 

（昭和38） 
6.9 越前岬沖 敦賀、小浜間に小被害 

1963.10.13 

（昭和38） 
8.3 エトロフ沖 津波あり、八戸1.3ｍ 

1964.5.7 

（昭和39） 
6.9 青森県西方沖 青森、秋田、山形三県下に小被害 

1964.6.16 

（昭和39） 
7.3 新潟県粟島南方 

新潟、山形に被害、全壊 1,960、半壊 6,640、 

死者27、津波最高6ｍ 

1968.5.16 

（昭和43） 
7.8 十勝沖 

北海道、青森に被害、降雨と相まって山津波 

がけくずれが多発 

1972.2.27 

（昭和47） 
7.0 八丈島沖 東京に小被害、八丈島で崖崩れ 

1972.12.4 

（昭和47） 
7.3 八丈島東方沖 東京に小被害 

1973.6.17 

（昭和48） 
7.2 根室半島沖 津波による流出家屋7、負傷者12 

1974.5.9 

（昭和49） 
6.8 伊豆半島沖 全壊134、半壊 240、死者 30、負傷 102 

1975.1.23 

（昭和50） 
6.1 熊本県北部 全壊10、半壊48、負傷 20 

1975.4.21 

（昭和50） 
6.4 大分県中部 全壊77、半壊115、負傷 22 

1976.6.16 

（昭和51） 
5.5 山梨県東部 負傷2 

1976.8.18 

（昭和51） 
5.4 伊豆半島東部 全壊2、半壊 30 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

1978.1.24 

（昭和53） 
7.0 伊豆大島西方 

全壊96、半壊 616、一部破損 4,170、死者25、負

傷 205 

1978.6.12 

（昭和53） 
7.4 宮城県沖 

全壊1,275、半壊5,652、一部破損124,738、死者

28、負傷10,181 

1983.5.26 

（昭和58） 
7.7 日本海中部 

全壊1,584、半壊3,515、死者 104、負傷324、一

部破損5,962 

1984.9.14 

（昭和59） 
6.8 長野県西部 全壊・流出14、半壊73、死者 29、負傷10 

1987.3.18 

（昭和62） 
6.6 日向灘 

死者 1、負傷者若干名のほか建物、道路などに被

害があった。 

1987.12.17 

（昭和62） 
6.7 千葉県東方沖 死者2、負傷者 138、建物全壊 13 

1993.1.15 

（平成5） 
7.8 釧路沖 死者1、負傷者 647、建物全壊 10 

1993.2.7 

（平成5） 
6.9 能登半島沖 重傷者1、軽傷者 29 

1993.7.12 

（平成5） 
7.8 北海道南西沖 死者202、重軽傷者321、建物全壊594 

1994.10.4 

（平成6） 
8.1 北海道東方沖 

重傷者31、軽傷者405、建物被害7,764、 

道路損壊1,762 

1994.12.28 

（平成6） 
7.5 三陸はるか沖 

死者3、重傷者67、軽傷者 721、建物全壊72、半

壊 429、一部破損 9,021 

1995.1.17 

（平成7） 
7.2 兵庫県南部 

死者 6,308、重傷者 1,883、軽傷者 26,615、建物

全壊100,302、半壊108,741、一部破損227,373 

2000.7.1 

（平成7） 
6.4 神津島近海 死者1 

2000.10.6 

（平成12） 
7.3 鳥取県西部 

負傷者182、住家全壊 435、半壊3,101、一部破損

18,544 

2001.3.24 

（平成13） 
6.7 安芸灘 

死者2、負傷者288、住家全壊 70、半壊 774、一部

破損49,223 

2001.4.3 

（平成13） 
5.2 静岡県中部 負傷者8、住家一部破損 80 

2003.5.26 

（平成15） 
7.1 宮城県沖 

負傷者174、住家全壊 2、半壊 21、一部破損2,404 

床下浸水1 

2003.7.26 

（平成15） 

5.6 

6.4 

5.5 

宮城県北部 
負傷者677、住家全壊 1,276、半壊3,809、一部破

損 10,976 

2003.9.26 

（平成15） 

8.0 

7.1 

釧路沖 

十勝沖 

行方不明2、負傷者 849、住家全壊116、半壊 368、

一部破損1,580、床下浸水 9 

2004.9.5 

（平成16） 
7.4 東海道沖 負傷者36、一部破損2 

2004.10.6 

（平成16） 
5.7 茨城県南部 負傷者4 

2004.10.23 

（平成16） 
6.8 新潟県中越地方 

死者 68、負傷者 4,805、住家全壊 3,175、半壊

13,810 

2004.11.29 

（平成16） 
7.1 釧路沖 負傷者52 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

2004.12.6 

（平成16） 
7.1 釧路沖 負傷者12、一部破損4 

2004.12.14 

（平成16） 
6.1 留萌支庁南部 負傷者8、一部破損165 

2005.1.9 

（平成17） 
4.7 愛知県西部 負傷者1、窓ガラス破損 

2005.1.18 

（平成17） 
4.7 新潟県中越地方 負傷者1 

2005.2.16 

（平成17） 

6.4 釧路沖 負傷者1、校舎一部破損 

5.3 茨城県南部 負傷者26、ブロック塀倒壊 

2005.3.17 

（平成17） 
7.0 福岡県西方沖 死者1、負傷者 1,204、全壊 144、半壊 353、 

2005.4.11 

（平成17） 
6.1 千葉県北東部 負傷者1 

2005.6.3 

（平成17） 
4.8 熊本県天草・芦北地方 負傷者2 

2005.6.20 

（平成17） 
5.0 新潟県中越地方 負傷者1、一部破損12 

2005.7.23 

（平成17） 
6.0 千葉県北西部 負傷者38、住家一部破損 12棟 

2005.8.16 

（平成17） 
7.2 宮城県沖 負傷100、全壊１、半壊 984 

2005.10.19 

（平成17） 
6.3 茨城県沖 負傷者２ 

2006.4.21 

（平成18） 
5.8 伊豆半島東方沖 負傷者3 

2006.6.12 

（平成18） 
6.2 大分県西部 負傷者8、住家一部破損 5 

2007.4.15 

（平成19） 
5.4 三重県中部 負傷者13、住家一部破損 122 

2007.3.25 

（平成19） 
6.9 能登半島沖 死者1、負傷者 356、住家全壊 686、半壊 1,740 

2007.7.16 

（平成19） 
6.8 新潟県中越沖地震 

死者 15、負傷者 2,346、住家全壊 1,331、半壊

5,710、一部破損37,633 

2007.10.1 

（平成19） 
4.9 神奈川西部 負傷者2、住家一部破損 5棟 

2008.5.8 

（平成20） 
7.0 茨城沖 負傷者6 

2008.6.14 

（平成20） 
7.2 岩手・宮城内陸地震 

死者 13、行方不明者 10、負傷者 451、住家全壊

30、半壊143、一部破損 2,380 

2008.7.24 

（平成20） 
6.8 岩手県沿岸北部 死者1、負傷者 211、住家全壊 1、一部破損379 

2009.8.11 

（平成21） 
6.5 駿河湾 死者1、負傷者 319、半壊 6、一部破損8,972 

2009.12.17 

（平成21） 
5.0 

伊豆半島東方沖 負傷者７、住家一部破損 278 
2009.12.18 

（平成21） 
5.1 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

2010.3.13 

（平成22） 
5.5 

福島県沖 

負傷者2 

2010.3.14 

（平成22） 
6.7 負傷者1、住家一部破損 2 

2010.5.1 

（平成22） 
4.9 新潟中越地方 負傷者１、店舗ガラス数枚破損 

2010.7.4 

（平成22） 
5.2 岩手県内陸南部 負傷者1 

2011.3.9 

（平成23） 
7.3 三陸沖 負傷者2、住家一部破損 1 

2011.3.11 

（平成23） 
9.0 

東北地方 

太平洋沖地震 

死者19,225、行方不明者2,614、負傷者6,219、

住家全壊 127,830、半壊 275,807、一部破損

766,671 

2011.3.12 

（平成23） 
6.7 長野県・新潟県県境 死者3、負傷者57、住家全壊 73、一部破損427 

2011.3.15 

（平成23） 
6.4 静岡県東部 負傷者75、住家全壊 103、一部破損984 

2011.4.1 

（平成23） 
5.0 秋田県沖 負傷者1、一部破損 2 

2011.4.7 

（平成23） 
7.2 宮城県沖 

死者4、負傷者 296 

※物的被害は平成23年（2011年）東北地方太

平洋沖地震の被害に含まれている。 

2011.4.11 

（平成23） 
7.0 福島県浜通り 

死者3、負傷者 10 

※物的被害は平成23年（2011年）東北地方太

平洋沖地震の被害に含まれている。 

2011.4.12 

（平成23） 
6.4 福島県中通り 

負傷者1 

※物的被害は平成23年（2011年）東北地方太

平洋沖地震の被害に含まれている。 

2011.4.16 

（平成23） 
5.9 茨城県南部 負傷者6 

2011.6.30 

（平成23） 
5.4 長野県中部 死者1、負傷者17、住家全壊24、一部破損6,117 

2011.7.31 

（平成23） 
6.5 福島県沖 負傷者11 

2011.8.1 

（平成23） 
6.2 駿河湾 負傷者13、一部破損 15 

2011.8.19 

（平成23） 
6.5 福島県沖 負傷者2 

2011.11.20 

（平成23） 
5.3 茨城県北部 負傷者1 

2011.11.21 

（平成23） 
5.4 広島県北部 負傷者2 

2011.12.14 

（平成23） 
5.1 岐阜県美濃東部 負傷者1 

2012.1.28 

（平成24） 
5.4 山梨県東部・富士五湖 負傷者1 

2012.3.1 

（平成24） 
5.3 茨城県沖 負傷者1 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

2012.3.14 

（平成24） 
6.1 千葉県東方沖 死者1、負傷者 1、一部破損 3 

2012.3.27 

（平成24） 
6.6 岩手県沖 負傷者2 

2012.7.10 

（平成24） 
5.2 長野県北部 負傷者3、一部破損 9 

2012.8.30 

（平成24） 
5.6 宮城県沖 負傷者4 

2012.12.7 

（平成24） 
7.3 三陸沖 死者1、負傷者 15、一部破損 1 

2013.2.2 

（平成25） 
6.5 十勝地方南部 負傷者14、一部破損 1 

2013.4.13 

（平成25） 
6.3 淡路島付近 

負傷者 35、住家全壊 8、半壊 101、一部破損

8,305 

2013.4.17 

（平成25） 
6.2 三宅島近海 負傷者1 

2013.4.17 

（平成25） 
5.9 宮城県沖 負傷者2 

2013.8.4 

（平成25） 
6.0 宮城県沖 負傷者4 

2013.9.20 

（平成25） 
5.9 福島県沖 負傷者1 

2013.9.20 

（平成25） 
5.9 福島県浜通り 負傷者2、一部破損 2 

2013.10.26 

（平成25） 
7.1 福島県沖 負傷者1 

2014.3.14 

（平成26） 
6.2 伊予灘 負傷者21、一部破損 57 

2014.5.5 

（平成26） 
6.0 伊豆大島近海 負傷者15 

2014.7.5 

（平成26） 
5.9 岩手県沖 負傷者1 

2014.7.8 

（平成26） 
5.6 胆振地方中東部 負傷者3 

2014.7.12 

（平成26） 
7.0 福島県沖 負傷者1 

2014.9.16 

（平成26） 
5.6 茨城県南部 負傷者10、一部破損 1,060 

2014.11.22 

（平成26） 
6.7 長野県北部 

負傷者46、住家全壊 77、半壊 137、一部破損

1,626 

2015.5.25 

（平成27） 
5.5 埼玉県北部 負傷者3 

2015.5.30 

（平成27） 
8.1 小笠原諸島西方沖 負傷者13 

2015.7.10 

（平成27） 
5.7 岩手県内陸北部 負傷者2 

2015.7.13 

（平成27） 
5.7 大分県南部 負傷者3、一部破損 3 

2015.9.12 

（平成27） 
5.2 東京湾 負傷者11 
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年 月 日 

（日本暦） 

マ グ ニ 

チュード 
地  域 被      害 

2016.1.14 

（平成28） 
6.7 浦河沖 負傷者2 

2016.4.14～ 

（平成28） 
7.3 

熊本県等 

熊本地震 

死者272、負傷者2,808、住宅全壊8,668、半

壊 34,720、一部損壊 162,562 

2016.5.16 

（平成28） 
5.5 茨城県南部 負傷者1、一部損壊 2 

2016.6.16 

（平成28） 
5.3 内浦湾 負傷者1、一部損壊 3 

2016.10.21 

（平成28） 
6.6 鳥取県中部 

負傷者32、住宅全壊 18、半壊 312、一部損壊

15,095 

2016.11.22 

（平成28） 
7.4 福島県沖 負傷者21、一部損壊 9 

2016.12.28 

（平成28） 
6.3 茨城県北部 負傷者2、半壊 1、一部損壊 25 

2017.6.25 

（平成29） 
5.6 長野県南部 負傷者2、一部損壊 27 

2017.7.1 

（平成29） 
5.1 胆振地方中東部 負傷者1 

2017.7.11 

（平成29） 
5.3 鹿児島湾 負傷者1 

2017.10.6 

（平成29） 
5.9 福島県沖 負傷者1 

2018.4.9 

（平成30） 
6.1 島根県西部 負傷者9、住宅全壊 18、半壊 57、一部損壊558 

2018.6.18 

（平成30） 
6.1 大阪府北部 

死者6、負傷者 443、住宅全壊 18、半壊517、

一部損壊57,787 

2018.9.6 

（平成30） 
6.7 胆振地方中東部 

死者41、負傷者749、住宅全壊415、半壊1,346、

一部損壊8,607 
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